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平成２８年第１０回苓北町議会定例会会議録（第１日目） 

 

 平成２８年第１０回苓北町議会定例会は、平成２８年９月７日苓北町議会議場に招集

された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  松本 良人          ２番  廣田 幸英 

    ３番  髙戸 幸雄          ４番  松野 重幸 

    ５番  倉田 明           ６番  石田 みどり 

７番  野﨑 幸洋          ８番  浜口 雅英 

９番  田嶋 豊昭         １０番  山下 時義 

１１番  錦戸 俊春（副議長）    １２番  山本 政人（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  宮 﨑 裕 昭     書    記  野 田 寛 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  山 﨑 秀 典 

税務住民課長  益 田 大 介     企画政策課長  荒 木 広 之 

教 育 課 長  汐 﨑 正 喜     土木管理課長  山 口 仁 人 

農林水産課長  野 田 尚 之     商工観光課長  尾 脇 宣 宏 

水道環境課長  小 林 和 文     福祉保健課長  山 﨑 敬 一 

健康増進室長  坂 元 俊 司     会 計 課 長    立 山 清 剛 
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８．議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期決定の件 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 行政報告 

日程第５ 一般質問 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（山本政人君） おはようございます。 

只今の出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、只今から平成２８年第

１０回苓北町議会定例会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（山本政人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、９番、田嶋豊昭

君、１０番、山下時義君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期決定の件 

○議長（山本政人君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、お手元に日程案を作成し配付しておりますとお

り、本日から９月１４日までの８日間にしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から９月１４日までの８日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（山本政人君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

６月１４日、天草陶石研究開発推進協議会総会に出席をいたしました。 

６月１５日、苓北町交通安全対策協議会に出席をいたしました。 

６月１９日、大阪市で開催された関西ふるさと苓北会総会に、議会から野﨑議員、倉

田議員、山下議員とともに出席をいたしました。総会には会員の皆さま、並びに招待者

の皆様、約１６０名が出席されておられました。出席者の皆さま方にふるさとの情報を

発信するとともに、懇親を深めてまいりました。 

６月２７日、天草警察署で開催された、天草地区防犯協会評議員会に出席をしまし

た。 

７月２８日、熊本県自治会館で開催された、県町村議会議長会第２回理事会に出席を

いたしました。平成２８年熊本地震の被害状況、全国議長会会長の被災地視察や平成２

７年度決算等について説明が行われました。 
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７月２９日、苓北町振興計画審議会に出席をいたしました。 

７月３０日から３１日にかけて開催された、長崎ペーロン選手権大会に出席をしまし

て、声援を送ってきました。広報れいほくでもご紹介があったとおり、地元苓北町から

出場した都呂々若獅子会が見事３位に入賞をいたしました。すばらしい決勝戦となりま

した。誠に圧巻でした。 

８月１日、熊本県自治会館で開催されました、県町村議会議長会主催の正副議長研修

会に出席をいたしました。「人口減少社会を希望に…グローバル化の先のローカル化」

と題して、京都大学心の未来研究センター、広井良典教授の講演がありました。 

８月１８日、天草広域連合議会運営委員会に出席をしました。８月議会提出議案等に

ついて協議をいたしました。 

８月２３日、熊本県町村議会議長会主催の議会常任委員長・議会運営委員長研修会

が、美里町文化交流センターで開催され、４委員長とともに出席をいたしました。「岐

路に立つ日本の農業、ＴＰＰ交渉大筋合意を念頭に」と題して、名古屋大学大学院生命

農学研究科、生源寺眞一教授の講演がありました。 

８月３１日、天草広域連合議会定例会に出席をいたしました。なお、私どもが天草広

域連合の事務所と、それから新設予定の有明町の新ごみ処理施設の場所を視察いたしま

したが、この新ゴミ施設の予定地が地盤が軟弱であると。このままここに立地をしたの

では相当の経費がかかるということから白紙撤回をされ、現在その他の地区、地域を模

索中であります。なお、現在の本渡のゴミ処理施設も大幅な改良、改修工事がなされ

て、今後にどうなのかという、それも選択肢の１つとなっておりまして、いずれにしま

しても私どもが視察をしました有明町の予定地は白紙撤回をなされたところでありま

す。 

９月２日、上天草市で開催された天草地域国県道路整備促進期成会総会に、野﨑建設

経済常任委員長とともに出席をいたしました。 

なお、資料は議会事務局に保管していますので、ご覧ください。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 行政報告 

○議長（山本政人君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申し出があっております。町長。 

○町長（田嶋章二君） 行政報告をさせていただきます。 

まず、去る７月３１日に長崎市で開催されました、平成２８年度長崎ペーロン選手権

大会に、苓北町から都呂々若獅子会が出場いたしました。都呂々若獅子会は予選準決勝

を１位で勝ち上がり、決勝では強豪ひしめく中、優勝チームと１秒１１の僅差で敗れま
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したが、見事３位入賞を果たしました。 

次に、８月２８日には、唐津市の西の浜海水浴場で開催されました、第１２回唐津ペ

ーロン・レガッタ大会に、苓北町から今年度れいほくペーロン大会、混成の部町内１位

チームの「都呂々若獅子・アンド・レディース」チームが参加をいたしまして、姉妹都

市唐津市の皆さま方と、より一層交流を深めて帰ってきております。 

次に、家庭用粗大ごみ収集の実施についてのお知らせでございます。来る９月１１日

日曜日に、家庭用粗大ごみの収集を実施いたします。当日の午前８時までに、各区の収

集場所に出していただくように周知しておりますが、当日悪天候の場合は、９月１８日

日曜日に延期いたしますので、必ず実施日当日の朝に出していただくようにお願いを申

し上げます。 

次に、町民体育祭でございますが、９月２５日日曜日に、坂瀬川地区が旧坂瀬川中学

校グラウンドで、都呂々地区が都呂々小学校グラウンドで、１０月２日日曜日は、志岐

地区が志岐小学校グラウンドで、富岡地区が富岡小学校グラウンドでそれぞれ開催され

ます。 

次に、１０月６日から１０日まで、苓北町５窯元、旧天草町４窯元が参加して、天草

西海岸秋の窯元めぐりが開催されます。なお、開会式は１０月６日午前１１時から内田

皿山焼窯元で開催されます。 

次に、第６回志岐氏サミットを本年１０月１５日土曜日、１６日日曜日に開催いたし

ます。志岐氏に関する記念講演会、記念コンサート、参加者交流会等を計画しておりま

す。 

次に、敬老会の日程でございます。１０月１８日火曜日は、坂瀬川地区が坂瀬川小学

校体育館で、都呂々地区が都呂々公民館で、又、１０月１９日水曜日は、志岐地区が志

岐小学校体育館で、富岡地区が富岡公民館で、それぞれ午前１０時から開催されます。 

次に、第２２回吟詠「天草洋に泊す」全国大会についてのお知らせでございます。１

０月２３日日曜日、午前８時３０分から、志岐集会所で開催が予定されております。 

次に、雲仙・天草国立公園６０周年記念式典・記念行事の開催についてのお知らせで

ございます。１０月３０日日曜日、午前１１時から富岡城二の丸広場において記念式典

を開催いたします。 

又、同日、午前１０時から、国立公園ウォーカーズフェスティバル「天草・苓北オル

レ」を実施いたします。 

次に、第４回苓北夕やけマラソン大会の開催についてでございます。１１月５日土曜

日、午後２時３０分から、農村運動広場をスタート・ゴールとして開催いたします。 

次に、苓北町防災訓練についてのお知らせでございます。１１月１３日日曜日、天草

灘地先を震源とした震度５強の地震発生を想定いたしまして、津波発生の情報伝達訓練
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並びに避難訓練を実施いたします。又、志岐小学校の建物火災を想定した消火活動・避

難誘導・人命救助等の防災訓練の実施を通して、相互協力体制の確立と防災意識の高揚

を図ってまいります。 

最後に、１１月２７日日曜日でございますが、東京都の霞ヶ関ビル「東海大学校友会

館」におきまして、関東ふるさと苓北会が開催されます。 

それぞれの行事につきましては、議員皆さま方におかれましては、大変お忙しい中と

は存じますが、ご出席、ご声援いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

以上、行政報告をさせていただきました。 

○議長（山本政人君） これで行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 一般質問 

○議長（山本政人君） 日程第５、一般質問を行います。 

通告１番、倉田明君。 

○５番（倉田 明君） おはようございます。通告１番、倉田です。先の通告２件につ

き、質問させていただきます。 

最初に、開館１周年を迎えた苓北町歴史資料館の利用状況等についてでございます

が、昨年７月２９日、風光明媚な富岡城二の丸広場に開館し、１年を過ぎました。又、

平成１７年４月には、富岡ビジターセンター、いわゆる富岡城が完成し、地域情報発信

の核としてスタートしております。私は以前、白木尾台地にありました郷土資料館を富

岡城周辺に移設し、ビジターセンターとの相乗効果を図ればと一般質問をさせていただ

きました。当時、郷土資料館の入館者は１日平均３名程度で、収益面でも大変厳しい状

況下でありました。しかし、私は、少々赤字でも地域の歴史、文化を後世に引き継ぎ、

そして又それらを生かしたまちづくりの推進をと発言をさせていただきました。開館し

た歴史資料館の当初計画では、入館者をビジターセンターの年間入館者２万７,０００

人の５割を想定し、１万３,５００人と推定されていたと思っております。現状では、

入館者が少ないとお聞きいたしますが、当初計画と現況、又収支状況及び今後の方策に

ついてお伺いをいたします。 

２点目に、歴史資料館の開館１周年を記念した特別展の開催計画があられるのかどう

か。又は、定期的な展示品の入れ替え等の考え方についてもお伺いをいたします。 

次に、白岩崎キャンプ場の利用状況と今後の展望等について質問いたします。 

１点目は、近年キャンプ場の利用状況と収支の状況でございますが、ご承知のとお

り、ここキャンプ場は民有地を借用しているため、借地料の負担もあり、収支面では大

変厳しいものと思われます。しかし、ある程度、町の宣伝と地域活性化等を考えると

き、少々の支出はやむを得ないと思っておりますが、今後の展望について考え方等をお
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尋ねいたします。 

２点目のキャンプ場案内板についてでございますが、キャンプ場管理棟の案内板に

は、テント利用料金が現状と異なっております。例えば、テントを借りた場合、６人用

で８４０円とありますが、現状は８６０円。２０円の違いが発生しております。又、ご

み処理等の取り扱い項目につきましても、削除してあるようでないようなことで、非常

に解読しにくい状況にあります。同様、ご飯の炊き方についても、説明板の両面がはが

れ読みづらい。これらの改修が必要と思われますが、今後の方向をお尋ねいたします。 

最後に、指定地以外でのキャンプ設営についてお尋ねをいたします。先月８月１２

日、１３日頃、牽引自動車に海上バイクを載せられて、苓北町においでいただき、ペー

ロン格納庫横にテントを設営し、キャンプをされておられました。来町いただくのは歓

迎いたしますが、指定以外でのキャンプは指定キャンプ場との関係上、いかがなものか

と思われます。町の見解をお伺いいたします。 

以上ですが、再質問は自席においてさせていただきます。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の倉田明議員のご質問に答えさせていただきます。 

まず、入館１年目を過ぎました資料館についてのご質問でございます。歴史資料館の

利用状況につきましては、当初計画では富岡ビジターセンター入館者の５割程度の方に

ご利用いただけるとして、入館者数を１万３,５００人と想定をして、入館料を３８８

万８,０００円としておりました。平成２７年度の実績といたしましては、資料館がオ

ープンした平成２７年７月から平成２８年３月までの入館者をビジターセンターと比較

しますと、ビジターセンターが約２万５,０００人に対しまして、歴史資料館は約３,０

００人で１２パーセントでございました。入館料収入は約６９万７,０００円で１７.９

パーセントという結果でございました。これにつきましては、やはりビジターセンター

は無料である、そしてまだ入ってもおられない資料館でございますので、いいか悪いか

もわからない、そういう状況でこれだけ少ないというのは、やはり入場料を取るという

ことにも相当問題があるのではないかなと、この数字を見ますと考えるところでござい

ます。今年度４月から７月までの入館者につきましては７９２人で、ビジターセンター

の入館者の１１.４パーセントとなっております。収支状況といたしましては、当初計

画では、支出は人件費２名分、光熱水費他需用費、警備委託料で６８３万３,０００円

として、収入は入館料３８８万８,０００円、一般財源等が２９４万５,０００円の合計

６８３万３,０００円として計画をしておりました。平成２７年度の実績といたしまし

ては、支出が維持管理費で約５４０万８,０００円でした。支出の内訳といたしまし

て、人件費が２名分で３４０万４,０００円、光熱水費が４８万円、機械警備、消防設

備点検、清掃業務等委託料が５６万９,０００円、消耗品等需用費が８９万８,０００
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円、電話料等役務費が５万７,０００円でありました。対しまして、収入は入館料６９

万７,０００円でしたので、一般財源が４７１万１,０００円必要になるということでご

ざいました。 

今後の方策についてでございますが、現在、資料館は非常勤職員の雇用により、受

付、案内業務を行っておりますが、来館者への説明等考えますと、ボランティアガイド

の皆さま方に受付、案内、説明をしていただければ、来館者の方々の理解も深まるかと

思われますので、ボランティアガイド協会の皆さま方と運営へのご協力について、ご相

談をしているところでございます。又、来場者を増やすためにも町内外に向けての周知

や展示内容等、まだまだこれは検討する必要があると感じておりますので、入館料も併

せて引き続き検討を進めてまいります。 

次に、開館１周年を記念した特別展開催の計画はあるのかということでございます。

展示物の定期的な入れ替え等の考えについてということでございますが、本年は雲仙天

草国立公園指定６０周年という節目の年でございます。その記念事業を苓北町で開催す

ることとしております。事業予定といたしましては、１０月３０日日曜日に記念式典オ

ルレを開催いたします。又、１０月２１日から１１月２０日までの１ヶ月間、歴史資料

館では国立公園選定に多大な影響を与えられました画家の龍清六さんの絵画展示、ビジ

ターセンターや角櫓を利用しての国立公園に関するパネルや資料の展示を計画しており

ます。期間内は歴史資料館の入館料を無料とし、多数の方にご来場いただきたいと考え

ているところでございます。なお、龍清六さんは福岡県の柳川市のご出身で、後、龍駿

介と改められて、富士山近郊にお住まいになって、富士山を書く絵画家としては日本第

１の画家として後に大成をされた方でございます。そして、又、この国立公園指定につ

いては、富岡城のまだまだ、ただこんもりと茂った山でございましたが、そこから見た

風景、雲仙天草灘が大きな国立公園雲仙との合併に対して大きな要因になったというこ

とを聞いております。 

次に、白岩﨑キャンプ場の利用状況等についてでございます。 

１番目の近年のキャンプ場の客数、収支状況についてでございますが、キャンプ場の

管理運営につきましては、苓北町観光協会に年額１０万８００円で委託をしており、受

付、使用料徴収及び日々の清掃管理を行っていただいております。キャンプ場の主な収

入は入場料及びテントの使用料でありますが、入場料が中学生以上は１人３００円、小

学生以下が１００円、テントの使用料が持ち込みの場合、１張５００円、借用の場合が

８６０円となっております。利用客と収入の状況につきましては、平成２５年度が利用

者数延べ６９４名、収入が２７万２,５００円、平成２６年度が利用者数延べ６７３

名、収入が２８万２,８００円、平成２７年度は利用者数延べ７４２名、収入が３８万

３,８８０円となっております。今年度は熊本地震の影響が大きく例年、利用客の多い
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５月が昨年の２０１人に対しまして１５人と大きく落ち込みましたが、７月中旬以降は

天気にも恵まれ、昨年度よりも増加しております。しかしながら、４月から８月までの

累計で見てみますと、平成２７年度５００人に対し、平成２８年度は２８６人で約６割

程度となっております。 

支出につきましては、平成２７年度は用地の借地料が５,５０６㎡で３１万３,８４２

円、電気料が５万１,３３９円、水道料が７万９,７２０円、浄化槽の維持管理費が１９

万５,８９１円で、合計６４万７９２円となっております。 

今後の展望といたしましては、支出のほうが多い状況でございますが、町の観光施設

として必要であると考えますので、今後も維持管理を続けていきたいと考えております

し、もちろんもっとたくさんの方にキャンプ場を利用していただくように、情報発信等

をさらに強めてまいりたいと考えているところでございます。 

次に、キャンプ場の利用案内板のテント利用料金の表示が現状と違っている。又、ご

み等の取り扱いの項目についてと、ご飯の炊き方の説明等、改修の必要性についてご指

摘がありました。確認しましたところ、ご指摘のとおりでございましたので、ご飯の炊

き方の説明板はベニヤの老朽が著しかったので撤去いたしました。利用案内板につきま

しては、今後改修を図ってまいります。 

次に、指定をしたキャンプ場以外でテント設営をされていた件でございますが、特に

町への情報提供もございませんでしたので把握をしておりませんでした。苓北町としま

しては、指定したキャンプ場以外の公有地に無断でのテント設営、これ無断でって断ら

れても無理でございますが、要するに無断ででも申し入れられてもテント設営やキャン

プ等は許されないことでございますので、情報等がありましたら移動していただくよう

に指導を徹底してまいりたいと考えております。 

以上で、倉田議員の質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） 倉田です。資料館につきましては、いろんな状況下を報告いた

だきました。やはり入館者については計画どおり入っていないという状況下でありま

す。先ほど、町長が入館料を取るのがいいのか、取らないほうがいいのかということで

ありましたが、当初大人２００円、子ども１００円という協議の過程がありましたが、

１００円にしても２００円にしても３００円にしても、あまり変わらないんではないか

と察するわけでございます。今後ですね、この辺についてはいろんな規則等もあろうか

と思いますし、執行部でどうされるのか判断を仰ぐと言いましょうか、そういった部分

がどうなるか見守りたいと思いますが、それが展示品に関係があるのか、あるいは最初

から興味があられないのか、非常にこの点も微妙でございますが、１つですね、やはり

ＰＲ等の不足もあるんじゃないかと思っております。やはりそういうことでですね、開
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館１年ぐらいはやはりもっともっとインターネット等じゃなくて、やはりポスターを思

い切ってですね、苓北町のＰＲも含めてですね、あらゆる重要箇所にやっぱり配布、貼

付、あるいは貼りよると、そういうやはりことも必要ではなかったかと思うわけです

ね。そういうことで、私、この前、あまくさ村、もう大分なりますが、苓北の資料館の

ポスターを貼ってくれんかと申しましたら、どうぞ貼ってくださいということでござい

ました。やはりですね、そういう来る来んは別といたしましても、そういう行動と言い

ましょうか、発信が必要じゃないかと思います。長崎の駅とかあるいは熊本駅とかやは

り目立つところにですね、思い切って、金はかかっても、せっかくつくったんですか

ら、もっともっと努力、工夫をしていただいたらと思っております。今後ＰＲ等につい

ての、あるいは先ほど、確認ですが、町長の入場料について、その２点をお尋ねいたし

ます。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 今、ご指摘のありました宣伝等についての件でございますが、

富岡城内にでさえ資料館の案内、それとあとアダム荒川記念公園もあるわけですし、そ

ういうところ、そしてあと城内の案内も含めて、まだまだ不十分でございますので、そ

このところはしっかりとしながら、そして今ご指摘のあった町外の方々にもしっかりと

意識をしていただけるような宣伝をやっていきたいと。どういう形でやったほうが１番

いいかは今後、今、腹案はあるようでございますが、検討もしていきたいと考えており

ます。 

又、併せまして、先ほど、答弁のとき申し上げましたが、ビジターセンターに来られ

た方の１０数パーセントしか訪れられていないというのは、やっぱり有料というのが非

常にやっぱり引っかかてるのではないか。まだ、中身を見ておられないにも関わらず入

られないわけなんですから、その辺のところを宣伝の中で料金を払っても有意義な形に

なるんだということを含めて、ボランティアガイドさんによるやはり入場者に対する説

明ですね。それと、やっぱり資料館の中の展示につきましても、一般の方がご覧になら

れてよく理解できられるような展示に変えていったほうがよいのではないかと私は今、

感じておりますので、その方向で検討をしてまいりたいと考えているところでございま

す。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） 先ほど、町長が入館者については当初計画の１２パーセントぐ

らいだったという答弁でございました。又、入館料につきましても１７.９パーセント

ぐらいだったということでございますが、私、富岡城周辺、資料館周辺、ここの景観等

はやはり世界で２番目ぐらいの価値があるんじゃないかと個人的には思っております。

先の協議会でも松野議員も言われておりましたが、やはり修学旅行のいわゆる学習、そ
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して映画化も将来あるかもしれないという松野議員が発言されておりましたが、私も全

く同感でございます。やはり町長おっしゃるとおり、天草島原の乱、これが無事といい

ましょうか、落城しなかったことで、一応幕府もずっと続いたわけですが、これが一変

しておりますと、今の現代社会はどうなっていたかと非常に難しいところであります。

そういうことでですね、やっぱり富岡城あるいは資料館、修学旅行生を呼ぶようなこと

もですね、情報発信等をしていただければと私は常々そういうことを思っていたし、そ

ういう話もしております。そういったことについて執行部のほうで、どう修学旅行生等

を呼ぶ方策等があるのかお答えいただければと思っております。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 全く私もその指摘に対して我々の努力不足を痛感してるわけで

ございます。今そこでですね、Ｖｉｓｉｔあまくさという事業の中で、専門の旅行業者

の方も入っていただいて、どういうふうなことを努力すれば観光業の方、観光客の方た

ちによりたくさんの方にご来町いただけるかどうか。そして又、ペーロン等々、体験学

習も併せた中で修学旅行生に対して、歴史学習もしていただければと考えておりますの

で、その中で検討をしていただいて、専門業者から見てお客さんを連れていくにはどう

したらいいのかということを我々も具体的な知識を得ながら、それを実行していければ

と考えているところでございます。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） 今、言われるようにＶｉｓｉｔあまくさ、昨年ですか、発足し

たような感がありますが、今回、地域創生等々でＪＴＢに総額で１,５００万円ぐらい

のいわゆる今後の観光地域の確立等を目指したところのいわゆる活性化のあり方を委託

してあるようでございます。やはりですね、もう苓北、天草だけじゃなくして、せめて

長崎、熊本、鹿児島ぐらいは巻き込んでですね、幸いにして国立公園の６０周年記念、

あるいは天草５橋開通の５０周年記念等もありますのでですね、もう今思い切った行動

をとらなければ、非常に厳しいんじゃないかと思っております。幸いにも１８年、あと

２年後には、長崎の教会群と天草の崎津集落等も正式に世界遺産に登録されるであろう

と思っております。やはりこれが天草の再復興への最後のチャンスと言っても私は過言

ではないと思っております。もう時間もありませんが、もっともっとですね、積極的に

交流人口の拡大に図っていただければと思っております。 

 もう１つ、開館１周年の記念をするということでございました。ぜひですね、私もそ

ういうことはしていただきたいと思っておりました。そういう中でですね、町長も今言

われましたが、定期的な展示品の入れ替え等、これについてですね、当初、協議の中で

は１、２回という案もありましたが、それはそれとして、展示の品物、こういったもの

はあるのかないのか。あるって言えばある、ないって言えばないんでしょうが、その辺
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の見通しについて執行部のほうからご意見をいただきたいと思います。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 展示の最大の目玉になると考えている案件があるんですが、こ

れは所有者の方の了解をとられてませんので、まだまだ努力が必要であるのではないか

と。それと併せまして、やはり禁教下の潜伏キリシタンを主題にしまして、今回の世界

遺産に手を挙げられたわけで、正式に立候補が決まったわけでございます。そういった

意味で、今度は逆に、富岡城は富岡藩の首都として、幕府の政策の代執行者でありまし

たので、やはり禁教下の中でどういったものに対して取り締まりをしたのかですね。そ

して又、潜伏して信仰をなさった方々はどういった形で信仰を続けていかれたのか。こ

ういうものもだいぶあるようでございます。それが、苓北町にとってふさわしいもので

あるのであれば、やはり展示品の内容に付け加えてもよいのではないかと。今後文化財

保護委員会等にご検討をいただきまして、必要なものがあって、財政的に苓北町の力で

かなうものがあれば購入をして、レパートリーを増やしていきたいと考えているところ

でございます。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） そういった貴重な展示品があるようでございます。いろんな財

政等、あるいは相手方の考え等もあられますが、やはりですね、私も何が一級品か二級

品かわかりませんが、展示物の内容も併せてですね、先ほど言われたアダム荒川公園、

これをですね、うまく活用しながらですね、総合的にビジターセンター等、資料館のい

わゆる利活用ですね、今後、引き続き検討いただければと思っております。 

歴史資料館につきましては終わりますが、２点目の白岩﨑キャンプ場の件でございま

すが、非常に土地をお借りしている関係、先ほど、年間３１万円３,８４２円、５,５０

６㎡程度ということでございました。これはですね、もうずっと今まで過去何年間は支

払ってあるわけですが、当然のことながら借地でございますので致し方ないわけでござ

いますが、やはりですね、先ほど、町長がいろんな改修も行う部分があるということで

ございます。今、管理等はですね、委託料も観光協会のほうに１０万８００円、それと

入村料等も払われてと言いましょうか、取られておりますが、やはり行ってみてです

ね、なんか夢っていうか、心の安らぎっていうか、なんかあんまり湧いてこないような

感じがするんですね。しかし、そういった中での常連の方がですね、やはりここはいい

ということで、毎年おいでいただくということも聞いております。そうであるならばで

すね、やはりもっともっと手を加えるというよりも自然的な中でですね、キャンプがで

きるようにですね、そういう展示物は特にですね、大きくなくてもですね、きちっと表

示いただければですね、ああいいなと思っていただくんではないかと思っております。

非常に場所的にもですね、優れております。もっともっとそういった部分をいかしてで
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すね、活用いただければと思っております。 

そこについては、もうとにかく答弁は要りませんが、いわゆる指定地以外でのキャン

プ、これですね、私も実際見たんですが、ちょうどいいんですね、ペーロン倉庫の横あ

たり、海岸にスロープもついておりますし、海上バイクを２台だったと思いますが、非

常に乗り入れと言いましょうか、利便性もスムーズになるし、トイレ、水道等もありま

すし、火を焚いたかどうか私はそこまで確認しておりませんが、やはり町有地であるな

らばですね、この辺はきちっとやはり管理いただきたいと思います。ちなみに富岡海水

浴場では、ここはキャンプ、いわゆるテントは張らないでくださいという表示もありま

す。以前ですね、山陽公園でもテントを張った時期もありましたが、今はもうあんまり

見受けられませんが、やはりですね、今後そういう可能性もありますので、配慮と言い

ましょうか、注意等をよろしくお願いしておきます。 

それと、総論と言いましょうか、担当の方も見ておわかりのように、草とか何とかは

ですね、ある程度自然でいいわけで必要に応じて草刈り等もされているようでございま

すが、何せそういう壊れとかですね、文章の間違いというのは気を付けていただければ

と思っております。今後も引き続きキャンプ場を運営されるということでありますの

で、その辺を強くですね、考慮されて対応方お願いいたしまして、質問を終わります。 

○議長（山本政人君） これで倉田明君の一般質問を終わります。 

次に、通告２番、松本良人君。 

○１番（松本良人君） おはようございます。通告２番、１番議員、松本良人でござい

ます。 

先に、提出いたしました通告書に基づき質問をさせていただきます。 

第１点目、長崎自動車道から島原半島、口之津までの高速道路の整備についてお尋ね

をいたします。 

現在、本町では富岡－長崎間に高速艇が就航し、富岡－長崎間の主要航路として運行

がなされ、長崎、佐賀、福岡県はもとより関西、関東への通行手段として、重要な経路

として位置付けられております。又、参議院議員秋野公造氏の絶大なる支援を受け、本

町においては、国に国道フェリーの就航を離島並の優遇策の復活をということで陳情す

る等、強い働きかけがなされていることにつきましては承知をしているところでござい

ます。平成２６年度の富岡茂木航路への補助金は約２,６００万円の支出がなされてお

り、航路の存続がなされております。 

現在の車社会において、ドライバーや旅行を計画する者にとって何を重要視するかと

いうと、まず、欠航をしないか、運賃はどうか、待ち時間に関する便数、所要時間等で

あります。苓北町に隣接している天草市の鬼池港は、苓北町の中心地、志岐より車で約

２０分のところに位置しております。富岡港から茂木間と、鬼池港－口之津間の比較を
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してみますと、その差は比較になりません。例えば、大人片道運賃は、茂木航路２,０

００円、口之津航路３６０円。便数にしても、茂木航路４便、口之津航路は平日が１５

便、土日祝日は１７便でございます。 

長崎の教会群とキリスト教関連遺産の世界遺産登録の話題が、近年いろいろ問題視さ

れました。そして又、富岡城、その周辺には多額の投資がなされておりますけれども、

それによる観光の町、苓北町というイメージは私には見えてきません。私は都呂々で生

まれ、苓北町で育ちました。そんな私ですが、キリスト関連についての苓北町は天草四

郎と千人塚しか知りませんでした。議員になって、アダム荒川さんや数々の方々の話を

よく耳にしますが、まだあまりわかりません。天草島原の乱、そして天草四郎時貞の話

は小さいときからよく聞いた話でございます。天草島原の乱、天草四郎の話をメインと

した雲仙、島原城、原城、そして天草へのルートも捨てたものではないと私は思いま

す。長崎－天草の最短コース、鬼池港、口之津港を有効に活用して、苓北町のランクを

引き上げるのも１つの方法だと考えられます。又、苓北町民のみならず、天草島民の利

便性を考えるとき、口之津から長崎自動車道への高速道路の接続は必要不可欠であり、

利便性が大変あるんじゃなかろうかと考えております。 

昭和６２年に島原・天草・長島架橋建設促成期成会が設立され、三県架橋実現に向け

ての話が持ち出され２９年を迎えようとしておりますが、現在、空論に近いような状況

下におかれております。橋が必要ということは、それに付随する道路が必要です。天草

から島原半島への橋を架けることは長い年月と、莫大なお金が必要ですが、道路整備に

ついてはさほど問題ではないと考えられます。長崎高速道路から口之津まで高速道路の

新設要求ができないものでしょうか。現在、島原・天草・長島架橋建設促成期成会の会

長を天草市長がなさっておるということでございますが、建設促成期成会で取り上げて

いただくようなことはできないものでしょうか。それがだめであったら、天草２市１

町、あるいは苓北町単独ででも、長崎高速道路から口之津まで高速道路の実現に向けて

努力をしていただきたく、そして又、国や長崎県に対して働きかけや要求ができないも

のか、お尋ねをいたします。 

第２点でございます。富岡曲がり崎及び周辺地域の防風防潮対策についてお尋ねをい

たします。 

昭和年代、富岡曲がり崎には大きな松の木が生育し、夏場にはキャンプをしたり、磯

遊び、散策の場、憩いの場として大いに利用されていたと記憶をしております。又、高

さ十数メートルにも及んでいたであろう大きな松の木の大木により、湾内やその周辺の

民家等への防風防潮の役目を大いに発揮し、魚介類の生育にも大いに役に立っていたの

ではないかと思われます。しかしながら、松食い虫による松の木の枯渇とともに、昔の

面影は見られません。特に、富岡港湾整備に伴い、漁船は集積し、物揚場においては、
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砂、砂利等の野積み場として活用されており、船や家屋、農作物等に風による影響はか

なりあるものと思われ、住民の方々からの防風防潮対策についての希望は多く、特に、

漁民の方々は漁船に対する防風対策を望んでおられます。現在、曲がり崎は先端部の一

部が植林等されているようですが、その一帯の一部が大きいところで５ｍから６ｍ程度

の雑木林で、他は自然に任されているところが多く荒れ果てております。富岡城復元が

進む中、又、８月２２日に開催されました議員全体会においての都市再生計画第３期計

画についての説明の中で、曲がり崎の見える櫓の計画があるとの説明がありましたが、

曲がり崎の景観の確保は、防風防潮対策と併せて、重要かつ早急な対策が求められるも

のではないかと思います。松、あこう等、比較的早く大きくなり、塩害に強く、景観に

マッチする、この種の木の植栽はできないものかお尋ねをいたします。 

３番目でございます。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律制定に伴う警戒区域の固定資産税課税についてお尋ねをいたします。 

このことにつきましては、先の議会で浜団地買い戻しの件で説明がありました。崖崩

れや土石流、地滑り等の土砂災害から住民の生命を守るために、災害が発生する恐れの

ある土地の区域を明らかにし、警戒態勢の整備や一定の開発行為の制限を行うもので、

平成１３年４月に施行されたと認識をしております。これは災害が発生する恐れのある

土地の区域を、土砂災害警戒区域、通称イエローゾーンと言いますが、それと土砂災害

特別警戒区域、レッドゾーンとして、その土地に対し規制をかけるものと思われます。

特に、土砂災害特別警戒区域におきましては、新しくその土地に家をつくる場合は、建

築物に構造規制がかけられて、確認申請等の手続きが義務付けられます。この確認申請

というのは設計書等を必要としますので、建築士等に多額の費用の支払いをしにゃいか

ん、そういったことも別にしなければいけません。宅地造成等の開発行為については、

又、厳しい基準がしかれるため、土地の評価が著しく低下するものと考えられます。こ

のことにつきましては、町民の皆さまには説明会等で周知されているということでござ

いますけれども、私自身、浜団地の問題、いわゆる今風に申し上げますとキャンセルと

いうことだと思いますけれども、この浜団地の問題がなかったならば、この災害対策が

私有財産の土地評価に著しく影響するということは思ってもいませんでした。町民の皆

さまも同じお考えではないかと思います。固定資産税は土地の評価より評価され課税さ

れるものですが、この区域内の土地についてはどのような課税対策がなされ、対応され

るのか、お尋ねをいたします。 

答弁の内容次第では、自席でご質問をさせていただきます。終わります。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の松本良人議員の質問に答えさせていただきます。 

まず、鬼池－口之津のフェリーを利用した中でのその後の交通網の整備についてのご
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質問であったわけでございます。島原・天草・長島架橋、通称三県架橋とは、長崎県島

原半島から熊本県天草市五和町と熊本県天草市牛深町から鹿児島県長島町を２つの長大

橋で結び、九州西海岸地域を一体化する構想でございます。ご指摘のありましたような

年数の中で、３県で頑張っているところでございます。 

島原・天草・長島架橋建設促進期成会は、天草地域の交通体系の整備を図るため、島

原・天草・長島を結ぶ連絡架橋の実現を促進し、九州西海岸地域の交流を促進すること

により、天草地域の産業、観光及び文化等の総合的な振興発展に寄与することを目的と

しております。 

本期成会におきましては、島原・天草・長島架橋構想及び九州西海岸構想実現に向け

た取り組みを行っておりますが、九州西海岸軸構想において、南島原市深江町を起点と

し、諫早市貝津町への長崎自動車道諫早インターまでを結ぶ島原道路が、既に国の計画

に位置付けられております。いわゆる高規格道路ですね。この道路を１日でも早く実現

させますと、今、質問の中でご指摘のあったような形になってくるということでござい

ますので、この期成会の中で強くですね、今後とも道路整備促進が進むように頑張って

まいりたいと考えているところでございます。 

次に、富岡巴湾及び周辺地域の防風防潮対策と併せて、景観についてのご指摘がござ

いました。古い写真を見ますと、巴崎一帯には松の大木が生えており、見事な港の景観

が形成されていたように思います。そこには石炭あるいは陶石を運ぶ機帆船がですね、

船待ちをする船もあって、相当な数が湾内に浮かんでおった記憶もございます。 

しかしながら、これらの松はご指摘のありましたように、一般的に言われております

「松食い虫」によって、昭和３０年代頃から徐々に枯れ始め、巴崎一帯の松の木もほと

んどなくなってしまいました。 

その後、巴崎に松の植栽が数回行われましたが、松食い虫によって全て枯れてしまい

ました。やはり、対策といたしましては定期的な農薬散布が欠かせないようでございま

す。 

松本議員から、防風防潮、景観のために、巴崎に松やあこうの木等の植栽をしてはど

うかとのご提案でございます。私も景観形成という観点におきましても、松の大木が生

い茂る景観を復活させたいと考えを持っているところでございます。 

しかし、ご承知かと思いますが、この巴崎一帯は九州大学の所有となっております。

県の天然記念物の指定を受けております「ハマジンチョウ」等の群落もあることから、

管理されている側は人の出入りを規制する、自然の状態で保持したいと考えておられる

ようでございまして、これは今まで数回、九州大学のほうにもいろんな意味で、例え

ば、松の枝が落ちて朽ち果ててる、中に入った人はそれにつまづきはしないか、危な

い、でも片付けるのはそういうのは自然のままにしておいたほうがいいんだというよう
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なお考えを以前の教授からお話を伺ったところでございますが、どうもまだその考え方

は変わっていないというようなことでございます。今のようなことからですね、これを

やはり九州大学、そして苓北町、あるいは熊本県も加わっていただき、国立公園の中で

ございますので、一体となった景観形成の努力をしていかなければ、今言われたような

こと、私が願っているようなことが実現しないんではないかと思っております。 

ハマジンチョウや砂嘴という地形、景観は苓北町の財産でもあると考えます。松を植

栽することへのご理解とご協力をいただけるように、九州大学に更に強く申し入れをし

て、共同で今のご提言については実現できるように努力をしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

次に、土砂災害警戒区域等における法律制定に伴う固定資産評価課税についてでござ

います。土砂災害警戒区域等における固定資産税の評価及び課税について、どのように

対応を図るかというような質問でございます。我が町におきましても、県の調査でです

ね、その法律、土砂災害防止法に基づいた土砂災害警戒区域、つまりイエローゾーン及

び土砂災害特別警戒区域、つまりレッドゾーンの指定が完了いたしております。各指定

を受けられた方は、突然のことでですね、びっくりしなさったと。そして非常に悲嘆に

くれておられるんじゃないかと拝察をいたします。しかし、これは法律の中で、その地

域の方々の命を守るんだという大分がありますので、我々のこれになるだけ、というか

従っていかなければならない。でも従っていくためには、今までどおりレッドゾーンに

なったから、家と土地はあるから今までどおり固定資産税はかけますよということで

は、これはちょっとおかしな話だと思っております。そういうことでやはり町としても

ですね、不動産価格が低下するわけでございますから、それに見合った課税を検討しな

ければならないと考えております。今後は不動産鑑定士による価格調査、対象土地のピ

ックアップ等を行い、土地面積に対する指定面積の把握、指定された面積の補正値、補

正値が大事だと思うんですが、補正値をどのようにするのか。近隣市町村の補正状況等

を参考にしながら、適正に対応してまいりたいと。いわゆるレッドゾーンとかイエロー

ゾーンに指定されたところは、今までの課税ではちょっとあまりにもひどすぎるんじゃ

ないかという町の姿勢でございます。ただし、これを今、具体的にどうするかというの

は、やはり具体的な裏付けをとりまして、しっかりした形でですね、課税の条件をつく

っていきたいと考えているところでございます。 

以上、松本議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） ここで松本君の質問の途中でありますが、１０時５５分まで休

憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４１分 
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再開 午前１０時５５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 松本君。 

○１番（松本良人君） それでは再質問をさせていただきます。 

先ほどですね、私、壇上でちょっと間違った言い方をしてあったのがございますの

で、訂正をさせていただきたいと思います。実は、富岡－茂木航路のですね、昨年度の

補助金は約２,６００万円でございます。円と言ったということでございます。それか

ら、私は富岡湾周辺のことで全体会が８月２９日と言ったつもりでございますが、８月

２２日と聞こえたということでございますので、そこも訂正をさせていただきます。 

それでは早速ですね、質問をさせていただきます。実は今回ですね、熊本地震を始め

ですね、数々の台風や豪雨でですね、東北から関東、相当な被害を被っておるわけでご

ざいますが、家屋、道路、橋ですね、そういったことでありますけれども、実は、道路

や橋が決壊してですね、かなり孤立した集落があるということで新聞、テレビの報道が

なされております。昨日から今日にかけて、国道２６６号線の規制が無線等によって町

内に周知しておりますけれども、私、一番懸念するのは、もし天草架橋の１つが崩壊し

たら、あるいは瀬戸大橋が何らかの理由で通行できなくなったら、この島民を始め、苓

北町の住民の方もそうでございますけれども、島民はどうなるのかなというのを感じを

させられました。特に、苓北町はですね、レタスの生鮮食料品とか水産物等がすぐに搬

入、搬出しなければならないのがいっぱいありますけれども、そこら辺の物流がストッ

プする。６つの橋がなんらかの理由で崩壊した場合は、今現在ではなすべきすべはない

んじゃなかろうかと思います。その点ですね、口之津からですね、もし長崎自動車道に

通ずる高速道路で走れる道路が完成すればそこを大いに利用しますので、港湾の整備あ

るいは船の増加等も考えれるんじゃなかろうかなと思います。ちなみにですね、現在、

２６年度の港湾統計調査でございますけれども、バス、トラック、乗用車、その他の合

計が計で、船の載った合計が１１万５,７７７台、相当な量でございます。現在、２６

年度ですね。そのうち、バスが２,９０７台。１日に、３００日ぐらいで計算しますと

ですね、５台から６台、バスも、要するに、これはバスということは観光バスだと、ほ

とんどが観光バスだと思いますけれども、そういったことが伺えます。そういったこと

でですね、現在がそういったことでございますが、それが今ずっと国道とか何かで利用

して、長崎とか福岡方面に出入りしとるとじゃなかろうかと思いますけれども、そうい

ったこと、現状も勘案されて、将来もですね、そういったことでもし孤立するようなこ

とがあったら、ここは苓北町は一番使うのが鬼池航路ではなかろうかと。牛深のほうに

もございますけれども、ぜひですね、３県一緒になって国の要望をしてたわけ。先ほ
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ど、していただくという手はずが整うとるということでございますけれども、できれば

早急にでもしていただくようにお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 当然１日でも早くですね、その道路の完成、我々にとっても利

便性が高まります。現在でも口之津港から長崎市の都心までは１時間４０分ほどかかり

ます。諫早インターまでは１時間１５分から２０分はかかります。そういった意味で今

の高規格道路、島原半島のができあがることについては我々としても架橋はなかなか難

しいようでございますが、その辺のところはやはり１日でも早く完成するような努力は

してまいりたいと思っております。 

○議長（山本政人君） はい、松本君。 

○１番（松本良人君） よろしくお願いします。 

第２点目のですね、富岡の曲がり崎の関係でございますけれども、この曲がり崎はで

すね、九州大学の実験所を苓北町に誘致するときに差し上げたというようなことで聞い

ております。そういうことでございますけれども、近年の自然災害、特にですね、地

震、津波等による被害は計り知れないものがございます。苓北町においては、その対策

に巨大な予算が充てられて、仮設住宅等の建設敷地等もかなりの進捗で進んでおります

けれども、実は有明海と雲仙の近くには活断層があるとも聞いておりますが、その活断

層に異変が起こりますと、大きくはないかもしれませんけれども津波の発生はあるんじ

ゃなかろうかと推測されます。曲がり崎の対策はですね、苓北町の北側の海岸においで

になる苓北町で唯一の堤防のない地域、１丁目、２丁目、汐入の地区の方々のところに

は堤防がなかっですよ。これはたぶん曲がり崎があるからであるということではござい

ますが、もしも、活断層が活発化なってきて動いた場合は打ち寄せてくる可能性もござ

います。ただ、そこにですね、大きな例えばあこうの木とか松の木が高いのがあったな

らば、いくらか弱まるんじゃなかろうか。天然の防波堤としてもですね、大いに使われ

るんじゃなかろうか。それから九大のほうにコンタクトとってやっぱ頑張りますと町長

のご発言でございます。ありがとうございます。ぜひ、そうしていただきたいと思いま

すけれども、平成１０年にですね、実は熊本県の事業で潮害防備保安林として、樫の木

や雑木が植林されているような形跡がございます。九州大学の先生方もですね、昔はな

かなか堅い方がおいでになったと聞いておりますが、県営事業でもですね、植林がなさ

れているようでございますので、現状をご理解いただいて、ぜひ九大のほうにも協力

を、申し入れをお願いをしていただきたい。これはもうお願いで結構でございます。 

それから、３番目の警戒区域の固定資産税の減税あるいは減額でございますけれど

も、早急に取り込むということでございますが、町民の方々がリスクを伴う問題でござ

います。およそ何年ぐらいから実働に入れるか教えていただきたいと思います。 
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○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 今年度にはですね、今回も補正で入れていますので、調査等

の。だから早速とりかかりまして、なるだけ早く結論を出していきたいと考えておりま

す。 

○議長（山本政人君） はい、松本君。 

○１番（松本良人君） これは、こういった今、補正予算に入っとるということでござ

います。ぜひですね、早急に対応していただくということでよろしくお願いいたしたい

と思います。 

 実は、この法律はですね、崖崩れや土石流、あるいは地すべり等の土砂災害から国民

の生命財産を守るために普通は国は金をかけてですね、護岸とか擁壁とか流路工なんか

をつくらないかんというような命を守る義務があるわけですね、生命、財産を守らなけ

ればならない。それを国に金がないから、当然、災害が発生する恐れのある土地をとり

あえずそういった規制をかけて早く逃げてください、早くここにはつくられませんの

で、頑固なものをつくってくださいというような、やっぱり、もうそうするしか、全国

的にそれをやるのは難しいので、こういった形に取り組んだと思われますけれども、こ

の区域指定によって、この範囲に入った不動産につきましては、今、町長が早期にやる

ということでございますので、固定資産税の減額になります。これは苓北町の財源でも

あります固定資産税が減少しますと、現在、苓北町には相当なやっぱり金が要ります。

固定資産税が一番、安定した財源じゃなかろうかなと思っております。先ほど、訂正を

させていただきましたが、今、高速船にも２,６００万円前後。今後、富岡城の維持

費、大手門あたりも建設云々というて、この後の一般質問の中にも取り入れてあります

けれども、いっぱい要ります。それからサッカー場の維持費の問題、いっぱいあるわけ

ですが、この減収になった分、私は当然、国が負担すべきじゃないかと考えますけれど

も、企画課長にお尋ねしますけれども、減額になった分、交付税措置等はあるんでしょ

うか、ないのでしょうか。 

○議長（山本政人君） はい、企画課長。わかります。いいですか。 

○企画政策課長（荒木広之君） はい。租税のですね、特別な住宅取得控除とか国の政

策で減額した分は、国からいただくような制度があります。それも、この減額分がです

ね、それに該当するのか、今の時点ではちょっと調べてみないとわかりません。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 当然、一般的な歳入が減りますと、今度は交付税が増えてくる

と。それには該当するかと思います。ただし、それは４分の３に対して増えるだけです

から、全額とはいかないと思います。とにかく調査に基づいて適正なる検討結果が出ま

して、どの程度の減収になるか。その中で、国との対応も考えていきたいと思っており
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ます。 

○議長（山本政人君） はい、松本君。 

○１番（松本良人君） 確かに税収が減りますと、交付税措置はそれに見合う分の、た

だ、先ほど、町長おっしゃいました４分の３だったと思いますけれども、その分だと思

いますけれども、まだまだやっぱり実は１００パーセント以上いただきたいのが、我々

のやっぱり町民が一致するところでございます。この件につきましてはですね、山間部

に位置する小さな町村とか、山間をいっぱい持つ市あたりが影響があるんじゃなかろう

かと思います。県とかあるいは国の町村会、あるいは市町村会に要望していただくよう

な手はずをしていただいて、やっぱりもうこういったことで減額なるんだ、やろうとい

うようなことをお考えであるか、なかか、ちょっとお尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） はい、町長。 

○町長（田嶋章二君） 先ほど、お答えしたように、具体的な資料が揃った中でどうい

うふうにするか考えていきたいと思います。又、当然、法律をつくったからには、法律

に見合う財政措置がついてくるのが当然のことなんですね。でも、これにはついてない

んです。だから、その辺のところはやはり国あるいは県を通して、国との対話っていう

のが必要じゃないかなと思っております。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） ぜひともですね、そういった団体等を活用していただいて、国

あたりに強く要望していただきたい、そう思っております。 

それから、関連がありますのでお尋ねをします。わかっていたら教えていただければ

なと思います。これは防災関係でございますけれども、今回、台風接近に伴いましてで

すね、この避難所が設けられました。もちろん、こういった土砂災害警戒区域は省いて

あると思いますけれども、今回、台風あたりで、あるいは今まで台風あたりでですね、

この法律が制定されてから、避難所あたりにここに来てくださいよ、大丈夫ですよとい

うようなことが、あった場所が危険な場所ではないのかどうか。 

それから、もう１つ、町が避難所として、今、造成工事をしたり、現在、完成してお

りますけれども、ここら辺の区域、これはレッドゾーン、イエローゾーンに入っておる

のか、いないのか。これは重要な問題だと思いますので、できたら答えていただきたい

と思います。防災のほうですので、よろしくお願いします。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 現在、町が指定しております指定緊急避難場所、又、指定

避難所につきましても、今回の土砂災害警戒区域等の指定におきまして、一部イエロー

ゾーンに入っている部分もございます。そういったところも現在、町の防災計画の見直

しを図るべきですので、その作業を行っているところでございます。 
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○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 平成２５年度に上津深江、それから２６年度に志岐の

拠点避難地という形で２ヶ所の大きな避難地が整備をされておりますが、ここにつきま

しては今回の土砂災害の調査というのは、住宅がある地域を調査の対象といたしており

ます。そういう中で、上津深江の避難地につきましては調査対象からは外れております

が、上が平らな状況でございますので、この区域がレッドゾーン等にあたるかどうかに

ついてはですね、該当しないんではないかなというふうに思います。ただし、５年ごと

に調査を実施いたしまして見直しをするというようなことになっているところでござい

ます。それから、武道館等があります志岐のコミセンのところの苓北町の拠点避難地で

ございますが、ここにつきましても、北西側と言いますか、遊具を整備しております公

園の下ですね、その下に西原の以前の住宅がございますけども、その区域のみ、下側の

みが一部レッドゾーンの指定を受けておりまして、拠点避難地自体はレッドゾーンの区

域にはならないというようなことで、今のところ理解をいたしております。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 今、避難地域の件については、よくわかりました。避難所の箇

所の件があまり今の説明では私わかりませんでしたので、もうちょっとですね、かいつ

まんではっきりわかるような感じで教えていただきたい、そう思います。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 指定緊急避難場所、それから指定避難所につきましては、

それぞれの災害の種別ごとにですね、避難所を定めております。例えば、津波、地震、

洪水とかですね、そういったことで種別ごとに定めておりますが、今回の土砂災害警戒

区域の指定に伴いまして、その中で一部地域にですね、イエローゾーンに入ってる部分

がございますので、そういった部分は当然、例えば土砂災害が起こった場合には、そこ

を指定避難所に指定するわけにはまいりませんので、現在それを定めております町の防

災計画の修正、見直しの作業を行っているところでございます。 

○議長（山本政人君） はい、松本君。 

○１番（松本良人君） 一部イエローゾーンのところも避難所になったということです

ね。そこら辺は箇所を挙げてですね、できたら私たちにも教えていただいてもいいんじ

ゃなかろうかと。例えば、都呂々はこうでいいですよとか。あるいは志岐はいいですよ

とか。そうせんとなんか全然わかりません。そこは守秘義務なんかないんでしょ。 

 それから、イエローゾーンとかレッドゾーンが河川のところを通っているところは当

然、河川の中に土砂が入りますとですね、そこがせき止められて沈むというような場所

あたりは、とくに都呂々あたりはですね、たぶんなかと思いますが、中学校あたりにし
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た場合ですね、その下がなんもなかですけん。例えば、坂瀬川なんかちゅうのは、ちょ

っと上のほうがですね、小路橋のちょっと上のほうに土砂災害が流れてきた場合は、河

川が氾濫して学校の今中学校あたりのところに入ってきて、そこが水浸しになって危な

いというようになって、レッドゾーンとかはですね、イエローゾーンに入っていなくて

も避難所には不向きじゃなかろうかなというのがあると思われますけれども、そこら辺

の検討は考えておられますか。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 先ほど申しました今回イエローゾーンに含まれる部分があ

るという避難所等の見直しを行っております。場所がですね、数ヶ所ございますので、

この点につきましては、今回の議会、決算の審査等の日程も組まれておりますので、そ

の中で資料を出してですね、説明をいたしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） これは人命にかかわる重要なことです。避難しておる方々に、

もしも、そういったことに危険が及ぼした場合、町がここに来ていいよと。ここで避難

してくださいというようなことがあって、お寄りいただいた所がですね、なんか水が入

ってきたり、あるいは土砂崩れにあったり、大変な問題ですよ。これは本来ならば、レ

ッドゾーンとかイエローゾーンなんか指定される前にも、本来ならば十分検討した上で

対策をしなければならない問題じゃなかろうかなと思います。今、こういったことがあ

るから、又検討するという問題じゃないと思いますが、町長さん、そこら辺どうお考え

ですかね。 

○議長（山本政人君） はい、町長。 

○町長（田嶋章二君） 我々は最適なところをしたつもりなんですが、県の調査によっ

てそういう地域に一部入っておったということであれば、そこで改めるべきだと思って

おります。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 今後ですね、そういった災害時は安心して避難所に行けると

か、安心して町とか行政に命ば預けられるというふうな体制をやっぱりとっていただき

たい。そして、我々が少なくとも安心して住める町だというのを自負できるよう町にし

ていただきたい。 

 以上でございます。 

○議長（山本政人君） はい、これで松本良人君の一般質問を終わります。 

次に、通告３番、野﨑幸洋君。 

○７番（野﨑幸洋君） 通告３番、７番議員、野﨑です。 

通告しておりました富岡志岐都市再生計画の大手門公園整備についてお尋ねをいたし
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ます。平成１７年度から平成３２年度までの計画で富岡志岐地区都市再生整備計画事業

が行われておりますが、その事業の中で現在も富岡２丁目に大手門公園整備、東西石

垣、堀切、築地塀の工事が行われております。これまでこの大手門公園整備には、都市

再生計画第１期目の平成２０年から第２期の平成２８年まで、事業費１億６,９３８万

７,０００円が投入され、今後も第３期都市再生整備計画に２億１,１５０万円の予算が

予定されており、大手門公園の整備に総事業費３億８,０８８万７,０００円が投入され

る計画となっております。 

今年３月定例会においてお尋ねした際は、今後の整備計画として東側石垣を町道富岡

中央線中央付近まで伸ばし、東西の築地塀工事や大手門を設置するために町道をクラン

ク式に改良し、この付近にある地蔵堂を別の場所に移設する計画となっておりました。

しかし、現在の計画どおり町道が改良されれば、車の運転者や歩行者にとって道路幅が

狭く視界も悪くなるため大型車の通行や離合の際、非常に危険であり、又、ここは富岡

小学校の通学路にもなっているため、朝夕の登下校時の交通事故等が更に心配される。

このように町民にとって危険で使い勝手の悪くなるような町道改修であってはならない

と考え、今後、大手門公園整備事業計画の見直しをされるお考えはないのか。又、今回

の計画内容が地域住民に対し、十分な説明と理解が得られているのかということで、一

般質問にてお尋ねをさせていただきました。そのときの町長答弁では、現在、東側石垣

整備について、天草警察署交通規制課との交通協議、天草広域消防本部苓北分署との緊

急車両の通行に関する協議、産交バスとのバス路線に関する協議を行っており、今後、

天草警察署のご指導、ご判断により、その範囲内で事業計画を遂行したいと考えてい

る。又、住民の皆さまへの説明については、既に２丁目区、３丁目区、及び富岡小学校

の保護者の皆さまへは、関係機関と協議の上、事業を実施する旨の説明を終えている。

以後、順次、富岡、各地区の総会等で説明を行っていくことにしているとの答弁であり

ました。前回の一般質問から半年になりますが、その後の関係機関との協議の結果はど

うであったのか。地域住民からの声はどうであったのか、お尋ねをいたします。 

又、前回、大手門の設置費用はいくらなのかお尋ねをした際、熊本城の門を参考にし

ているため、現在のところ７,８７０万円の事業費を見込んでいる。しかし、今後は事

業費の見直しも視野に入れて検討していくとの答弁でありました。その後、大手門のか

かる事業費の見直しをされたのか。そして、又、この富岡志岐都市再生計画において、

総事業費が１６億４４９万９,０００円と膨大な予算を投入することになりますが、苓

北町への費用対効果をどのようにお考えなのか、お尋ねをいたします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の野﨑議員のご質問にお答えをいたします。 
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富岡大手門を中心に、都市再生整備事業の件でのご質問でありました。 

まず、この事業にとりかかった経緯をご説明をいたします。志岐城から富岡城までの

歴史遺産、これの復元、あるいは啓蒙によって、我が町の歴史、これは天草の歴史でも

ございますので、これを皆さん方によく理解をしていただいて、その中で又、町外の

方々にもぜひこの地域を訪れて宿泊をして観光をしようという、そういうことを目途に

都市再生整備事業を計画いたしているところでございます。 

富岡城から大手門、富岡城は先ほどから話に出ておりますように、近世のお城の中で

珍しく実戦を経験した城でございます。その中で戦いの反省によって、水を得るため、

内堀をつくるために入り江をせき止めて百間土手をつくったわけです。この百間土手は

つい２０年前まで、富岡の方たちは飲用水として、生活用水として使っておられており

ます。又、乱のときに天草の本渡側からずっと責められたという反省の中で、富岡の砂

洲の一番狭いところ、東シナ海と有明海に抜け出るところを掘り切って、ここからしか

城内に入ることができなくしたと、いわゆる防御を固くしたということでございまし

て、その次の目玉が大手門でございます。大手門は幸いにもですね、西側石垣は相当傷

んではおりますが、ほとんど残っております。残念なのは西海岸の整備のときに、相当

な石垣が出たそうなんですが、その石を全部片付けてしまっておられるようでございま

す。これはもう大分前のことでございまして、たぶん国道整備から漁港の整備にいたる

とき、間であると思います。そして、又、東側の石垣については、我々の子ども時代、

今から６０年ぐらい前までは、こんもりとなって、その後、富岡の農協が建てられまし

た。まだ、石垣が残っておりました。そういう意味でですね、今でも道の上に梁石をし

ております。石垣の根石がある上にですね、立派な根石が今でも残っております。そこ

をしっかりとした復元をしていこうということで、これは貴重な歴史文化遺産でござい

ます。 

しかし、野﨑議員が今、指摘されたようにですね、交通の問題、そして諸々の財政の

問題等は当然大きな課題になってくると考えられますので、これを再生した場合にどう

いうことになるのかということを含めて、今の課題は交通の問題、そして財政の問題と

なってくるわけでございます。そういうものをまず警察に相談をいたしました。大手門

広場整備事業における関係機関との協議結果でございますが、産交バスとの協議では実

際に現地でバスを走行させて検証してもらいましたが、クランク状の道路ではバスの通

行は非常に難しいということでございました。バス路線を変更する必要があると産交は

申されておられます。天草警察署との協議では、クランク状の道路ではカーブミラー

等、安全施設の設置と検討課題が多々あるとの指摘がございました。又、天草広域消防

署苓北分署との協議では、緊急車両については道路規制によって走行するとのことで、

消防署としては町道等に対して規制をお願いすることはないということでございまし
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た。 

又、富岡地区における説明会での住民の意見等については、「大型車の通行ができる

のか。」という質問、「クランク状の道路を車で通行するのは安全性が心配である。」

と、「通学路の確保はできるのか。」ということの意見がございました。 

以上、関係機関との協議結果等を踏まえまして、計画の見直しを行っております。詳

細につきましては、８月２９日に開催されました議員全体会でご説明を申し上げまし

た。 

次に、大手門整備の事業費についてでございますが、当初計画の事業費は、富岡城の

大手門としては多額である、７,８００万円が。ということは、今、大まかな計画を立

てておられる方々に疑問を呈しております。丈夫でなければいけませんが、当時のこと

を復元するためにも、富岡城の規模にあった大手門の造成費にしてほしいということで

提案をしておりますが、まだ今すぐ大手門をつくるというわけではございませんので、

一応問題提起をした中で今後どういうふうになるか。あるいはそういう方々がお城をつ

くるのに固執をされるのであればですね、熊本城並み。あるいはもうこの辺の一般の設

計者の方にコンペティションみたいな形で提案してもらってもいいのではないかと考え

ているところであります。いずれにしろ、富岡城の大手門として規模に見合ったふさわ

しい内容であるということを前提にしながら、予算的にはもう少し低くできるのではな

いかという考えの中でそういう提案をしているところでございます。 

最後に、本事業の効果につきましては、当初、計画申請時に目標を定量化する指数を

定めており、第１期計画では宿泊交流人口が計画当時１６３人でございましたが、それ

から３８２人へ。町づくりイベント等、交流人口が６,０００人から１万３００人とそ

れぞれ増加しております。又、第２期計画におきましても、ボランティアガイド利用者

数が６１２人から１,６２３人と増加をしております。現在の第３期計画におきまして

も、富岡城から始まる歴史街道である富岡往還沿線にある文化財や歴史的観光交流施設

等の一体的な整備を行うことに加え、情報発信を行う事業も含めておりますので、内外

に積極的にＰＲすることで、交流人口、観光客の増加が実現できる計画としておりま

す。更に、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連資産が世界遺産に登録されれば、平成

３０年度の天草市の観光込み客見込数が１５万人と、今までよりプラスですね、と見ら

れておりますので、そのおよそ１割の１万５,０００人は苓北町にも訪れていただける

ように、その努力もしていきたい。その中の何割かは宿泊もしていただけるような仕掛

けができると考えております。あとで警察の幹部の方々とも、ざっくばらんな懇談をし

た折にはですね、この大手門整備というのは、歴史的に本当に他に見られない貴重な施

設であるので、あまり交通安全施設等を置くのはどうなるもんだかという心配をしてお

られました。しかし、交通安全施設を置かないとなかなか警察としては首を縦に振れな
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いと。ずばり申し上げられたのはあの１点だけですね、公園にしたらどうか。人と一輪

車ぐらいまでしか通れないようにしたらどうかと。そしてあと迂回路はあるんで、そこ

を上手に活用したらどうなのかという、これは指導ではありません。せっかくの歴史資

産にですね、交通安全施設を何ヶ所もつくるということ自体に心配をしておられまし

た。そういう意見もあったということでございます。 

又、今後の効果を見定めるときにですね、やはり崎津の潜伏キリシタンの模様と併せ

まして、天草のキリシタンの伝来の地はこの志岐でございます。今、志岐城の大手口に

ですね、日本のキリスト教布教の立役者であったザビエルの後のトルレスさん、この方

のご努力により、日本のキリスト教が広まりました。今、トルレス公園を整備し、今年

は具体的な今、設計を出しているところでございます。併せまして、何よりも大事なの

は富岡キリシタン供養碑でございます。キリシタン供養碑にですね、やはりこれは天草

で初めての国の重要文化財との指定をいただいております。ぜひですね、キリスト教の

方々が戦いによって、幕府の抑圧によって、あそこにお眠りになられておられるという

ことも踏まえて、見学をしていただけるような仕掛けもしていきたいと。そのために

今、Ｖｉｓｉｔあまくさで専門の観光旅行業者も入れまして、諸々のですね、観光客増

についてのご意見も賜っているところでございます。 

そういうことで、まだまだ完成をしておりませんが、そういう仕掛けを１つ１つ積み

重ねてつくることによって、町民の又、歴史に対する学習、あるいは町外の方々からの

観光に行ってみたいという思いをですね、募るような施設にしていければと考えている

ところでございます。 

以上、野﨑議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） はい、野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 第３期のですね、都市再生計画事業の計画については、先ほ

ど、町長も申されましたけれども、８月２９日に全体会が開かれまして、そのときに町

長及び執行部から事業内容の説明をしていただきました。そして又、先ほども町長から

も答弁をいただきましたけども、十分、富岡城周辺の歴史の大切さというのは理解でき

るわけですけども、そういった中でですね、説明をしていただきました関係機関との協

議、内容を先ほど言われましたけども、まず、産交バスはバスの通行が難しいので路線

の変更が必要である。そして又、天草広域消防署においては、特に町道等に対して規制

をお願いすることはない。そして又、天草警察署のほうからは、安全設備等、検討課題

が多々あるとの指摘があったという答弁をなさいました。そして又、８月２９日の全体

会の折にですね、執行部からの説明では、警察のほうからは住民の合意がないと協議に

は応じられないとのことがあったというのをお聞きしました。 

そこでお伺いをいたしますけども、富岡地区住民への説明は行ったとこのことであり
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ますけども、先ほど、町の考え方とですね、近隣住民、又、町民の皆さまのこの事業に

対する受け取り方が非常に差があるように感じるわけですね。富岡の方に話を聞きます

と、あまり事業内容を知らない方が多いように見受けられるわけです。そういった中

で、各地区への説明会を行ったということですけども、その説明会の内容はどのような

説明の仕方であったのか。そして又、１丁目から各地区の説明会に出席者は何名来られ

ていたのか。その辺をちょっとお尋ねいたします。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 只今の質問でございますが、説明内容といたしましては、

クランク状の図面と写真をお配りしまして、皆さまにこのように計画しとるということ

で、当初の３月から４月にかけての説明では、東側石垣が中央まで出ると。西側の石垣

を整備する。その間を通っていくと。ただし、警察との協議がございますので、その協

議が整わないと事業はできませんという説明をいたしました。集まっていただきました

住民の皆さま、富岡小学校でのＰＴＡの説明も含めまして、およそ２００名程度でござ

います。 

以上でございます。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） この前、説明を受けた中でですね、地元住民の声っていうの

が、先ほど、町長も言われましたけども、大型車の通行はできるのかとか、クランク状

の道路を車で通行するのは安全性が心配であるとか、通学路の確保は大丈夫なのかって

いう、こういうふうに安全性をすごく心配する声が上がっているようですけども、人数

的にも２００名っていうのが、全体の富岡地区の住民の方の総数は私も今、把握してお

りませんけども、２００名で十分な説明ができてるのかっていうのをちょっと疑問に思

うわけですけども、そういった私たちのですね、この前、説明会の折に図面を見せてい

ただいたわけですけども、前回の計画から、関係機関との協議、特に警察から安全設備

設置等の検討課題が多々あるという指摘を受けた中で、計画を見直されて図面を提示さ

れたわけですけども、大手門についてはですね、歩行者専用として、車両については大

手門前から東海岸へ迂回させる計画だとの説明でありました。しかし、今回の計画では

ですね、もしもの場合、消防署のほうは問題ないという話があったということですけど

も、例えばもしもの場合、救急車、消防車等の緊急車両はですね、１丁目側からしか進

入ができないわけですね。そして、又、進入しても袋小路となるため、Ｕターンして出

なければなりません。そして、緊急車両のみだけじゃなく、日常生活を普段送っておら

れる近隣住民にとってもですね、非常に使い勝手が悪くなることも目に見えてるわけで

すね。この計画変更の内容についての説明を地域住民の方へ十分行われたのか。今回の

図面を提示された中でされたのか。その辺をお尋ねいたします。 
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○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） この前、８月２９日の全体会でもご説明申し上げました

が、一応、この計画ができましてからですね、まだ日が経ってませんので、まだ住民説

明会を行っておりません。その前にですね、まず、バスですね、バス路線が迂回できる

のかというのが大前提でございますので、そこは産交バスと今協議中でございまして、

そこがはっきりしまして、ちゃんと迂回路が通れるかどうか。そこら辺のですね、ここ

が又、バス停が変わるので重大なことだと思いますので、その協議が整った後に、説明

会を再度行う予定でおります。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 再度の説明会を行われるということで、２９日にも説明あった

わけですけども、説明会はいつまでに、そして、又、富岡地区だけでいいのか。これは

町道でありますので、町民皆さまに特に坂瀬川、都呂々地区の方もですね、この問題に

関してよく質問されるわけですね。どうなっとんのかと、どの程度のものばつくってい

くのかっていう、事業内容全く知られないわけですね。ですから、これ町道ですので、

富岡地区住民の方だけの説明会では私は不十分だと思うんです。ですから、町民の方へ

のこういった図面、計画なりをある程度は説明する必要があるかと思うんですけども、

その説明会、富岡住民に関してはいつまでに説明をされるのか。そして、又、苓北町全

体へのそういった周知をされるおつもりなのか、お尋ねいたします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 野﨑議員は反対をする人のことばっかり言ってますけど、やは

り事業をするのには、賛成をする人もいれば、反対をする人もいれば、わからないとい

う人もいるわけでございますので、そこはですね、又、説明会を開きますし、今の道路

はまだあけてるわけですから、ですから、そこのところの中でどうするか、いつ説明会

をするかとやっていきたいと思っております。又、そのときに参加したいということが

あれば、都呂々、坂瀬川、志岐の方も来られてもいいんじゃないですか。ただですね、

用心しとかなければいけないのが、１つの事業をやるのに、みんなこれが例になります

よ。町道をなんかやるときには。みんな町中せろっていう。だからそこは慎重にやりた

いと思いますし、当然、町民に対する周知はですね、しっかりとしていきたいと。やは

り今教育課長が申しましたように、今のところ我々の考えてるのはバスの２丁目の停留

所を何十メートルか移動するというところで、今考えてるわけでございます。あとは移

動する必要ありません。だから、そこのところを理解していただけるかどうかというこ

とと、産交バスがその迂回路で大丈夫なのか。このことをまずしっかりと了解をとった

上でですね、今後の説明会っていうのは開きたいと思っております。 
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○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 反対をしているような意見って言いますか、これはですね、私

が先ほど言いましたけども、大手門公園の整備に総事業費が３億８,０００万円かかっ

とるわけですね、この大手門だけで。ですから、先ほども言いましたけども、町民の皆

さまがこの事業と事業費に値する理解度が私は少ないと思ってるんです。だから、説明

を十分町民の皆さまにするべきじゃないんですかって言ってるんです。その中で住民に

不自由、不便をかけさせるような町道改修であってはならないと思います。その部分で

私、反対してるわけじゃないんです。計画を見直すときは見直さんばいかんとじゃなか

でしょうかという言い方なんです。先ほど、警察の中でも住民の合意がなければ最終的

な協議には応じられないというのを２９日の説明会で私は聞きました。ですから、合意

受けるまでちゃんと説明をすべきじゃないですか。そして、合意を得られたっていうの

をどこで判断するかっていうのは、私は２９日もお尋ねしましたけど、そのとき執行部

のお話では住民の過半数を得たときに初めて理解を得たと執行部は判断しますという答

弁でした。ですから、何名程度、説明会にお見えになって理解を得たんですかっていう

質問をしたんです。説明もですね、まだ最初の段階の説明しか住民にはされてないんで

すよ。最終段階って言いますか、警察その他関係機関の指導を得た中で、こういう図面

じゃないと許可がおりません、町道改修できませんっていう最終判断をするまではです

ね、私は工事自体も着工したらいけないと思うんですよ。なぜかって言うと、手戻りす

るわけですよね。ここまでじゃないとできませんよっていうのが出た場合に。だから住

民への説明は十分してくださいっていうのをお願いしてるわけです。そこについて、ど

うでしょうか。いつまでっていうのは。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） だから私も町民に対しましては周知をしっかりしていくと。そ

して先ほども言いましたように、皆さん方の合意が取れるまでは今の道路は通れるよう

な工事計画をしてるんですよ。合意が取れるように努力をいたします。そうしないと今

までつくったやつがみんなパーになりますから。ただし、道路は今の道路がしばらく通

られて、そしてあとバス路線がですね、ＯＫとれて、そして町民の大半の方もこれに対

して理解が進んだという判断があればですね、全てつくらせていただきたいという考え

方でおりますので、よく説明もですね、まずは、今、教育課長が説明しましたようにバ

ス路線がどうなるか、そのことの中で又、町民に対して説明をしなきゃいけませんの

で、その中で説明をして、ご理解を深めていきたいと考えているところでございます。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） とにかく十分な説明、そして説明会の説明する内容、その辺も

十分検討されてですね、先ほど言いましたけども、富岡住民だけが苓北町の住民ではご
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ざいません。苓北全体の説明会、説明会と言いますか、会を開かなくてもある程度の周

知をできるような工事の内容の説明なりを私はすべきだと思ってますので、その辺は徹

底してお願いしたいと思います。 

そして又、先ほどですね、大手門の設置する費用のことをお尋ねいたしました。前回

が７,８７０万円の事業費を見込んでいるということで、２９日の説明会、町長のお話

では、何十万石のお城を参考にした設計図を描いてきているので、四万石の富岡城にふ

さわしい、そして又、丈夫なものをと今考えているところということで話があっており

ました。しかし、先ほども言いますように、できてきた設計図には立派な門が掲げられ

てしてあるわけですね。だからその辺、先ほど、町長もまだ道路は通れるわけだからっ

ておっしゃいますけども、今回の２８年度行う事業ではですね、道路の約半分ぐらいま

では石垣がくるわけですよ。半分まではと言いませんけども、３分の１ぐらいまでは石

垣の今回の工事の予定に入ってるわけですね。そこまでしてから、やっぱりここ道路は

通れないのでこのままにしますとか。だから、この工事をされる前に警察、住民のそう

いった説明会と理解を得られるべきじゃないかと思うんですけども、大手門の予算です

けども、それはいつ頃見直しを計画される予定なのか。お尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） まだ、この前のあれも概算で詳細設計ではございません。そう

いうことで、今後は具体的に予算がついた折に、新たな詳細設計をしないといくらにな

るかわかりません。ただ、私の目論見では熊本城並みの大手門よりも大分小さくなるの

ではないかと、そう考えているところでもございます。詳細設計は予算がついてからじ

ゃないとしません。これはどの事業も一緒です。大体いくらぐらいかかるかなってい

う、そういうあれは専門家がはじき出してくれます。そういった意味でですね、まだこ

れからじゃないかなと考えております。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 何回も言いますけども、住民説明会の前に当然、予算も私はつ

けるべきじゃないと思うんですよ。十分、説明会を開いて、最終的にこの図面ぐらいだ

ったらいけるだろうという、そこまできたときに最終的と言いますか、ある程度の予算

を組んで、そして詳細設計を出すべきだと私は思うんですね。だから、何回も言います

ように地域住民の説明会をいち早く、そして理解を得られるようにしていただきたいと

思います。 

そして、それと費用対効果の件ですけども、これ先ほど、現在、宿泊者を１６３名、

先では３８２名を見込んでいる。そして又、交流人口は６,０００人を１万３００名で

間違いないですかね、これを見込んでいるということですけども。ですから、要するに

総事業費がですね、富岡志岐地区都市再生計画では１６億円組んであるわけですね。当
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然、必要な事業もあります。ありますけども、これだけかけた中で苓北町にどれだけの

交流人口、観光客、誘致って言いますか、来ていただけるのかというのが、まだまだ私

は説明が不十分って言いますか、内容が見えてこないんですよね。これをこういうふう

にやるから、苓北町にはどんどん観光客が来て、こういうお城でも、そして又、歴史文

化を周知していただけるんだというのが、まだ町民に対する説明もですけども、私たち

議会、私は理解はまだまだできないなと感じているところです。 

もう、あと最後になりますけども、前回のですね、一般質問の際も言いましたけど

も、この大手門に関してはですけども、町民の大事な生活道路であります。苓北町の歴

史も大事であることはもう十分理解できますけども、なぜこのように車を迂回させ、歩

行者しか通行できない町民の不便さを強いられるような門が必要なんでしょうか。ここ

までこの整備に１億６,９３８万円をかけて石垣をついでこられました。ですから、全

部を私は撤去したほうがいいとはもう言いません。しかし、このまま石垣を道路幅まで

十分完成させてですね、門はつくらずに史実に基づいた案内看板を設置するだけでも、

十分に町民や観光客にも理解していただけるのではないかと私は考えております。どう

ぞ今一度、計画の見直しをしていただき、町民への説明と理解が得られた中で本計画を

実行していただきますようお願いして、私の一般質問を終わります。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 通常ですね、富岡の多くの方たちは東海岸か西海岸を通られま

す。中央にある家をお尋ねなさるときに、あれを行かれるわけで、迂回路と言ってもそ

んな大きな迂回路じゃないんですね。例えば私の家に行くのに、あそこを曲がってすぐ

入れるわけですから。その奥もですね、１丁目と２丁目の境までがちょっと不便をきた

されると思います。その辺のところはほんのちょっとした迂回ですから、そこもよく説

明して理解をいただきたいと思っております。そういう意味でですね、あと費用対効

果。私が今申し上げたことについてはまだ、フェリーがもし実現したならもっと客は増

えてくるということを考えますときに、そうなったら逆に宿泊者がですね、あぶれると

いうことになるんですよ。宿泊者が今度はここは宿泊施設がないから、じゃあよそに泊

まろうと。そうならないような形でですね、宿泊施設が増える。増えることによって、

雇用も増える。そういうことの狙いも含めて、やはりそれなりに来ていただく仕掛けが

ないと、ただそのまま口之津から帰ってしまおうかというふうに、あるいはあとは鹿児

島に抜けてしまおうかというふうになられますので、やはりそこはそれなりの我が町に

しかない歴史特有の仕掛けを当然やるべき。又、当然、今、野﨑議員がおっしゃったよ

うな形で、町民の理解、これはもう当然進めるべきだと考えております。ただ、警察の

方が歴史資産でこれは貴重なものだという理解の中でですね、そこに安全施設をあっち

こっちにつけるのはどんなもんだろうかなというクエスチョンマークを出されておりま
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す。やっぱりそこも念頭に置きながらですね、今後、町民の理解をいただくような努力

をしてまいりたいと考えます。 

○議長（山本政人君） これで、野﨑幸洋君の一般質問を終わります。 

ここで、昼食のため１時まで休憩をいたします。 

なお、傍聴者の皆さま、傍聴いただきましてありがとうございます。午後からも一般

質問ございますので、どうぞよろしく傍聴いただきますようにお願いをいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） 休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

一般質問を続けます。 

通告４番、浜口雅英君。 

○８番（浜口雅英君） 質問者、通告４番、８番議員、浜口雅英。質問の相手、町長。

質問方式、一問一答。 

質問事項１、防災対策。 

質問要旨（１）津波一次避難所設備の整備。 

紺屋町、明神山、富岡中央に津波一次避難所が建設されております。本年４月の熊本

地震の折には、町の津波避難の告知がなされ、複数の住民が避難されました。これまで

議会の中で、一次避難所にトイレ、日よけ、雨風よけの設置を提案してきましたが、町

は建設済みのこれらの一次避難所は短時間の避難を想定しているので、トイレは簡易器

具で対応する。日よけや雨風よけの設置は考えていないとのことでした。一次避難所の

使用が実践されましたが、今でもその考えに変わりはないのかお尋ねをします。 

質問要旨（２）防災ゾーン広域避難地の整備計画。 

上津深江地区にヘリポート等の機能を持たせた防災ゾーン広域避難地が造成されまし

た。そして、これへの取り付け道路の舗装工事の提案がありました。私は、町有地と民

地との境界決定の経緯が不明確であること、購入した造成工事残地の活用も含めた広域

避難所の利用にかかる全体計画、及び維持管理費等を示すべきと問題提起しましたが、

このことについてどのように対応されたのか、お尋ねします。 

質問事項２、交通インフラの整備。 

質問要旨（１）高規格道路の早期完成。 

熊本市内から我が苓北町までの距離は約１００ｋｍ。地形的には熊本市内から大矢野

島、永浦島、前島、天草上島、そして下島があり、５つの大きな橋、いわゆる天草五橋

とその他の橋によって繋がれています。この区間の所要時間は２時間３０分から３時間
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を要し、文字通り天草地域、苓北住民の生命線です。このような中で当時の細川知事に

より、熊本市内と県内地方都市間における９０分構想が策定され、国、県の各種関連事

業との組み合わせ等により、天草を除く県内各自治体への９０分構想はほぼ達成されて

います。天草への道路は地域高規格道路、熊本天草幹線道路として位置付けられまし

た。県が示した当時の早期整備に向けた事業手法から抜粋すれば、はじめにとして

（１）国道２６６号天草五橋ルートは天草地域と九州本土を結ぶ唯一の陸路であり、命

綱道路。（２）昭和４１年に架けられた天草五橋は老朽化等、大規模は補修、補強が必

要。（３）天草地域の生活、観光、産業等のハンディを克服するには地域高規格道路

「熊本天草幹線道路」の早期整備が不可欠とされています。又、事業化が遅れるデメリ

ットとして、（１）生かしきれない地域振興のチャンス、（２）観光や養殖業等、地域

の活力が喪失、（３）人口減少に歯止めが利かない等が挙げられています。 

このように具体的な早期整備に向けた事業手法が示されているにもかかわらず、国、

県により、順次、その作業が進められているとはいえ、全体構想から見た場合、この事

業は遅々として進んでいません。事業の予算も２７年度補正で２０億円、２８年度予算

では３９億円が計上されたということですが、この額は総事業費の何パーセントなんで

しょうか。現在、国が進めている地方創生政策との絡みもありますが、当然のことなが

らその自治体独自の施策を、その自治体が提案することも重要ですが、国にはまず地方

が、その自治体が生き上がれる、あるいは地域振興に取り組める基礎的な国土の基盤整

備を行うことが求められると考えます。 

町政年報によれば、苓北町の人口は毎年減少を続け、平成１８年から平成２７年まで

の１０年間の状況は８,７６２人から７,７３３人と１,０２９人が減少しています。定

住人口のみならず、苓北町への観光客も宿泊、日帰りの合計は、１７年から２６年まで

の１０年間では１８万４,２９４人から１６万５,４４０人へ、１万８,８５４人と１年

平均では１,８００人ほど減少しています。 

このようにこの高規格道路の完成なくしては人口減少が進み、最悪、消滅自治体への

道を歩きかかっている自治体の振興策、生き残り策はあり得ません。地方の景観を生か

した奥田舎としての町の観光しかありません。地方は人がほしいんです。若い人によそ

に出て行ってほしくない。働く若い人にどんどん入ってきてもらいたいということで

す。又、地域振興のみならず、４月に発生した熊本地震では複数の大きな橋が被害を受

けました。五橋等の橋で島と島とが結ばれている天草の１本道の現状では、万が一どれ

か１つの橋が通行不可能になれば、天草諸島は孤立し、苓北町町民も含めて天草島民の

生活はあり得ません。これまで議会の中で、早期完成のための地域住民の決起集会を提

起してきました。そして、２８年５月１４日、天草市民センターホールにおいて、「熊

本天草幹線道路の早期完成を求める天草島民集会が開催されることになりましたが、諸
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般の事情で中止になりました。私はこの道路の早期完成のためには再度、天草島民決起

集会を早急に開催し、国、県へ地域住民の強い意思表示をすべきだと考えますが、いか

がでしょうか。 

質問要旨（２）国道の改良。 

本町には、３２４号及び３８９号の２本の国道が走っており、住民の日常生活はもち

ろん、産業の振興になくてはならない道路として活用されております。しかし、通行す

る住民の安全を考慮した場合、改善すべき箇所がいくつかあります。 

１つには、苓洋高校下の国道３２４号の約２００ｍの幅員が狭いことと、国道と首塚

へ行く町道首塚線との三叉路付近の道路です。この三叉路の箇所では、交通事故も発生

しております。道路の幅員を拡幅し、三叉路も改良して通行の安全を図るべきです。 

２つには、坂瀬川おっぱい岩の車寄せゾーン。天草市方面から来れば、道路の左側だ

けに幅約２ｍ程度の幅寄せゾーンがありますが、おっぱい岩を見るためには、このゾー

ンに車を止め、人は道を横断することになります。横断歩道等の表示もなく、いつ交通

事故が発生してもおかしくないような現状になっています。ゾーンの変更や路面標示

等、交通事故防止策等なんらかの対応をすべきではないでしょうか。 

３つには、都呂々竹の迫地区の海岸道路です。現地の土質、地盤が悪く、いつ山崩れ

があってもおかしくない現状から、現道を発電所側に移し、発電所の灰捨て場等を利用

することを提案しておりましたが、その後、どのような状況になったのでしょうか。

又、道路山側の樹木を伐採することは、風で樹木が地盤を揺すり、地盤崩壊することに

対して効果があるのではないかと思います。 

質問要旨（３）本渡苓北間バイパスの整備。 

高規格道路の早期完了とも大きく関連しますが、本渡から苓北へのバイパスの整備が

必要ではないでしょうか。それは天草市本渡に電器、衣料、日用品等の大型量販店があ

り、本町からも多くの町民がその商品購入に出かけておられます。このときの通行は手

野経由が主なコースだろうと思われます。しかし、ご存知のように、二江の街中は道路

が狭く、対向車との離合もままならない状況があります。又、本町に九州電力の１号

機、２号機、合わせて１４０万ｋＷの大型石炭専焼の火力発電所が立地しています。こ

の発電所は適切な運転のため、日常の機械器具の点検が重要です。更に、日常点検の他

に、電気事業法及び同法施行規則に基づく定期修理が、１号機、２号機、それぞれ隔年

で実施されています。これに従事する従業者の数は約３ヶ月の作業期間中、ピーク時は

日に４００人にのぼり、これへの従事者は主に苓北町に宿泊されていますが、その他に

も天草市本渡等へ宿泊され、そこから苓北町の発電所へ通勤されておられるようです。

そして、これへの修理用部品や器具等も必要で、これらの運搬に３０ｔ積載できる大型

トレーラー等も使用されることもあるようです。運行にあたっては、住民へ迷惑がかか
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らないよう夜間等に搬入されています。 

住民の円滑な通行のため、更には熊本県内、九州のエネルギー供給源として重要な施

設である苓北発電所の適切な運転のためにも、熊本と本渡間の高規格道路の早期完成と

ともに、本渡苓北間のバイパスの早期整備が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

質問要旨（４）町道の維持管理。 

４の１、側溝の土砂取り除きと蓋鳴り。 

道路側溝は降雨時の雨水処理等、地域住民の生活の安寧上、とても重要な施設と言え

るでしょう。事実、側溝の堆積土砂の取り除きにより、激しい降雨の度に民地へ浸水し

ていた箇所で、この浸水を防げた実態があります。このことから、町内の側溝を点検

し、土砂が堆積している側溝については、早急に取り除きをすべきではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。 

又、この側溝にはコンクリートの直打ちによる、いわゆる固定式とはめ込み式のコン

クリート製蓋、又は金属製のグレーチングが設置されています。このはめ込み式の蓋

は、コンクリート製、金属製に関わらず、コンクリート製の側溝が年月の経過による摩

耗等により、側溝本体と蓋の間に隙間が生じ、車両等が踏みつけることにより大きな音

が発生する場合があります。このことについて、関連住民からの苦情はありませんか。

又、苦情があった場合、あるいは調査の結果、そのことが判明したときはどのような対

応をなされているのか、お尋ねします。 

４の２、支障木の処理。 

公共道路はその構造上、そして性質上、人や車の通行以外にも、多様な機能を果たし

ていることは万人が認めるところです。例えば、電力、通信ケーブルの設置、あるい

は、住民の安全を守るための外灯の設置等があげられます。そして、これらの適切な維

持管理のため、道路にはみ出したいわゆる支障木の整理がなされています。 

この支障木の処理は、原則地主の責任において管理すべきものかもしれませんが、実

態は、地主による完全な処理は不可能なのかもしれません。だから、道路の維持管理

上、公共による支障木の処理が行われています。しかし、支障木の処理作業の実態は、

道路際の草木は高さ１ｍ程度で刈り取り等の処理がなされており、それ以上の高さで道

路にはみ出しているものに対しては、放置されたままと言ってよいでしょう。今は、５

ｃｍ程度の小木であっても、複数年経過することにより、この小木は、中木、大木に成

長し、その処置に苦慮することになります。いや、なっているのではないでしょうか。 

そして、このような大木については、その樹木の価値観にも影響を与え、これらの伐

採等の処分に躊躇することになり、結果として道路の支障木になっております。又、道

路際の樹木は大きく道路にはみ出し、道路を越えて反対側の人家を覆った状態がつくら

れ、風の強いときはその人家の屋根に接触し、住民の不安をあおっています。 



 

－39－

このことは、単に町道に限らず、国道、県道の維持管理にも共通する事例です。よっ

て、今一度、国道、県道、町道等の道路管理者の関係機関とも、この現実、現状を検証

し、町民、地域住民の防災、利便性、そして安全を確保するため、これまでの道路支障

木の処置対策を根本的に見直すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

質問要旨（５）富岡茂木航路への取り組み。 

町の長崎天草航路事業補助金交付要綱によれば、天草地域と長崎市を結ぶ生活航路の

維持改善を図るとして、この航路運航事業者に航路損益計算書による純損失額を補助金

として交付することになっています。そして、２６年度の当該会社の損益計算書によれ

ば、収益計３,１８８万４,７５０円、費用計５,８４１万７,５９５円。これにより、こ

の要綱に基づく２６年度の補助金支出額は２,４６０万円でした。 

このことは、運航会社の努力に大きな期待をしながらも、今後の苓北町の財政運営

上、このまま赤字が続き、これに町が全額補助しなければならないという状況が続くよ

うであれば、町の財政負担は長期にわたり、次世代に負担を残さないためにも、このこ

とに対し、今後の検証が求められる事業の１つと考えます。 

ところで、２８年３月４日付けの公明新聞によれば、３月３日の参議院予算委員会に

おいて、公明党の秋野公造参議院議員は、石井国土交通大臣に対し、「条件不利地であ

る半島では、生活の足である航路への支援が離島と同様に極めて重要だ。長崎市と熊

本、天草の苓北町は陸路だと５時間かかるが、海路は７５分。同航路が国の離島航路補

助の対象として申請が出た場合には、支援されるのか。」という質問をされ、これに対

し、石井国土交通大臣は「補助対象の可能性がある。今後、地元協議会が構成され、補

助に対する要望、相談があれば、補助申請の準備について支援したい。」と回答された

とのことです。日本の陸の孤島のような状況におかれている我が苓北町のことを、国の

予算委員会で担当大臣に質問していただきました。このようなことは未だかつてなかっ

たのではないでしょうか。秋野参議院議員の、苓北町を、天草をどうにかしたいという

行動に対して、町民の一人、議会の一人として敬意を表し、心から感謝を申し上げま

す。 

そして、これを受け、活発な要望活動が行われておるようです。本議会におきまして

も、２月１６日の町議会全員協議会で、要望書（案）を協議しました。会議の中では、

案文を一部修正しました。修正の内容は、「航路の安定運航と流通機能向上のためのフ

ェリー就航は半島全体の願いであります。」とあったのを、「航路の安定運航と将来的

なフェリー就航」と「将来的な」に修正しました。「フェリーを含めた新造船建造にか

かる費用」は削除しました。 

そこで、このことを確認したいと思いますが、石井国土交通大臣の答弁や、秋野参議

院議員への要望書に掲載されています地域協議会の進捗はどのようになっていますか。
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更に、このことについて、今後どのような取り組みを進めていくおつもりか、併せてお

尋ねします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の浜口議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、一次避難所の設備の整備についてでございます。 

防災対策の１点目でございますが、これまでの議会でもお答えをしておりますよう

に、一次避難所は、一時的に非難する緊急避難場所として指定しております。地震の震

源地や発生の規模により、津波の到達時間や、その周期・回数等はまちまちであると考

えられますが、その状況が一旦落ち着いた後は、緊急避難場所から、災害の発生継続が

想定されるある程度の期間中の避難拠点施設となる、整備が整った指定避難所に移動し

ていただくことにしております。 

このようなことから、緊急避難場所につきましては、簡易組み立て型のトイレや耐寒

用品、飲料・食料品等の短期間の避難に必要な備蓄品の配備を行っているところでござ

います。これからもそういう姿勢でいきたいと考えております。 

次に、上津深江広域避難地の整備計画についてのご疑問でございますが、まず、町有

地としての境界決定の経緯についてでございます。この件につきましては、広域避難地

の上部の民間施設につきましても、緊急時にあっては広域避難地の補完的な位置付けの

中で、避難所として利用可能とするとの協議のもとで、法面上部を境界として決定した

ものでございます。町防災計画におきましても、現在、町の福祉避難所の１つとして指

定しているところでございます。現場を議員もご覧になったと思いますが、その建物の

中には共有部分が、補助基準をはるかに超える広い共有部分をとってあります。これは

一時的な避難の方々に対して、車いすやそして寝台やら等を置けるスペースもつくられ

たと聞いているところでございます。 

広域避難地につきましては、６月議会で補正予算の議決をいただき、現在、国道から

と町道からのそれぞれの進入道路の舗装工事を施工しております。併せまして、今年

度、トイレを併設した備蓄倉庫を整備することにしております。 

又、国道側から見た避難地の擁壁の景観につきまして、町環境審議会から対応を行う

よう答申をいただいておりますので、町木の椿の植樹、町花のハマユウや四季に応じた

球根花の植栽を計画しているところでございます。 

全体計画といたしましては、今後、町民のいこいの場として整備している計画でござ

いますので、ベンチ等も備え、町民の方々が気軽にご利用いただけるよう整備をしてま

いります。 

維持管理につきましては、全般的な管理は、防災施設でございますので、総務課で管

理を行ってまいりますが、トイレにつきましては、日常の管理が必要になりますので、
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クリーンパトロールの巡回により対応してまいりたいと考えております。 

次に、高規格道路の早期完成についての、ご指摘やらご質問でありました。 

議員ご指摘のように、本年５月に「熊本天草間幹線道路の早期完成を求める天草島民

集会」が計画されておりましたが、熊本大地震の発生に伴いまして中止となりました。 

幹線道路整備の予算は、これまでの要望活動の甲斐がありまして、平成２７年度の補

正予算で２０億円、２８年度予算でも約３９億円、要望しておりました額以上の予算を

確保することができました。このことで、新天門橋と大矢野バイパスにつきましては、

予定どおり２９年度末に完成する見込みでございます。こういう状況が我々の考えられ

ない金額で跳ね返ってきたわけでございます。これは、やはり与党の国会議員の先生方

と現職大臣の高規格道路に対するお気持ちの表れだと、今後、只今、提案がありました

ように、島民集会等もですね、この期成会の中で提案をいたしまして、開いていただい

て、なるだけ早くこの道路がですね、完成できるように頑張ってまいりたいと。そし

て、又、議員の方たちにも町民の皆さま方にもご協力もお願いしていきたいと考えてい

るところでございます。 

次に、国道の改良についてでございます。 

国道３２４号線、富岡出来町の町道首塚線と交差する付近の国道の改良についてでご

ざいます。 

国道３８９号線と交差する区域までは改良済みでございます。ウッディーハウス前か

ら富岡港方面に向けて道路幅員が４.５ｍほどしかございません。観光バス等大型車同

士の離合にも支障を来しているようでございます。又、ここは中学生や高校生の通学路

でもございます。 

このようなことから、苓北町といたしましては、管理者である熊本県に、この区間の

改良について要望を申し上げているところでございます。現在、検討をしていただいて

いるところでございますが、県からは、諸々の整備については、測量等も行っていただ

いております。しかし、両側に民家が建っていることもあるので、本格的な改良には時

間を要するとの説明があっております。 

次に、坂瀬川西川内のおっぱい岩付近の道路状況でございます。現在の駐車スペース

や誘導路では、議員ご指摘のように交通の安全が確保できないと考えております。その

ようなことから、西川内漁港内に駐車場を整備して、そちらに車を誘導いたしまして漁

港内から海岸に降りられるよう階段をつくっております。今後、飛び石をつくり通路を

確保するとともに、既存の案内の移設等を行って交通安全、そして、又、ますますのお

っぱい岩観光に役立てていただきたいと考えているところでございます。 

次に、国道３８９号線の件でございますが、特に、都呂々竹の迫から天草町下田にか

けての区域におきましては、頻繁に交通止めとなるような災害が発生しております。こ
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れまで幸いにも重大事故は発生しておりませんが、本年６月２２日に発生をいたしまし

た２０ｔを超すような巨岩の落石も発生しておりますので、早急に抜本的な防災対策を

講じていただくよう、石井国土交通大臣、熊本県知事をはじめ、地元選出の国会議員、

県議会議員に要望書を提出して、県庁執行部にもお願いをしているところでございま

す。 

都呂々竹の迫地内におきましては、発電所の灰捨て場側を利用して、国道を発電所に

移すことにつきましては、天草広域本部土木部、あるいは県庁土木部長におきまして、

前向きに検討はしていただいておりますが、灰捨て場にかかる公有水面埋め立てが完了

していないということの中で、法律にも適用しにくい今の状況であるので、なかなか思

い切った対策がとれないでいるということでございます。そういう中で、今回の国の経

済対策は防災が主であります。防災が主でありますので、とにかくこれを機にですね、

抜本的な整備をしていただくように、改めてお願いをいたしましたところ、県のほうは

ですね、まず、調査をやらせていただきたいということでございます。私としてみます

と、調査をやった結果、抜本的にやるならば県の持ち分がありますので、これに対応で

きないとなるとちょっと大変でございます。ですから、調査も事業も併せて今度の経済

対策にのれるようにしていただきたいというのが、私どものお願いでございますが、ち

ょっとその辺がまだはっきりしないところでございます。 

次に、天草市本渡と苓北町を結ぶバイパスとして、県道本渡五和線の改良・拡幅に対

するご質問でございます。この路線は二江地区内におきまして、道路幅員が狭く、普通

車同士の離合も支障をきたしている状況でございます。この路線の早期整備につきまし

ても、これは何年も前から申し上げているところでございまして、只今は天草国県道路

整備促進期成会等において、正規の議題として県と打ち合わせを進めているところでご

ざいます。この路線の改良計画については、既に浜口議員も調査をなさっておられると

思いますが、県天草広域本部土木部にお尋ねしましたところ、「現時点では二江集落東

側を通るルート、その後、現道を拡幅することの概算設計を発注し検討している段階で

ある。」ということでございました。 

次に、町道の維持管理における側溝の土砂取り除きとコンクリート蓋やグレーチング

の蓋鳴りについての質問でございますが、ご指摘のように道路側溝に土砂や落ち葉が堆

積しているところがあるようでございます。又、舗装の傷みや側溝蓋等が動いて音が出

るようなところについて、電話や行政通信等で連絡をいただいているところでございま

す。要望がございますと、担当者が現場を確認いたしまして、職員で対応できる分につ

きましては、極力早い時期に対応するよう努めているところでございます。又、土木業

者にお願いをしなければならない案件につきましては、予算の状況等を確認した上で、

修繕等の依頼をしている状況でございます。 
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次に、町が行っておる支障木の伐採についてでございますが、あくまでも町道の区域

内で車や歩行者が通行する上で支障となっているもの、又、街灯の光を遮っているもの

等を支障木と位置付けて、伐採の対象として考えております。道路敷や町有地に生えて

いる竹木に加えまして、本来、所有者の方で対応いただくべき、いわゆる民地に生えて

いる竹木であっても、高齢等の理由でご自分で伐採できないものや所有者が特定できな

いものも、必要最低限ではございますが、町で伐採しているのが現状でございます。本

年度も１０月から１１月にかけて、作業員を雇用いたしまして支障竹木の伐採に取り組

みことといたしておりますが、のちのち手がかからないように道路敷近くの樹木を小さ

いうちに全て伐採すること、これはその気持ちはございますが対応すべき箇所が余りに

も多く難しいと思われますので、町道敷につきましては、通行や街灯の支障となってい

る樹木や枝等、ある程度の広さの範囲におきまして、徹底的な伐採の対応を行ってまい

ります。 

次に、富岡茂木航路に対するご質疑でございました。石井国土交通大臣の答弁や、秋

野参議院議員への要望書に掲載されております地域協議会につきましては、九州運輸

局、熊本県、長崎県、長崎市、天草市、苓北町、苓北観光汽船株式会社、富岡地区区長

会代表で組織されております。当初、平成２８年４月に第１回協議会を開催する予定で

ございました。熊本地震が発生したために、核となる九州運輸局が国土交通省の一員と

して、熊本地震対応のため協議会が開催できない状況でございました。今般、関係機関

との調整が整い、先月２９日第１回天草・長崎航路対策協議会を開催しております。本

協議会におきましては、国土交通省の「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」申請

に必要な「離島航路確保維持計画」を平成２８年度中に策定いたします。国土交通大臣

による計画の認定を受け、事業を実施しますと「離島航路運営費等補助金」として、航

路の運営費にかかる補助対象経費の２分の１以内の額が保障される見込みであります。 

このことにつきましても、道路の件といい、この交通網の整備といい、秋野参議には

本当に、浜口議員の表現の中にありました、国会の正式な予算委員会で、具体的な地域

名も出していただいて大臣の回答を引き出していただいたことについては、非常に感謝

をしているところでもございます。又、今後は我々の努力を積み重ねて、これがいわゆ

るフェリーと高速船に対する国の補助が確保できるように頑張ってまいりたいと思って

おります。 

以上、浜口議員の質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） まず、津波一次避難所設備の整備についてですが、この一次避

難所は、生理現象から逃れることができない施設なんですね。避難された状況を空想し

ますと、例えば、紺屋町の高台一帯は海に浸かってしまうと。津波でですね、まだひけ
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ない。こういうところで、やっぱトイレを催すとかなんとかっていうのは、対応すべき

ではないかというふうに思います。これまでも、このことについて何回かお尋ねしてい

ますが、簡易トイレで対応するんだということでした。どうも考えてですね、津波で水

に浸かってしもうとっとに、その簡易トイレはどこになおしてあっとか。誰がするの

か。近所のじいちゃん、ばあちゃんたちが逃げてこらした。じいちゃん、ばあちゃんた

ちがどっから見つけてこらすとですか。簡易トイレばですね。あるいは子どもたちがど

っからそれ見つけてきますか。それから、苓北町は福祉子育てに非常に政策が優れてい

る。そういうことを知ってか、苓北町に若い人が移住されている事例もいくつかありま

す。そういう方が小さいお子さんを、言うなれば乳児を抱えて避難してこられた。その

ときに雨が降ったらどうするんですか。あまりにもですね、町の考え方は晴天、すがす

がしい天気、それで昼間、そういう筋書きの中で町の考え方は対応を想定してあるよう

ですが、そういうスケジュールはお天道様だけしか知りません。それをいかにもそうい

う形で、杓子定規のような答弁をされていますが、あと１回お尋ねしますが、今、町長

が答弁されたような形で今後ずっと続けていくのか。それとも今後いろんな避難された

方々のご意見、何人か避難されてますよね。今回の場合は津波がそこまで寄せとらんけ

んが、トイレも、夜ではあるし、ちょっとそこら辺で済ませてくるかいということがで

きたかもしれません。そういうことで避難された方の考えを聞いて取り組みの対応を考

えなおす気持ちはないのか、再度お尋ねします。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） まず、一次避難所の設備の整備につきましては、先ほど、

町長がお答えしましたように、これまでと同様な形で取り組みを行っていきたいと思い

ます。 

 それから、今回の熊本地震の発生に際しまして、実際、避難をされた場所がございま

す。その点につきまして、地元の区長さんともお話をした中でですね、今後どういう準

備体制が必要かということで、その協議も行ったところでございまして、地元の区長さ

んにおかれましても、地区の役員さんを集められて、再度、備蓄品の配備の内容等を点

検されたり、そういったこともしていただいておりますので、引き続き地域の区長さん

とご協議をしながら、より適正な避難の対応ができるように努めてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） このことについてはですね、職員の皆さんも家庭に帰られて、

例えば、奥さんに、お前どがん思うやって、トイレは要らんやって。あなた何時間待機

しなければならないのって言ったときに、４５分でね、潮引くもんねって。ほんなら４

５分なら、これはいけるばいと。そういうことなのか。そうじゃなかでしょ。いつ引く
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かわからんわけでしょうが。これまでのいろんな日本国内であっちこっちで災害が発生

している。それが翌日で済むとか、そういうことじゃなかでしょ。いくら一次避難所で

あって、二次避難所を用意しておりますとか、そういう問題ではないと思います。ぜ

ひ、今日帰られて夕食の折にでも、奥さん、子どもさんと話をされて、何時間トイレ耐

えきるか、赤ちゃんはどれくらいの雨、風に耐えきるのか、ここら辺、十分家族で話を

してください。 

次、いきます。防災ゾーン広域避難地の整備計画についてですが、今まで、議会に対

しては、あの団地の完成平面図は見せていただいておりません。一部、下のいわゆる官

で工事した部分の仕上がりはありますが、そのときは上部の造成は畑のままです。全体

計画の完成図を見せてください。 

○議長（山本政人君） このことについてはどなたですか、答弁は。はい、土木管理課

長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 私のほうで工事のほう担当いたしてましたので、答弁

をさせていただきますが、町が当然、工事を実施した範囲内でしかですね、うちのほう

では、完成図面というところまでは用意ができておりませんので、今までお示しをした

図面しかお出しできないと。又、今後については、今、実際、老人ホームを設置されて

おります施設にお願いをいたしまして、平面図あたりを取り寄せできればと、お示しし

たいというふうに考えます。 

以上でございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 今の課長さんのお話と、先ほど町長のお話は若干食い違ってい

ると思います。町長は、あの上段も一応避難地なんだと、避難地の一部として協定を結

んでいるんだという話をされました。私は、続けて協定書もコピーを見せてくださいと

いうふうにお尋ねしようと思いましたが、時間もありませんので、それは次の機会で求

めますが、そこら辺の話はですね、ちゃんと合わせてくださいよ。でしょ。そうせん

と、片っぽは避難地やけんな。町が手ば出したっちゃっかな。片っぽでは、同じ苓北町

の役場でですよ、天草市の課長さんと苓北町の職員さんが言わす。あるいは、熊本県と

苓北町の職員、課長がそれぞれの立場で言うというなら、わかりませんけども、大体し

よんなかなということになりますが、同じ苓北町の役場の中でそういう、しかも、あれ

は税金が大分かかっています。総額で２億円ぐらいですか、詳細はつかんでおりません

が、そういう貴重な税金が使われているわけですので、その用途については役場職員、

町全体が十分認識すべき事案だろうというふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） この件につきましては、あそこに福祉対応ゾーンをつくるとい
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うことで、検討委員会を開いた中で、ある程度の概要をし、そして協定も結んでおりま

す。それは、福祉課が持ってるんじゃないかな。あるはずですが、ここに持ってきてる

とは思いませんので、後ほどご覧に入れたいと考えます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） そういうことであれば、あとででも結構ですので、その全体計

画図を見せてください。 

それから、平面部分が現在そのままの状態になって、１回除草、刈り取りされており

ます。法面と一緒にですね。又、同じように、これはもう当然ですが、今年、雨が少な

かったので、草の、雑草の伸びがちょっと若干低めですが、まだ雨が降ればかなりの雑

草が生えてくる。しかも、幅広い範囲で生えてくるということになります。それにかか

る経費はいくらぐらい見込んでおられますか。１年間で。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 維持管理につきましては、避難路等整備事業の中のです

ね、維持管理費ということで６万円程度の予算を計上しております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ６万円の積算内訳を教えてください。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 現在のところ、草刈り等、賃金の１０人分です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） １２掛けるいくらが６万になるんですか。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 外勤の賃金掛ける１０名分です。で、６万の予算を計上し

ております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 数値がわかっとったら、数値で教えてくださいよ。人夫賃がい

くらなのか。女性が６,５００円ですか。男性が７,０００円ですか。６万円って総務課

長おっしゃられましたので、その計算の過程を教えてくださいって言うとるわけです

よ。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 現在ですね、外勤が５,６００円掛けの１０名分というこ

とで５万６,０００円になりますけども、その他の状況も考えて６万円という予算の計

上をしております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 次、高規格道路についてですが、そういうことでぜひ町長には
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大変骨折りかけますが、この天草島民決起集会の早急な開催に向けて、ぜひこの天草地

域の中で、上天草市、苓北町、この天草上島、下島の首長のリーダーとして、島民決起

集会を実現させていただきたいというふうに思います。このことがやはり、しかも今回

は非常に心強いことに、参議院議員も積極的に動いていただけるようです。しかも、今

の与党の中で国土交通大臣も積極的に対応していただけるような状況がありますので、

早期な集会の開催をお願いします。 

それから、予算の問題ですが、予算がなければできないわけです。今、たぶん国も県

も地震対策でそっちの復旧のために私たちの貴重な税金を回すということだろうと思い

ます。言い方は被災者の方の不評を買う恐れもおりますが、今、苓北町はまさに地震を

受けた後の西原村の状況であり、益城町の状況だと思います。交通手段についてはです

ね。天草五橋、あるいは瀬戸橋がどれかがいっちょ落っちゃければ、島の道はそれだけ

ですので、そういう部分も含めてですね、ぜひ対応をお願いしたいと思います。 

それから、富岡茂木航路についてですが、新聞報道等々によれば、国とのやり取りの

中では、富岡茂木が７５分という捉え方をしてあります。私は当初の説明会の中でお聞

きしたときに、現在の高速船、先ほど申しました２６年度で２,４６０万円の赤字補て

ん分の半分だというふうに理解しておりましたが、よくよく当時のやりとり、３月３日

のやりとりの中からすると、７５分という言葉が出てきまして、ならば従来苓北町がや

っとった富岡茂木のフェリーのことを指すんではないかというふうに、最近思うように

なってきました。ということですが、そこら辺のところはどのように町のほうでつかん

でおられますか。教えてください。 

○議長（山本政人君） 企画課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 資料を見ましたところ、長崎市から苓北町までという

ことで、高速船が４５分で、あと長崎市から茂木までの時間をプラスしてあるんじゃな

いかと考えております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 今の課長の話では間違いありませんか。長崎市内からというこ

と書いてありますか。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 長崎市からだったと思います。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） これは平成２８年３月４日、公明新聞のスクラップですが、前

後ろは省きます。長崎市と熊本、天草の苓北町は、陸路だと５時間かかるが、海路は７

５分。海路という言葉が入っていますけども、どがんやってバスが長崎市から、こう回

っとですか。ここら辺はっきりさせんと。 
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○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 私がいただいたその党の資料によりますと、長崎市か

らバス路線を通って茂木まで。それから、富岡航路を通って苓北町というふうな図示が

してありますので、そのように解釈しております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 企画課長の判断じゃないんですよ。私は、苓北町が今後当然、

法律に基づいて申請をしていくわけでしょ。そうなってくれば、１課長の判断とかなん

とか問題じゃないんです。苓北町としてどう取り組んでいくんな。そがんやって当初、

質問したでしょ。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） その７５分と言いますのは、こちらが言ったわけでは

ございませんで、あくまでもそのときの時間の設定でございますので、私どもは７５分

というのは参考にはしておりますが、それを元に話を進めていくということではござい

ません。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 時間のなかときはな、あんまり同じような答えはせんごてして

ください。これ書いてあっとはですね、７５分なんです。これちょうどですね、フェリ

ーと合うとですよ。ほうてから、法律の中で説明の中に資料としてあった国の施策の中

で、離島航路補助として、これ国会でのやりとりですね、質疑応答から、離島航路補助

として、地域公共交通確保維持事業、これは「離島航路高度改革補助」があり、その中

で①船舶の公設民営化②効率化船舶の建造、又、離島航路運営費補助等の事業があるい

うことなんですよ。今後、どっちみち、先ほど町長の答弁の中にもありましたように、

非常に心強いというお答えがあって、今後の取り組みにどう取り組んでいくのかという

考えもお持ちのようでございますので、今、企画課長が申されたような形での高速船で

長崎市から茂木までの陸路、そして茂木から富岡の海路の合計が７５分ということで、

今後、この法律に対して、その協議会も含めてですね、対応していかれるのかどうかお

尋ねします。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 只今、議員が申されましたように、離島航路の維持事

業と離島航路の構造改革の事業と別物でございまして、現在目指しておりますのは、離

島航路の維持確保ということで、国の補助事業を目指していくということで進めており

ます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 離島航路の維持確保ですか。これは本来、説明の中にあったと
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はどれになっとですかね。離島地域公共交通確保維持事業、離島航路運営費等補助の中

の離島航路運営費等補助。制度概要としては、補助対象は唯一かつ赤字の航路。事前算

定方式による内定制度、補助対象経費の算出は効率的な運用を行った際の標準収支見込

みにより求める標準化方式を採用。欠損見込額全体に対する補助収束率は２分の１。補

助対象期間は１０月から９月の１年間というのが、国土交通省が出した資料としてこの

前の会議のときに町は我々に示していただいたですよね。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） その事業でございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） そうなってくれば、今日の町の考えでは、この法律に基づい

て、現在、運航されている高速艇に対しても２分の１補助になるんだということで理解

していいですか。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 今、現在、高速船で運行している航路を維持していく

ための事業に申請するということです。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） イエス、ノーでよかっですよ。イエス、ノーで。今の例えば、

私が冒頭質問しました２６年度で２,４６０万円の赤字だったと。だからその分を町が

補助要項に基づいて補助したんだと。その２,４６０万円がこの資料によれば、国の事

業によれば、いくらですか。１,２３０万円ですか、が町が出せば、その分は国が出し

てくれるんだということで理解していいんですか。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 平成２６年度もですが、熊本県からの補助金５００万

円も含まれております。今後、まだ航路の経費に関する精査等も必要になりますので、

単純に２分の１ということにはならないかと思っております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） そがんと聞いとらんもん。２６年度、２７年度じゃなかよ。そ

の前の年はな。今年２７年度決算額は、決算委員会の中で承認受けるのか受けないのか

わからん。承認せんやったにしても、決算額としては通っていくばってんですね。この

２６年度なんていうのは、どこでもあっちもこっちも印刷してしもうてある数字でしょ

うが。だから、町が出した２,６４０万円、補助金として出した２,６４０万円は、この

町が、この前のときに説明資料で出した地域公共交通確保維持事業の中での制度概要の

中の、何番目か。１、２、３、４番目にある欠損見込額全体に対する補助、充足率は２

分の１なんだと。これに該当するのかしないのかというだけですよ。 
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○議長（山本政人君） 質問時間が過ぎました。簡潔に答弁ください。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 先ほども申しておりますように、国のほうの精査もあ

りますので、まだ今後も航路のいろいろな見直し等も必要、この協議会の中で、申請書

をつくる中で必要になってきます。それですので、それで認められた額の２分の１とい

うことですので、先ほど申しましたように単純に２分の１を補助していただけるという

ことではないかと思っております。 

○議長（山本政人君） これで浜口雅英君の一般質問を終わります。 

次に、通告５番、石田みどり君。 

○６番（石田みどり君） 通告５番、６番議員の石田みどりでございます。 

大きく分けまして２点について、町長に質問をさせていただきます。 

第１番目ですが、富岡海水浴場と町の観光に関連して質問をさせていただきます。 

富岡海水浴場は水がきれい、幼い子どもも安心して利用できるととても好評でござい

ます。私もお盆前の１日、２時間ほどでございましたけども、見学をしてきました。遠

いところでは神奈川からネットで見て旅行に来た家族、又、来ている人が口々に水がき

れいですねと言ってくださいました。熱帯魚が見れたと喜んで報告に来てくれる子ども

もいました。浮輪やゴーグルも無料で貸し出しをしてくれるので助かる、ありがたいと

言っている人たちの声も聞きました。私の知人で大矢崎に住んでいる人も近くの茂木根

や若宮を通り越して、富岡まで１シーズンに何回も足を運んでくれています。理由を聞

くと、やはり水がきれいなことと、よく管理がされているということでした。毎年、砂

を入れたり、流木やごみを撤去したりと町が努力をしているからこそ、いい評判をいた

だいているのだと思います。ここ数年の利用者の推移はどうなっているのでしょうか。

又、監視員の体制はどうなっているのでしょうか。お尋ねをいたします。又、利用者が

言っておられたのは、すぐ近くに店がない、すぐ近くに食事をするところもあるけど

も、出してくれないということでした。せっかくたくさんある海水浴場の中から、富岡

海水浴場を選んできてくださる利用者に便利さを提供する、これこそ町としてのおもて

なしの１つではないでしょうか。商工会とも相談していただいて、地元に金を落として

いただけるような対策が取れないかお尋ねをいたします。 

こんなにいい財産を維持している苓北町でございます。もっと利用者を増やす手立て

を考えるべきではないでしょうか。それから、監視棟に小さくてもいいので冷蔵庫を設

置していただくことはできないでしょうか。熱中症対策としても必要だと思いますが、

いかがでしょうか。海水浴場は家族連れやお孫さんを連れてきて、水に入らないで見て

いる人もかなりおられます。海水浴場には東屋や松の木陰もあり、パラソルを持参して

使用されている方もおられますが、今年のように連日４０度近い猛暑の中で、熱中症に

なる確率も高いと思います。今年はいいことに熱中症は出なかったようですが、万が一



 

－51－

のための応急処置用に冷蔵庫でアイスノンを冷やしておくべきではないでしょうか。い

ざというときには救急車を呼びますが、救急車が来るまでの間、頚部や脇を冷やすこと

が求められます。又、監視員の熱中症対策も必要です。２リットルのペットボトル２本

を冷凍して持参しても、何時間も経たないうちに溶けてしまう。そして、ぬるくなると

いうことを聞きました。それから、海水浴場とも関連をすると思うのですが、海岸清掃

員がおられるようですが、何人おられて、どこの海岸を清掃してくださっているのかお

尋ねをいたします。又、その人たちの費用は町の独自予算で出ているのでしょうか、お

尋ねをいたします。 

もう１点、海水浴場についてですが、開設前には各設備の事前の点検はもちろんやっ

ていらっしゃると思いますが、やっていらっしゃるかどうかお尋ねをいたします。１年

間使用しないところですので、特に念入りに点検をする必要があるのではないでしょう

か。 

２つ目でございます。防災についてでございます。 

６月議会で、町の防災計画の冊子をいただきましたので、一通り目を通させてもらい

ました。私の見落としもあるかとは思いますが、気になったことを質問させていただき

ます。この計画の基本となるものは、昭和２２年にできた災害救助法であり、被災者の

生命、健康、生活を救済することを目的としています。昭和３６年に制定された災害対

策基本法は、災害の予防対策から応急対策、復旧対策を含めた法律でございます。町の

防災計画ですが、基本となるのはこの防災対策基本法だと総則の中にも書かれていま

す。総則の目的に町民の命から身体、及び財産を災害から保護するためということで、

いろいろと云々とうたってあります。町民の生命、身体と述べてありますが、１番優先

させなければならないのは人命であり、人命が最優先であるということが、どの項をと

っても言葉として出てきていないように思いました。町としても、この防災計画に基づ

く運用基準というものも定めていらっしゃると思いますが、運用基準が定めてあるので

しょうか。お尋ねをいたします。定めてあるとすれば、その中に人命優先が入れてある

のでしょうか。それもお尋ねをいたします。 

４章の第７節でございますけども、罹災者救済計画の４項で、惨事ストレス対策とあ

り、町は救出救助活動に従事する職員の惨事ストレス対策は述べられておりますが、被

災者のストレス対策という項がどこにも見当たりませんでした。災害で助かった命がス

トレス等の災害関連死として、神戸の大震災でも東日本大震災でも、又、先日の熊本地

震でも多く出て、これが問題になっております。職員のストレス対策はもちろんのこと

ですが、被災者の助かった命を関連死という形で失うことのないような対応をすること

が重要なことだと思います。このことにつきましても、町長どのような対策を考えてい

らっしゃって、そのことをどのような形で町民に知らせていくおつもりなのか、お聞か
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せください。 

もう１点、お伺いをいたします。３章８節の第２項でございますが、食料品の備蓄、

各避難所の収容人数の３日分を備蓄目標とするとあります。指定避難所に想定収容人数

とありますが、その人数の３日分ということなのでしょうか。そうであれば、そのとお

りの備蓄量が確保されているのでしょうか。お尋ねをいたします。 

大きく分けまして、この２点について、海水浴場と町の観光に関連してと防災につい

て質問をさせていただきました。町長、答弁をよろしくお願いいたします。終わりま

す。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の石田議員のご質問に答えさせていただきます。 

まず、海水浴場の件でございます。ご質問がありましたように、近年の利用者の推移

と、監視体制についてでございますが、開設期間は例年７月上旬から８月下旬としてお

ります。利用者につきましては、過去３年間でございますが、平成２５年度が延べ利用

８,５９１人、平成２６年度が７,３０４人、平成２７年度が１万２,２０７人であり、

今年度が１万１,５４２人で、年々増えているようでございます。監視体制について

は、今年度は３名の監視員を採用し、開設期間中のお盆までの土曜日、日曜日、祝日は

３人体制、平日及びお盆以降は２人体制で対応してまいりました。なお、監視員は普通

救命講習の受講を義務付けており、３名ともに受講をしておられます。勤務時間は午前

８時３０分から午後５時１５分までで、交代で休憩をとっていただくようにしておりま

す。又、監視員の方々には水分補給や体調管理には注意していただくようお願いをして

おります。監視員の業務といたしましては、水難事故防止のための監視、ケガの応急措

置、緊急時の連絡と併せて、ビーチ内や駐車場、シャワー施設、トイレ等の清掃をお願

いしているところでございます。 

次に、開設前の事前点検につきましては、シャワー室及び監視施設は、開設期間外は

施錠しておりますので、開設前に町職員で点検と清掃を行っております。又、ビーチに

つきましては、開設前に階段等に堆積した砂を重機により移動する作業を町内の業者に

依頼し、実施をしているところでございます。 

又、情報発信についてでございますが、現在、町の観光情報につきましては、町のホ

ームページにおいて、観光パンフレットを閲覧できるようにしておりますし、町内の観

光施設等にも観光パンフレットや苓北町案内マップを設置し、情報提供をしておりま

す。又、海水浴場でも監視施設に観光パンフレットを置き、監視員からの情報提供を行

っております。なお、海水浴場とキャンプ場のＰＲにつきましては、ウェブサイトや雑

誌の特集時においてＰＲを行っているところでございます。しかしながら、現在のとこ

ろは、総合的な情報発信と個別の情報発信となっておりますので、今後は各シーズン等
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での情報発信をする場合、関連するイベントや施設の情報を併せて発信する等、行って

まいりたいと考えているところでございます。 

次に、監視小屋に熱中症対策のための冷蔵庫を完備できないかとのことでございま

す。現在、監視施設にはエアコンを設置しております。監視員の休憩場所として、又、

海水浴客において体調不良等が生じた場合の休憩場所として利用していただいておりま

す。海水浴場には、水飲み場等の水道施設もございます。そして、ある程度エアコンで

体を少しは冷却できるんじゃないかと考えております。監視員の方には交代での休憩や

水分補給等の体調管理につきまして、注意していただくようにお願いしておりますの

で、冷蔵庫の設置は考えておりません。 

次に、海岸線清掃の人員、清掃場所、財源についてでございますが、海岸のごみにつ

きましては、環境省の「海岸漂着物地域対策推進事業補助金」を活用し、臨時職員２名

を雇用して回収作業を行っております。補助率は、平成２７年度は事業費の９割、平成

２８年度から８割となっております。作業場所は、坂瀬川から都呂々まで人が下りてい

ける海岸はほぼ全域を巡回しているところでございます。 

次に、町の防災計画に関連してのご質問がございました。町の防災計画につきまして

は、災害対策基本法及び県の防災計画に沿って策定をしております。石田議員のご意見

のとおり、防災は住民の生命、身体及び財産を災害から保護するためであり、何よりも

人命が最優先となります。町防災計画におきましても、総則でこのことを記載した上

で、第４章、災害応急対策計画、第７節、罹災者救出計画の中で、「災害により、生

命、身体が危険な状態にあるもの、又、生死不明のものを捜索し、救出してこれを保護

する」と規定しているところでございます。 

次に、惨事ストレス対策につきましては、被災者のストレス対策がないとのご指摘で

ございますが、この点につきましても、第４章、災害応急対策計画、第６節、避難計画

の第２項、避難所の設置、第８号、避難所の管理運営の中で、「避難所における生活環

境に注意を払い、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努める。」「避難期間

が長期化する場合は、県と連携し、精神科医、臨床心理士、保健師等による心のケアを

行うものとする。」と規定し、被災者の心身の健康状態に対応するよう規定をしており

ます。 

次に、災害時の職員配置、食料品等の備蓄についてのご質問でございますが、災害時

の職員配置につきましては、状況に応じて、段階的な配置を行うこととしており、災害

対策本部設置後の第３配置、非常体制、におきましては、正規職員全員の配置を定めて

おります。非正規の職員は含めておりません。 

又、備蓄品の備蓄につきましては、５ヶ年計画で目標量を配備、交換していくことに

しております。第１期分につきましては、平成２５年度から２９年度までの５ヶ年で整
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備することにしております。 

６月議会の折にも申し上げましたが、いずれにいたしましても、今回の想定を超えた

熊本大地震の発生を受け、被災地の状況検証等を踏まえ、実態に合わない部分等、国や

県におかれましても、専門家の意見等も踏まえた中で、これまでの防災対策のあり方が

改めて見直されることになると考えますので、苓北町におきましても、国、県をはじ

め、各方面からの情報収集を行うともに、今後の動向も見ながら避難対策等も含めて、

地域防災計画の見直し、修正を行ってまいります。 

以上、石田議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 富岡海水浴場の件についてでございますけれども、年々、利

用者が増えているというようなお答えでございました。富岡海水浴場のインターネット

での口コミもちょっとご紹介をさせていただきたいと思いますけども、いくつかご紹介

をさせていただきます。 

皆さん、見ていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけども、「絶対、海がきれい

だろうということで、今回初めて天草に海水浴に行こうといろいろ調べましたが、いつ

も内海で泳いでいるので、泳ぎの苦手な子どもたちを連れていくのに波が心配でした。

近くを何度も通るので場所は知っていましたが、利用したのは初めて、富岡海水浴場を

ですね。まあまあ風のある日でしたが、海水浴場は波消しブロックに囲まれ、穏やかな

波で子どもたちも安心して泳がせることができました。もちろん監視員の人も常駐して

いて、トイレ、シャワー、駐車場と問題なく利用できました。何より、砂浜と海がきれ

いで、近かったら何日でも通いたいくらいです。ちょっと離れていますが、日帰り温泉

もあり、ザァッとシャワーを浴びてお風呂に移動します。子どもたちもとても喜んでい

ました。泳がない私たち大人も日差しは強かったものの、海からの風が涼しく、暑いわ

りには快適に過ごせました。小さい子どもを連れた家族連れが多いかもしれません。と

にかく無料駐車場からすぐに行けて、水の透明度がよく、トイレやシャワーがとても明

るくてきれい。満点です。ロッカーはないと聞いて、私たちは簡易テントを柔らかい砂

浜に張り、そこに荷物ごと置いておきました。売店はすぐ前の民宿で、かき氷、おにぎ

り程度のものならありますが、メインの飲み物やお弁当は用意していく必要がありそう

です。海藻やサンゴ、数種類の魚等を海底で見ることができ、消波ブロックの向こうに

は東シナ海。絶景を見ながら波の穏やかな場所で泳ぐことができますので、ぜひシュノ

ーケルと浮輪のマストアイテムを持って行かれることをお勧めします。とにかく熊本な

のかと思うほどのきれいな海で、きれいな魚が泳いでいる姿を見れることもあります。

夏場はもちろん冬場でもきれいな海を見に行くことがあります。」「海水浴に行ってき

ました。波が穏やかなのでうちの子どもも波打ち際で楽しく遊びました。砂浜にはきれ



 

－55－

いな貝殻たち。記念に持って帰りました。とてもきれいな水。砂浜でこじんまりとした

安心して遊べるビーチです。トイレやシャワーもいつもきれいに管理されていて、気持

ちよく利用できます。熊本市内からは遠いですが、ここまで足を延ばすの価値あり。リ

ップルの先まで有料道路で行けるので、昔に比べたらだいぶ行きやすいですよ。」 

こういうですね、インターネットでの口コミもあり、本当に好評だということを私も

思いました。海水浴は、先ほど、町長も言われましたように、２ヶ月間というシーズン

的なものですが、夏休みでもあり、苓北町の観光資源であるイルカウォッチングやキャ

ンプ場、富岡城、温泉センター等とセットをしての情報発信はできないものでしょう

か。富岡城で歴史を学び、イルカウォッチングでイルカと戯れる。キャンプ場を利用し

て海水浴を楽しむ。先ほど、倉田議員からもキャンプ場のことで質問をされましたけど

も、キャンプ場の利用人員ももう少し増やすことができるのではないでしょうか。そし

て、温泉でゆったりとくつろぐ。町長は交流人口を増やすといつもおっしゃっていま

す。セットにした情報発信をして、一人でも多くの人に来ていただいて、苓北町の観光

産業や地元が潤い、元気になるようなことをぜひ考えていただきたい。 

いかがでしょうか。町長、再度、町としてのお考えをお尋ねいたします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 全く私が言わなければいけないことを代わって言っていただい

たような感じでございました。今、ご質問の趣旨をですね、しっかり受け止めて、私も

お答えしたように、季節ごとに総合的な情報発信ができるように頑張ってみて、１人で

もたくさんの交流人口が増えるようにやってみたいと思っております。ありがとうござ

いました。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） それからですね、海水浴場清掃員のことでございますけど

も、先ほども坂瀬川から都呂々までの海岸の清掃員ということでおっしゃいましたけど

も、１回都呂々のガソリンスタンドの下を見に行ってみてください。今日でもぜひ見に

行っていただきたいと思います。大潮のあと、又、大風のあと、すごいです。流木がで

すね、すごいです。今日もですね、朝、私、片付けてきたんですけども、本当に流木と

か山になっています。犬の散歩でですね、毎日、海のほうへ行くんですけども、波が荒

くないときは私の手でも片付けられるんです。波が荒い、それこそ風の強いときとか大

潮のあとは、私が引きずっても引きずりきれないような、本当に大木が流れついており

ましてですね、今日も集めておいてきましたので、ぜひこのあと、見に行っていただけ

たら、いくつの大きな山ができてるかということと、それからごみはごみで集めてため

ておりますので、そこもちょっと見ていただきたいなというふうに思います。ごみはで

すね、私、拾い始めたときは本当にたくさんありましたので、ごみ袋６個か７個かあり
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ました。それを町へ連絡をいたしまして、直接もう取りに来ていただきましたが、その

あとは毎月ごみの日にですね、ごみの担当の方と話をしてますので、海岸のごみとして

出させていただいております。だから、都呂々の海岸も清掃員の区域に入ってるという

ことですけども、日頃はそんなたくさんごみはないです。本当に都呂々の海岸はです

ね、東シナ海に通じる海岸でございますので、夕日を見にいらっしゃる方が結構、県外

の方からもいらっしゃいますし、サーファーの人もたくさんいらっしゃってます。波打

ち際まで下りれないような状況のときがあるんです。だから、そこも本当に海岸清掃員

の方に協力していただいて、ぜひごみだけでも拾っていただきたい。流木なんかは大き

なやつはちょっと私の手にはおえませんので、流木等は大きなやつは拾っていただきた

いですけども、あとは私が一生懸命拾って焼いていただいてますので、そこら辺もぜひ

海岸清掃員のご協力をお願いしたいと思いますけども、それもいかがでしょうか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） この数年ですね、私も長崎経由していろんなところに行きます

けど、茂木航路で流木があってスピード落とすときがあるんですよ。雨も降っとらんと

になんねって言うと、高潮のあと、これが又、打ちあがったやつが、又、引き戻され

て、海に又、戻って来る。これは都呂々海岸だけじゃないと思います。いろんなところ

で最近の高潮の状況がですね、そうしてると。非常に又、海を航行する船にとっても非

常に危ない。この予算は大体、海外からの漂着物を想定して、環境省がですね、数年前

につくった予算だと聞いております。その証拠に中国が大水になって流れてきて、仏像

とかの大きな仏像も流れ着いたこともございます。そういった意味でですね、できる限

り、予算が限られております。そこをどうやって解決するのかですね、よく検討いたし

まして、大きな大物ごみがですね、又、再度、海に流されないように、どうにかできる

状況があるのかどうか。これは当然、前向きな検討をいたしたいと思っております。 

○議長（山本政人君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 今、ご指摘の都呂々地区につきましても、先ほど言い

ましたように、年間を通して、坂瀬川から志岐にずっと周っておりますので、都呂々だ

けではございませんので、なかなかご期待に添えないところもあるかと思いますけれど

も、都呂々に行くときは必ずその海岸も見るように指示をしております。特に、ごみに

ついてですね、ペットボトルとかプラスチックとかビニールとか、そういうごみのほう

の回収を行っておりますので、流木につきましてはどうしても集めてやっぱり焼却とい

うようなことの手段をとらないと片付きませんので、そういう形で町内全域をですね、

分けて２人で周っているという関係で、どうしても必ずできるという状況ではございま

せん。ただ、さっき言いましたように、私も内田とか白木尾海岸あたり毎日見てきます

ので、今、流木がかなり寄ってるということは知っておりますので、又、私のほうでも
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担当と協議しながらですね、巡回する場所につきましても協議をしていきたいと思って

おります。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 今ですね、本当にすごいんです。本当に波打ち際まで降りら

れない程度の、ブワァーとすごく集まってまして、先ほど、町長も言われましたよう

に、それこそよそからのいろんなペットボトルとかいう部分もありますけども、本当に

ごみだけでも拾っていただけたらですね、焼けるものは集めております。本当に山にな

って。本当にいくつ今、山ができてますかね。焼いてもらっておりますので、そこら辺

はしますので、ごみだけでもね、集めていただけるように、ぜひご指導をお願いしたい

というふうに思っております。 

それからですね、事前点検をしていらっしゃるということですけども、海水浴につい

てですが、今年もですね、１人の不明者の届け出があって、海水浴場で。全部、海から

上がってもらって、海中を点検したということも起こっておるようでございます。で

も、海中では何事もなくて、シャワー室で閉じ込められてたと。戸が壊れててというこ

ともあったようでございまして、役場へ修理を依頼しても何日も来てくれなかったと。

どうなってるのか、再度連絡を入れたということも聞いております。ということはです

ね、連絡を受けた人が業者さんに連絡をしましたよとか、いつ行くように返事がありま

したよとかですね、結果報告というか、依頼をした人にですね、そういう経過報告がい

ってないんじゃないかなというふうに思うんですね。今まで私も依頼や通報をしたこと

が何度かあります。結果報告が１度ももらった記憶がございません。これは私だけかも

しれないんですけども、やっぱり依頼や通告をしたら気になりますし、どうなったかな

というので心配でございます。職員の方たちも日常業務で忙しくされているのはわかり

ますけども、依頼や通報があった場合にはどう対処をしたのか。業者に連絡したのか。

自分が見に行ったのか。確かめに行ったのかいうことだけでもですね、経過報告をして

ほしいと思います。そうすることによって、町民との信頼関係が深まってくるのではな

いかと思いますが、その点、町長はどうお考えか、お尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（尾脇宣宏君） 今のご質問なんですけれども、今の不明者があったと

いうことをおっしゃったわけですけれども、その件についてはちょっと私のほうは聞い

てません。担当のほうに連絡があったのかっていうのは、ちょっと確認してみないとわ

かりませんが、一応、海水浴場等からはですね、何かあったらば、例えば、救急品が足

りないとか、そういう件につきましては、常時連絡をいただいておりますので、連絡が

あったときには担当のほうが出向いて、打ち合わせをしながら修理をしているところで

す。 



 

－58－

それと、トイレのドアの件もありました。それについてはですね、確かに担当のほう

も今年度変わったわけですが、今年実際に行ってみて、清掃とかあるいはそのあとの状

況見ましてですね、これは換える必要があるということを感じておりますので、来年に

向けて、今後ですね、予算を措置しまして、改修をはかっていきたいと考えているとこ

ろです。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） それから、町長、冷蔵庫の件も質問をさせていただいたんで

すが、冷蔵庫は設置しないということをおっしゃってましたけども、小さくてもいいで

す。そんな金はかからないと思います。４、５万出せば小さい冷蔵庫あります。だか

ら、それを設置していただいてですね、アイスノンとか入れていただければ、熱中症に

なったときとかね、すぐそれが活用できるんですが、その点はどうでしょうか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） もし、アイスノンを置いたほうがいいという判断があればです

ね、むしろ冷凍庫のほうが正しいんではないかなと。冷蔵庫じゃあんまり。冷凍庫のほ

うがいいんじゃないかなと思いますが、それが置いたほうがいいのか、悪いのかは、よ

く検討してみますので。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 冷蔵庫でも冷凍室がある冷蔵庫だったら、冷凍室に入ります

よね。ほんで又、監視員の飲み物も冷蔵庫に入れておくということもできますので、小

さくてもいいので、冷蔵庫を１つ。本当に４、５万円出せば、２ドアの冷蔵庫がござい

ますので、それを１つ完備していただければありがたいというふうに思っております。 

○議長（山本政人君） 他に質問ありませんか。石田君。 

○６番（石田みどり君） 町長、先ほど、事後報告とか結果連絡とかいうふうに、お願

いというか、そういうことが今までにちょっとなかったような気がするのでということ

で質問をさせていただいたんですけども、通報とか連絡とか役場にあった場合はどうい

うふうに対応をされていますか。そこら辺をちょっとお願い。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） これは役場の業務全般に関わりますので、私のほうからお

答えをさせていただきます。 

 職員に対しましては常日頃から、報告、連絡、相談、これを徹底するように指導をし

ております。今、お話を聞きますと、足らない部分もあったようでございますので、改

めてですね、再度この点につきましては、指導をしていきたいと考えております。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） そういう連絡があって、自分１人で抱え込まないように私は指
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導したいと思います。全く自分で抱え込んで、解決もできないままズルズル時が経って

しまうようなことにならないように、まず、課長さんたちにお願いをしたいと思いま

す。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） それからですね、防災についてなんですけども、やっぱり熊

本地震でも本当に１ヶ月経っても指定避難所でありながら、パン１個、おにぎり１個と

いうこともありました。実際、私も益城に３回ほど行きましたけども、そういう場所も

ありました。だから本当に備蓄というのは大事だろうというふうに思いますので、この

防災計画の中にも指定のとこに収容人員が書かれておりますね。その３日分ということ

で理解をしていいのでしょうか。先ほど、町長もご答弁いただきましたけども、順次と

いうことを言っていただきましたが、早急にそこら辺も備蓄の件でしていただきたいと

いうふうに思いますけども、再度、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 備蓄品につきましては、先ほど、町長答弁でも答えました

ように、各主避難所の収容人数の３日分を目標備蓄量ということで、確保していくよう

に計画をしております。ただ、予算的な面もございまして、平成２５年度からですね、

順次５ヶ年の計画で整備をしております。と言いますのも、それぞれ賞味期限が出てま

いりますので、１年ごとに分量を分けておりませんと、１度に又、買い替えの必要がご

ざいますので、そういったことで５ヶ年に分割して配慮していくという計画で進めてお

ります。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 私、以前、このことについても質問をさせていただきまし

た。日付けがあります。だから、それをですね、各自主防災組織とか、避難訓練のとき

とかいうことで、それを利用して回していくようなことも考えてはどうですかという質

問もさせていただいたこともありますので、そこら辺もぜひこの目標の備蓄量について

は確保をしていただきたいというふうに思います。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） その点につきましては、前回もお答えしたと思いますけど

も、賞味期限が残り少なくなった分につきましては、そういった各地区防災会の防災活

動でありますとか、各行事、イベント等にですね、使われる分はそちらのほうで有効活

用していきたいということで考えております。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） それから防災についてなんですけども、第３まで掲げられて

おりましてですね、第３のところでは全員ということでありますが、ここ先ほど、町長
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のお答えにもありましたように、非正規職員は含まれてないというふうにお答えいただ

きました。正規職員だけでこういう非常体制の場合は間に合いますか。そこら辺をもう

一度、お聞きしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） その非常時がどの程度のものかということで、又、変わってく

ると思いますが、やはり非正規職員の方に非常にやっぱり危険な状況にある場合に、そ

れをお願いするというのは私はいかがなものかと。役場職員全員で、正規職員で何とか

対応できるように頑張っていきたいし、又、被災された方々にも体が動かれる方、ある

いは家族中でですね、又、自助努力もしていただきながら切り抜けていただきたいとい

う考え方でございます。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 私も非正規職員にそこまで責任は持たせられないというふう

に思っておりますので、非正規職員の方で本当に大変でしょうけども、避難者の方も協

力をするということもして、災害時を乗り切っていただくようなことを考えていただき

たいというふうに思います。熊本地震でも実際避難した人がですね、自主的にそこの避

難所の運営に携わったりとかいうこともあったようでございますので、そういうことも

考えていただきながら、職員の方が中心になってですね、避難所の運営にも力を出して

いただきたいというふうに思っております。 

以上で、質問を終わります。 

○議長（山本政人君） これで石田みどり君の一般質問を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時４１分 

再開 午後３時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） 休憩前に引き続き、本会議を開きます。 

一般質問を行います。 

通告６番、髙戸幸雄君。 

○３番（髙戸幸雄君） 通告６番、３番議員、髙戸幸雄です。 

議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、一般質問を行います。 

最後、トリでございます。よろしくお願いしたいと思います。 

さて、９月に入り、先日の台風の影響もさほどなく、付近を見まわしますと、稲刈り

が終わり、いよいよレタス栽培の時機到来となってまいりました。どうか今年は天候に

左右されることなく、実り多いことを願うものでございます。 

それでは、さっそく本題に移ります。 
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今回、私は公共事業のあり方について、３つの項目にわたり、一般質問を行うことと

いたしました。１つ目に、都市再生整備計画の今後の方向性について。２つ目に、交流

人口の推進より安心して暮らせる事業の推進を。３つ目に、子どもたちの教育環境整備

のために。以上、３つの事項について一般質問を行います。 

それでは、まず、最初に都市再生整備計画について。本事業は文化財や歴史観光交流

施設等を一体的に整備し、観光客と地域住民との交流を促すとともに、町民に対し町づ

くりの魅力、文化の再認識を促し、天領天草の拠点都市であった歴史を生かした町づく

りを推進するとあります。そのため、現在までにビジターセンターを核とし、周辺の整

備事業を始めとし、富岡城に関した歴史資料館等の建設、今年度は大手門の整備が進め

られております。しかしながら、その成果となると思うほどの観光客増加には至ってい

ないのではないでしょうか。又、事業の推進については、いずれの場合においても、住

民の協力と理解は不可欠のものがありますが、その現状となりますと、厳しい目が一部

にはあるのではないかと解しているところでございます。第１期整備事業から現在の実

施事業において、当初は、確かに好意をもって町民の方々にも受け入れられた事業であ

ると理解をしているところでございます。現政府、政権が唱えている「未来への投資」

と大規模な経済対策に呼応するとともに、誰もが持ちえない町長自らが人脈を生かした

事業の推進と活用、誰もが期待をもって接していたと思っています。 

しかしながら、一方では、事業が進むにつれて、悪い意味で使われる「ハコモノ行

政」に変わってきたのではないか。そこには、先ほどから述べました住民の方々の周知

と説明が不足していることも１つの要因ではないかと思っているところでございます。

その最たるものが、第２期整備事業における歴史資料館であり、東西の角櫓の復元では

ないでしょうか。建物は建てたものの、展示内容の物足りなさ、そして、角櫓にいたっ

ては未だにその活用ですら確定していない状況下のようです。それゆえの結果だと思っ

ています。その上、第３期整備事業計画において、出丸の整備、櫓の計画があるようで

すが、いかがなものかと感じています。 

気にかかる懸案として、大手門公園整備事業の中に、工事施工に伴う地蔵堂の補償が

予算化されています。本事業は、先ほど、述べたように歴史的文化遺産の復元と活用を

生かした云々という言葉が述べられております。私は、地蔵堂が本来持っている意味か

ら考えると、現在地に鎮座していること、そのことに意味があるのではないかと当初か

ら思っていたところでございます。ですから、むしろ移築するんではなく、現在地に据

えて、それを利用した計画を立てることが必要だと思っていたところでございます。幸

か不幸か、住民の方々と協議を行った結果とし、石垣工事施工中、一旦移転をし、石垣

工事完成後、現在地に戻すとのこと。いろいろな経緯があったものと思いますが、本当

によい意味での結論だと思っているところでございます。ならば、計画段階において、
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設計委託業者の方からは当初から移築ではなく、現在地にあって生かした活用の提案は

なされなかったのか。又、本事業にあたり、事業評価委員会が開催されています。この

件に関し、特段の意見はなかったかお伺いをいたします。今回のような事柄を鑑み、町

長、本事業について、多くの時間はないかと思いますが、ここは一旦立ち止まり、本事

業を再検討される余地はありませんか。見解をお伺いいたします。 

次に、２つ目の事項の質問に移ります。現在、我が町では、都市再生事業及び地震に

伴う避難地の造成、ならびに関連事業として、サッカー場の整備、ならびに総合センタ

ー大規模改修工事とふるさとの未来を見据えた整備事業が目白押しで実施計画されてい

ます。これらの事業の主たるものは、いずれにおいても交流人口の推進であります。確

かに、いきいきと暮らせ、ふるさとと呼べる町づくりも必要ではございます。しかし、

議会においての先の一般質問があったように、昨年度の大水害を受けての橋梁の整備、

あるいは改良が必要であるがために、地権者から無償で用地の提供があった道路の整備

と。具体的に申しますと、小路川に架かる町道坂瀬川中央線の沖の田橋、及び下流の小

路橋、特に下流の小路橋については、橋長も短く、幅員も狭いために、又、架設物件も

なく、重量制限等を考慮し、早急に設計委託だけでも取り組む必要があるのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。なお、上流部の沖の田橋につきましては、架設物件

の関係者と協議を進め、一刻も早く予算を確保し、町長が提唱されている安心して住め

る町づくりのためにも、抜本的な解決に取り組まれることを望みます。なお、町道多々

羅線道路改良につきましては、先の議会において、電柱移転に多額の経費が必要だとの

答弁がありました。他の事業費と比較し、疑問視を覚えたところです。せっかく地権者

から無償で用地の提供があっていますが、今の状況では事故が起こらないとも言えませ

ん。いろいろな立場の人々が努力をなした結果、今のような状況になったと思っていま

す。早急な結論をいただきたいと思います。 

昨年度は町民にとっては水害から寒波の被害と大変厳しい状況でございました。先の

議会においては、来年度は国民健康保険税を増額したいとの発言もあっています。交流

人口の推進のために、多額の予算が投入される姿のみが大きく打ち出され、安心した暮

らしの充実を図るために税金が投入されているにも関わらず、その姿がなかなか見えて

こない状況でございます。これらのことを踏まえた見解をお伺いいたします。 

最後に、今年度は一段と厳しい夏場となりました。このような背景をもとに、今まで

に何回となく一般質問において、学校の空調設備、特に冷房の問題について多くの質問

事項が上がっております。ご存じのとおりよく言われます。「私たちが、俺たちが、小

学生の頃は。」とか「中学生の頃は、クーラーなんてもん考えてもいない。」と。しか

し、現実的には大変厳しい時代でございます。答弁は、いつも決まっております。検討

する、この一言です。私も長年、務めさせていただきましたので、この言葉の意味はわ
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かっているつもりでございます。しかしながら、検討するについても予算がないとなん

にもできません。数々の諸条件のあろうと思いますが、近い将来を見据え、学校校舎基

金への積み立ての考えはないかお伺いをいたします。 

以上で、私の３つにわたる一般質問を終わります。答弁を得たあとの再質問につきま

しては、一問一答方式により、自席にて行いたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の髙戸議員のご質問にお答えをいたします。まず、都市再

生整備計画の今後の方向性ということで、ご質問がありました。 

平成２８年度からの都市再生整備事業第３期計画では、富岡城から始まる歴史街道で

ある富岡往還沿線にある文化財や歴史的交流施設等の一体的な整備を行うことに加え、

情報発信を行う事業も含めておりますので、内外に積極的にＰＲすることで交流人口・

観光客の増加が実現できる計画としており、更に、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関

連遺産が世界遺産に登録される見込みがでてまいっておりますので、平成３０年度の天

草市の観光入込客数見込み１５万人のおよそ１割以上の１万５,０００人以上は苓北町

にも訪れていただけることができるような、そういう仕掛けも必要であると考えている

ところでもありますし、その何割かの方が苓北町に宿泊をしていただけるような仕掛け

ができると考えているところでございます。 

現在は、まだ未完成の状況でありますので、事業が完了いたしましてから再度評価を

いただきたいと考えております。 

又、地蔵堂が委託業者から当初、移築ではなく現在地を生かした提案がなされなかっ

たか。こんなのは聞いたこともありません。誰が言ったのかよくわかりませんが、全く

話はありません。ただ、地元の方々、ほとんど全員の方に私が問い合わせをしたのはで

すね、ここに建てるけれども、ここのあれを１回、石垣を積み増さなきゃいかんから、

壊さなきゃいかんけど、いいですかと。もし、他に移築したほうがいいということであ

れば、それは、もう皆さんの意見どおりこちらもいたしますよと。どうでしょうかとい

うことでお問合せをしたら、今のところにしてくれと。小さくなってもかまわないとい

うことでしたので、区の総意としてそういう計画をしておりますので、委託業者がどう

のこうのというのは、全く聞いた話ではございません。 

次に、事後評価委員会の意見についてでございますが、委員会は、議長、区長会長、

商工会長、学識経験者として県立大教授の４名で構成され、第２期の事業について、現

地調査や目標達成の確認等の評価をしていただき、特に意見はございませんでした。本

事業につきましては、他の町にない、我が町にとって大切な歴史を生かした町づくりと

して、継続して進めたいと考えておりますが、残念なのがですね、富岡のは大概、形と
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して残ってます。でも、１番大事な志岐のキリスト教遺跡が髙戸議員にもですね、もう

十分現職時代からご協力依頼をしてるわけでございますが、なかなかはっきりした確た

るものがない。大事なトルレスさんの墓もどこにあるかわからない。そういうことも踏

まえてですね、そういうことがそろえば本当にこれは日本にかんたる、そして崎津のキ

リシタンの史跡がですね、世界に認められるということになれば、世界からアジアから

たくさん来られます。そういった意味でそういう、いわゆる禁教下でなかったときの栄

えたキリスト教と併せた中で、今度は島原の乱のときに亡くなられた、打ち首にされた

方々の供養碑、富岡キリシタン供養碑、そういうのがずっとつながればという考えでお

ります。その中で、できるところから先にやっていくと。 

そして、これが国保のこととこのこと、これは別々じゃないかと思うんですね。確か

に国保はですね、この１０年以上、値上げをしておらないということも考慮してくださ

い。全然しなかったんだから。前、担当課長もやっておられたでしょうけど、しなかっ

たから上げざるを得なくなってきてる。基金がだいぶなくなってきてる。そういうこと

で、これは負担はしてもらいますが、これは特別会計ですし、又、その中で我々もその

結果が出て、町民の方々が値上げはするにしてもしょうがないかと思っていただけるよ

うな、そういうことの施策はですね、当然考えていかなければならないと考えておりま

すので、この件とこの件、これもやって、あれもやりたいと思っておりますので、どう

ぞよろしくご理解の程をお願いを申し上げます。 

それと、小路川の氾濫、私も本当にびっくりしました。あれがひっかかったおかげで

ですね、あんな大きな水害になるのかと。なるだけ早くしなければならないということ

で、いろいろ検討しております、具体的に。 

小路川にかかる橋梁の架け替えについてのご質問、ご指摘をいただきました。昨年６

月１１日の豪雨時に、小路川にかかる沖の田橋、小路橋の橋脚に竹木等の流下物がひっ

かかり、氾濫の原因となったとして、橋脚の撤去に関する質問があっておりました。国

道に架かる橋も含めまして、橋脚の撤去は橋の構造上できないので、架け替えるしかな

いとの答弁をいたしておりました。 

町道坂瀬川中央線に架かる沖の田橋は、昭和４７年３月完成のボックスカルバート形

式の橋であります。又、下流側の小路橋も同じく現場打ちのボックスカルバート橋でご

ざいます。昭和４９年に架けられたものでございます。橋梁の長寿命化のための調査を

平成２６年度に実施しておりますが、沖の田橋が判定１、小路橋が判定２でございまし

た。補修や架け替えが必要な３、４段階ではございませんでしたので、今後、小規模な

修理は必要になると思われますが、今のところは架け替える必要のない橋でございま

す。ただし、これらの橋を橋脚のないＰＣ桁等の橋に架け替える場合、概算でございま

すが、上流の沖の田橋が約３,５００万円、下流の小路橋が約３,０００万円、合計で
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６,５００万円必要になると見込んでおります。 

そのようなことから、小路川の流域面積から計算される流量と河川断面との比較検討

に加えまして、流れ下る竹木をつかまえるための流木捕捉工の整備につきまして、６月

に発注しておりました業務委託の中で検討いただいているところでございます。 

この流木捕捉工の施設整備費に用地代を加えましても、概算ではございますが、２,

５００万円から３,０００万円程度と見込んでおります。橋の架け替えよりも安価であ

り効果が期待できると考えられますので、起債事業での取り組みになると思われます

が、できるだけ早期に完成できるよう、更に検討してまいりたいと考えております。 

と申しますのも、これとこの都市再生事業に使う金があったら使ったほうがいいと、

私もそう思いますが、しかし考えてみてください。あの狭い川幅に架け替えてもです

ね、どんな形の橋を架けても、又、竹木がひっかかる可能性はあるんですね。だから、

そういった意味で、担当課で委託をしておりましたように、上流部で竹木の流れてくる

のを防ぐということ。もっと進めて考えてたのは、そのもっと上流部に砂防ダムをつく

ると。ただし、砂防ダムをつくるのには、なかなか要件が揃わなかったということで、

上流部に竹木を捉える防護柵をですね、つくるということの方向でですね、今、検討し

ております。これも緊急防災対策債でやろうと思って聞いてみたら、河川の部分は該当

しないって言うんですよ。だから、起債事業がありますが、だいぶ苓北町も財政力指数

落ちましたけれども、これは財政力指数の中で起債の交付税補てん率が変わってくると

いう、そして起債額率も変わってくるということでございます。どちらにしろ金がかか

っても、これはやらなきゃいけない事業です。これは人命のためにもですね、やらなき

ゃいかん事業ですから、この点についてはいずれにしろなるだけ早く結論を出して、人

命に関わることですから、緊急防災事業対策債でできれば、あとで交付税補てんが大き

いからいいなと思ってましたが、そんなことを言っておられる場合じゃないので、該当

する事業があれば、その該当する事業にのせようかという話まで今いっております。あ

とは、用地を確保しなきゃいけない面もありますので、これで時間をくうかもしれませ

ん。ただし、なるだけ、それにもご協力をいただいてですね、１日でも早く地域の方々

の安心を確保していきたいと。これは金がほしいから言ってるんじゃないです。２つ橋

を架け替えても、又、竹木がひっかかる可能性が大いにあるということも考えたところ

でございますので、ご理解をしていただきたいと思います。 

又、和田にございます町道多々羅線起点部の改良に関するお尋ねでございます。この

工事区域内に建っております電柱の移転補償費に関する九州電力との協議が整いました

ので、工事費を含めまして、本９月議会に補正予算として提案をいたしております。 

この件の今後の進め方でございますが、電柱の移設に１ヶ月程度の期間を要するとの

ことでございますので、本議会終了後に正式な電柱の移設をお願いすることとし、１０
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月末頃には工事を発注いたしまして、なるべく早い時期に竣工したいと考えているとこ

ろでございます。 

次に、子どもたちの教育環境整備について。もうこれは質問というよりも、ご指摘だ

ったんじゃないかなと、今、受け止めました。私も当然、空調はですね、我々の本当、

小学校中学校時代には考えられないことです。考えられないけれども、最近の暑さを考

えますと、やはり一遍に揃えられなかったら、低学年の子どもたちからですね、少しず

つでもやっていかなきゃいかん。まずは、補助事業がありますので、これをお願いして

おりますが、耐震ばっかり言うんですよ。耐震は今でもまだしよっとかって、私は思っ

ております。東日本大震災が終わったあとの対策費で、どうしてみんなしてくれなかっ

たのかなと。それを優先するからエアコンにまわす金がないということで、今のところ

これをどうするかということは、今度の又、経済対策もですね、防災、これは体育館に

は防災対策として避難所になるので、エアコンをつけることについても、国は考えてる

という県のお答えでございました。ただ、教室にはそれがないということですので、非

常に残念ですが、又、改めて、国に、県に要望いたしまして、補助金獲得を目指しま

す。小学校の整備も含めて要望を続けていく予定でございます。併せまして、とにかく

１教室からでもですね、できるように考えていきたいと。１つはやっぱりこういう行政

機関の発注形態の問題もあると思うんです。ベスト電器で買うてくればすぐつけられっ

とですよ。ただ、そういうわけにもいかないというが非常に残念なところでございまし

て、とにかく低学年からですね、少しずつでもエアコンをつけるように対応をしてまい

りたいと考えております。この件については、非常に遅くなって私も本当に大変忸怩た

る思いでございます。ご指摘を真摯に受け止めてですね、１日でも早く、少しでも多く

の教室にしていきたいと考えております。ただ、これ全部したほうがいいのかどうかと

いうのは、又検討もしたいと思います。中学、高学年までした方がいいのか。する必要

がないのか。これは又、我々でも検討いたしますが、ぜひ又議会でのご意見も聞かせて

いただきたいと思っているところでございます。 

以上、髙戸議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 町長に１つだけ、私の質問が誤解されているところがございま

すので、質問ではございませんけど、しておきたいと思います。 

地蔵堂の移築の委託のことなんですけども、私は設計業者からなかったんですかって

いうのは、あそこを設計する業者の方はそういった文化財等々に対して秀でた知識と言

いますか、経験豊富な方々だろうと思っております。ですから、今までの経験を生かし

た上で地蔵堂の意味からして、できるならば移築ではなく、一旦取り壊して、そこに再

び持ってくるようなことを考えられたらいかがでしょうかという提案と言いますか、そ
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れがなかったのかなと思っているところでございます。今後とも委託業者の方につきま

しては、そういった意味の余裕と言いますか、心と言いますか、そういった人の気持ち

をもった設計業者の方にできるだけ発注方お願いしたいと思っているところでございま

す。そこが、私の質問が悪かったかもしれませんけど、誤解がないようにお願いしたい

と思います。 

それから、まず、都市再生のことでございますけれども、第３期の計画の中で当初

５,０００万円ですかね。大手門整備から富岡港の船客待合所まで、これは２７年３月

の１８日に、議会の常任委員会の説明ということでいただいております。それから、こ

の前の全体会議の中で、又、資料をいただいたわけでございますけれども、確かに日に

ちが経つといろんな計画もそれぞれ変わってくるだろうと思います。この場合は私たち

がこの前いただいたのは、４億６,８５０万円の事業計画でございました。この中で、

全体計画の中で私が「又、櫓ですか。」ということで質問したところ、町長が「いや、

展望台だよ。」ということで答弁を受けたところでございますけれども、いずれにいた

しましても、５,０００万円の展望台となると少し高いかなと。私は、その５,０００万

円がどのようなお金か想像もつきませんけども、ちょっとクエスチョンマークがつくよ

うな金額でございました。その一方では、船客待合所が最初、８,０００万円だった。

３月１８日のときは８,０００万円の数字がこれに計上してございます。この前の私た

ちがいただいたのは、今度、５,０００万円の数字が出されておりました。ですから、

それを比べた場合に、展望所が５,０００万円で、船客待合所も５,０００万円ですかと

いうことがあったものですから、ここの再検討といいますか、それができないかなと思

っていたところでございます。 

これから先もいろんなとこで、この内容等々も変わると思いますけど、町長、今のこ

とを踏まえて何かこの後の変更計画ございませんか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 船客待合所については、これはまだつかみの段階でございま

す。まだ、いろんなご意見も聞いて、先程からのですね、離島航路として認められるか

どうかのことも兼ね合いが大分あると思います。そういった面で、今後変わってくる可

能性も大いにあると思います。 

又、出丸の展望所についてはですね、そこはもう少し展望所らしくない展望所で、周

りが櫓にはならないような形を教育課長に考えたらどうかという話を今してるところで

ございまして、これも予算も又変わってくる可能性が大いに、低い方に変わってくる可

能性があります。 

そういった意味でですね、先程の野﨑議員の前々からのご指摘もありましたような形

を、我々も受け止めながら、しかし、しっかりとした復元をしながら、その中でどうい
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うふうな財政的な節約もしていくか考えてまいりたいと思っているところでございま

す。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） それから、事業にあたり事業評価委員会という委員会があるよ

うでございますけど、これにつきましては、学識経験者、その他に議会から議長も入っ

ておられるようでございますけれども、区長会長とか商工会の会長さんたち入っておら

れます。事業評価委員会に期待を私たちは持ちたいと思っております。立派な委員会に

なるよう議長よろしくお願いしたいと思います。 

又、事業についてはですね、一旦立ち止まりという言葉を使わせていただきました。

どこかの知事が今度の知事選挙で通ったあとに、今までの計画については一旦立ち止ま

りながら再検討したいということが、ちょっと新聞報道等ではございましたので、あえ

てこの言葉を使わせていただきました。検討されるところは再検討を、町長、よろしく

お願いしたいと思います。 

それから、先程、国保とこの事業を一緒にという考えが言われましたけども、やはり

私も行政に携わった経験上、いや、そうじゃないんですよと。これはこれ、これはこれ

なんですよというふうに説明をするんですけども、町民の方はそうではなくて、いっし

ょたくりんという言葉を使ったら語弊があるかと思いますけども、いや、そうじゃない

んだと。あんた考えてんねって。来年は国保上がるっていう、あんた話やろ。きずなに

もそういうふうに書いてあった。片方では、５,０００万円かかる東西の角櫓をつくっ

ても、なんにも活用してなかもんねって。もう１回、それば考えろよって、一般質問で

もしてくれんね、という町民の方々からの強い要望がございますので、あえていっしょ

たくりんに述べさせていただいたわけでございます。確かに、町長言われたとおり、ず

っと国保税は上げてまいりませんでした。長年にわたる一般会計からの繰入金も、他の

町村よりも多く入れていただいたし、そして又、ある意味、何て言いますか、基金もご

ざいましたので、よかったわけでございますけども、大勢の方が病院にかかっておられ

ますので、当然、いつの日かは上げるときがくるとは私もわかりますけども、それと同

時並行してこういったことがあったもんですから、一般質問させていただいたわけでご

ざいます。誤解のないようにお願いしたいと思います。 

それから、小路橋については、おかげでですね、一番私も懸念をしていたんですけれ

ども、その中で、捕捉工ということで、今度始めて私もそのような工法があるのかなと

聞いたわけでございます。土木課長もいろんな検討をされて、これにいきつかれたのか

なと思います。一刻も早くですね、これが形となって、みんなの前に出てきて、あっ、

税金を払うけども、こういったことについては町も努力しとっとだなということで、姿

が見えるような事業に取り組んでいただきたいと思うわけでございます。 
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最後に、教育環境で特に空調設備のことでございますけども、文科省のですね、補助

率が教育課長に聞くと３分の１だと。私、以前、起債の担当しとったときは２分の１ぐ

らいだったと思っていたんです。しかしながら、たしかに文科省のは補助金基本額が低

いわけですよね。それで、補助金基本額に対する起債も決まっておりますので、どうし

てもやはり一般財源が必要となってまいります。町長は小さい低学年からやる方法も１

つではないかということを言われましたけれども、教育はよく言われますけども、全部

均等だと。小さな学校でも大きな学校でも、機会は均等に与えなくちゃいけませんよと

いうのが、私、学校教育には携わったことがございませんけども、社会教育の中でそう

いうふうに教わったことがございます。ですから、それならば均等になるべく配分がで

きるように積み立てのほうの努力をしていただきたいと思います。余ったから基金にと

いう考えではなく、最初から、計画的に今年度はいくら、今年度はいくらの積み立てを

しようと、そういったことで取り組んでいただきたいと思いますけども、これは、どっ

ちですかね。答弁お願いします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） まず、エアコンのことで言えばですね、これだけ貯まったから

ずっと貯めていくよりは、ある金を基にしてやっぱり少しずつでも教室を増やしていっ

たほうが私はいいと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 私はですね、こういったことを言っていいかはわかりませんけ

れども、小学校については統合の話も当然ですね、あと何年かしたら出てくるのではな

いかなと思うんです。あんたなんば言いよっとやって言われればそれまでですけども、

そういったことを踏まえて、できるだけ１つの目標を立てて、今年度はいくら、今年度

はいくらというふうにしたほうがいいのではないかなという私の考えでございます。町

長、どうですか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） その考えを承りますけれども、私はやれるんだったら１つずつ

でも早くやってやったほうがいいんじゃないかなと。そして、小学校の統合について

は、相当慎重に考えなきゃいかんと思っています。そこは、やはりですね、なんだか今

の苓北中学校もやむなしということで統合になりましたけれど、できれば小さいうちは

徒歩で通える学校に通っていただきたいと。そういう希望でございますが、それよりも

もっと説得力のある意見がありましたら、議会、その他を通してですね、統合がいいよ

という意向をですね、いろんな意見で教えていただければ。ただ、人数が少なくなった

だけでですね、統合ということについては、統合してもですね、そんな大した人数にな

らないですよね。そういうこともありますし、これはやはり今、地方創生を捉えてです
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ね、少しでも雇用人口が増えて、そこで今度、子どもさんたちも又、何人かでもたくさ

んですね、生まれていただけるような、そういう状況になるように総合的にいろいろ

我々も努力することがあると思いますので、今日はそういうご意見も承った中で、今後

の計画の糧にしていきたいと思っております。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 統合の話は、一応ここでやめておきたいと思います。私自身も

子どもを持つ、今、小中学校に通っている子どもを持つ親ではございませんので、ある

意味、部外者でございますので、統合の話はここら辺でやめておきたいと思いますけれ

ども、とにかく都市再生整備計画につきましては、多額の経費を今後とも投入するわけ

でございます。野﨑君のほうからもありましたように、やはりですね、町民に対する理

解、そのための説明ていうか、それをやはり念入れてやってほしいと思うんです。そう

することによって、住民の方々からも理解を得る場合が多いにしてあろうかと思いま

す。その結果が、ある意味、地蔵堂の移築ではないかなと私は思っているわけでござい

ます。そういったことで、今後とも都市再生については、担当課を始め、財政担当、町

長の考えもありましょう。再検討されることは再検討しながら進めていってほしいと思

います。 

以上で終わります。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） この都市再生整備事業もですね、平成３２年で全くおしまいに

すると。私は今提案したのは、今度の経済対策で全部やらせてくれって頼んでるんです

が、どうも金が足りないらしくて、２９年度分だけは前倒していいよと。どうしてそれ

を言うかというと、都市再生整備事業は起債をします。その起債した分の２割だけは交

付税補填してくれます、元利とも。でも今度は、経済対策補正予算であれば５割してく

れます。これやっぱり大変大きな金額でございますので、来年の２９年度は前倒しをし

てくれるということでございますので、又、議会でも議論をしていただければと考えて

おります。来年は大手門は入っておりませんので、その間よく議論をしてですね、町民

にもよく説明をして、大手門についてもご理解いただけるように頑張っていきたいと思

っております。 

○議長（山本政人君） これで髙戸幸雄君の一般質問を終わります。 

これで、一般質問全て終わります。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

会議を閉じます。なお、明日は午前９時３０分から本会議を開きます。 

どなた様も大変お疲れ様でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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散会 午後３時４４分 

 



 

 

 

 

 

平成２８年９月８日（木）  

（第２日目）  
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平成２８年第１０回苓北町議会定例会会議録（第２日目） 

 

 平成２８年第１０回苓北町議会定例会は、平成２８年９月８日苓北町議会議場に招集

された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  松本 良人          ２番  廣田 幸英 

    ３番  髙戸 幸雄          ４番  松野 重幸 

    ５番  倉田 明           ６番  石田 みどり 

７番  野﨑 幸洋          ８番  浜口 雅英 

９番  田嶋 豊昭         １０番  山下 時義 

１１番  錦戸 俊春（副議長）    １２番  山本 政人（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  宮 﨑 裕 昭     書    記  野 田 寛 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  山 﨑 秀 典 

税務住民課長  益 田 大 介     企画政策課長  荒 木 広 之 

教 育 課 長  汐 﨑 正 喜     土木管理課長  山 口 仁 人 

農林水産課長  野 田 尚 之     商工観光課長  尾 脇 宣 宏 

水道環境課長  小 林 和 文     福祉保健課長  山 﨑 敬 一 

健康増進室長  坂 元 俊 司     会 計 課 長    立 山 清 剛 
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８．議事日程 

日程第 １ 報告第 ５号 例月現金出納検査の結果報告について（平成２７年度

５月分・平成２８年度５月分・６月分・７月分） 

日程第 ２ 報告第 ６号 所管事務の合同調査結果報告について 

日程第 ３ 請願第 １号 「所得税法第５６条の廃止」を求める意見書提出に関

する請願について 

日程第 ４ 承認第１１号 専決処分の承認について 

      専決第１０号 平成２８年度苓北町一般会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第 ５ 議案第４３号 苓北町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第４４号 苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第 ７ 議案第４５号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第 ８ 議案第４６号 平成２８年度苓北町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ９ 議案第４７号 平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１０ 議案第４８号 平成２８年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１１ 議案第４９号 平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１２ 議案第５０号 平成２８年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号) 

日程第１３ 議案第５１号 平成２８年度苓北町下水道特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１４ 議案第５２号 平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１５ 議案第５３号 平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第５４号 平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１７ 議案第５５号 請負契約〔志岐漁港臨港道路１号橋下部工工事（その

１）〕の締結について 

日程第１８ 議案第５６号 請負契約〔苓北町町民総合センター大規模改修工事

（その２）〕の締結について 
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日程第１９ 認定第 １号 平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第２０ 認定第 ２号 平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２１ 認定第 ３号 平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２２ 認定第 ４号 平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２３ 認定第 ５号 平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２４ 認定第 ６号 平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第２５ 認定第 ７号 平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第２６ 認定第 ８号 平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第２７ 認定第 ９号 平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２８ 認定第１０号 平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

日程第２９ 認定第１１号 平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第３０ 報告第 ７号 平成２７年度決算における健全化判断比率等について 

日程第３１ 報告第 ８号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価報告について 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（山本政人君） 皆さん、おはようございます。 

只今の出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、只今から本日の会議を

開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 報告第５号 例月現金出納検査の結果報告について（平成２７年度５月

分・平成２８年度５月分・６月分・７月分） 

○議長（山本政人君） 日程第１、報告第５号、例月現金出納検査の結果報告書（平成

２７年度５月分・平成２８年度５月分・６月分・７月分）が提出されましたので、お手

元に配付をいたしております。朗読は省略します。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これで、報告第５号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 報告第６号 所管事務の合同調査結果報告について 

○議長（山本政人君） 日程第２、報告第６号、所管事務の合同調査結果報告について

を議題とします。 

この件につきましては、三常任委員会の合同で、７月に実施した現地調査についての

調査報告書が提出されましたので、お手元に配付をいたしております。 

それでは、委員長に報告を求めます。 

三常任委員会合同でありますので、代表していただき山下総務常任委員長。 

○総務常任委員長（山下時義君） おはようございます。 

報告第６号、平成２８年８月２６日、苓北町議会議長、山本政人様。苓北町議会総務

常任委員長、山下時義。建設経済常任委員長、野﨑幸洋。町民福祉常任委員長、田嶋豊

昭。 

三常任委員会合同調査報告書。 

三常任委員会は、合同で所管事務の調査研究を行ったので、会議規則第７７条の規定

により、下記のとおり報告いたします。 

記、１、調査事件名、平成２７年度事業の実施状況等について現地調査。２、調査の

経過、（１）調査期日、平成２８年７月８日金曜日であります。（２）調査場所、①小路

川災害復旧工事。②上津深江広域避難地。③苓北町拠点避難地整備工事（１工区と２工

区、遊具設置）。④志岐漁港臨港道路（整備工事、２号橋上部工事新設工事）。⑤富岡城
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大手門跡整備工事（東側石垣整備工事、築地塀整備工事、堀切整備工事）。⑥年柄川災

害復旧工事。⑦町道年柄１号線落石防護柵設置工事。⑧舞子川災害復旧工事。⑨町道赤

仁田線災害復旧工事。（３）出席委員は、総務、山下時義委員長、浜口雅英副委員長、

廣田幸英委員、倉田明委員。建設経済、野﨑幸洋委員長、松野重幸副委員長、髙戸幸雄

委員、松本良人委員。町民福祉、田嶋豊昭委員長、錦戸俊春副委員長、山本政人委員、

石田みどり委員。（４）委員会書記、議会事務局長。３、調査の概要でございます。各

工事現場において、担当課長及び担当者から工事の実施状況等について説明を受け、各

委員から工事内容に関するお尋ね等がありました。４、出された意見要望等について報

告いたします。拠点避難地のトイレについては、利用人員、頻度を考慮して、増設の方

向で検討されたい。要望が出されておりました。拠点避難地の盛り土の整備について

は、説明をしてもらいたい。富岡城大手門跡整備については、費用対効果も含め、全体

像が見えてこないため十分な説明を要望する。以上のような意見が出されました。 

ご承知のように、この拠点地の盛り土整備についてと富岡城大手門整備については、

８月２９日の全員協議会で執行部から説明を受けたとおりでございます。 

以上、報告いたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。これで、報告第６号、所管事務の

合同調査結果報告についてを終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 請願第１号 「所得税法第５６条の廃止」を求める意見書提出に関する請

願について 

○議長（山本政人君） 日程第３、請願第１号、「所得税法第５６条の廃止」を求める

意見書提出に関する請願についてを議題とします。 

この件については、平成２８年６月１０日、第９回議会定例会において、総務常任委

員会に審査を付託しておりました。今回、審査結果の報告書が提出されましたので、写

しをお手元に配付いたしております。 

総務常任委員長に報告を求めます。山下総務常任委員長。 

○総務常任委員長（山下時義君） 平成２８年８月１９日、苓北町議会議長、山本政人

様。苓北町議会総務委員会委員長、山下時義。 

議会総務常任委員会審査報告書。 

平成２８年第９回議会定例会において、本委員会に付託された下記事件について、次

のとおり審査の結果を報告いたします。 

記、１、事件及び付託年月日、請願第１号、「所得税法第５６条の廃止」を求める意
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見書提出に関する請願について。付託年月日が、平成２８年６月１０日付けでございま

す。次に、調査の過程。調査期日、平成２８年７月１９日と８月１９日、２日間であり

ます。２番目に、審査場所、監査委員室、苓北町商工会、苓北町農業協同組合、３番目

に、委員の出席、山下時義委員長、浜口雅英副委員長、倉田明委員、廣田幸英委員。委

員の欠席なし。委員外出席、山本政人議長、石田みどり委員。この方は、紹介議員であ

ります。６、執行部出席、益田税務住民課長。７番目に、委員会書記、宮﨑事務局長、

審査の経過、議会からの付託に基づいて、請願の取り扱いについて慎重に審議いたしま

した。３番目に、審査の結果、請願第１号、決定、不採択とすべきものと決定いたしま

した。少数意見の留保はありません。 

ここで、補足説明をさせていただきます。まず、平成２８年請願第１号、「所得税法

第５６条の廃止」を求める意見書提出に関する請願について。紹介議員から、請願趣旨

の説明や担当課長から条文についての説明を受け、苓北町商工会、苓北町農業協同組合

の意見等もお聞きしまして、慎重に審査いたしました。平成２８年請願第１号、中小零

細業者を支えている家庭従業者への労働の対価が、所得税法第５６条により、経費に認

められていないことから、所得税法５６条を廃止するよう、地方自治法第９９条に基づ

き、国の関係機関への意見書の提出を求める内容でありました。この所得税法５６条の

例外規定について定めてあります、第５７条との関連について併せて検討いたしまし

た。白色申告の簡易な記帳では、家族従業員の給料を必要経費に算入する際に、恣意的

に所得を分配する恐れがあるため、所得税法第５６条についてはこれを認めていないこ

とであります。しかしながら、所得税法第５７条では、記帳により事業と家計の分離が

明確になる青色申告を選択することにより、家庭従業員の給与を必要経費に算入するこ

とができるとしてあります。所得税法５６条の規定は、不合理ではないと考えておりま

す。このようなことから、所得税法５７条が十分に５６条を補充していると、このよう

な意見が出されました。産業団体の意見でも、白色申告の場合も平成２６年１月から全

て業者に記帳義務が課せられております。青色申告の特典などから青色申告を勧めてい

るということで、商工会、ＪＡれいほくなども勧めておるというふうなことでございま

す。 

以上、報告を申し上げます。 

○議長（山本政人君） はい、報告が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

請願第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件に対する委員長報告は不採択です。したがって、会議規則第８１条、可を諮る原

則に基づいて、原案について採決します。 

請願第１号、「所得税法第５６条の廃止」を求める意見書の提出を採択することに、

意見書の提出をすることに賛成の方はご起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい、起立少数です。 

したがって、請願第１号、「所得税法第５６条の廃止」を求める意見書提出に関する

請願については、不採択とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 承認第１１号 専決処分の承認について 

     専決第１０号 平成２８年度苓北町一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第４、承認第１１号、専決処分の承認について、

専決第１０号、平成２８年度苓北町一般会計補正予算（第２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第１１号、平成２８年度苓北町一般会計補正予算（第２

号）の専決処分の承認についてをご説明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度苓北町一般会計補正予算を

専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により、議会に報告し、承認をお願いす

るものでございます。これは６月２８日と７月１３日から１４日までの豪雨により発生

した災害に対応するための補正でございます。 

なお、内容につきましては企画政策課長から、ご説明をいたさせますので、よろしく

ご承認のほどをお願い申し上げます。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 平成２８年度苓北町一般会計補正予算（第２号）の内

容についてご説明します。 

歳入歳出それぞれ２,９６０万円を追加しまして、総額を５２億１,１００万７,００

０円とするものでございます。今回の補正は、２８年６月２８日と７月１３日、１４日

にかけての豪雨による災害に対応する経費でございます。 

６ページをお願いします。歳入でございますが、款１８繰越金、項１繰越金、目１繰

越金、２,９６０万円の増額でございます。 

７ページをお願いします。歳出です。款５農林水産業費、項１農業費、目５農地費、

節１１需用費は、修繕料４０万円の増額。節１９負担金補助及び交付金は、農地等小災
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害復旧事業補助金５０万円の増額です。 

８ページをお願いします。項２林業費、目２林道費、節１４使用料及び賃借料は、崩

土取り除き等の重機借上料２１０万円の増額です。 

９ページをお願いします。款７土木費、項２道路橋梁費、目２道路維持費、節１１需

用費は、修繕料１５０万円の増額。節１４使用料及び賃借料は、重機借上料１５０万円

の増額です。 

１０ページをお願いします。項３河川費、目１河川総務費、節１１需用費は、修繕料

５０万円の増額。節１４使用料及び賃借料は、重機借上料５０万円の増額です。 

１１ページをお願いします。款１０災害復旧費、項１農林水産業施設災害復旧費、目

２林道施設災害復旧費、節１３委託料は、地滑り調査委託料、査定設計委託料で１,２

６０万円の増額です。 

１２ページをお願いします。項２公共土木施設災害復旧費、目１河川等災害復旧費、

節１３委託料は、査定設計委託料１,０００万円の増額です。 

以上で、苓北町一般会計補正予算（第２号）の説明を終わります。ご承認のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 只今説明が終わりました。 

これから質疑を行いますが、ここで議長から皆さま方にお願いをいたします。もう、

皆さま方、既にご承知のことではありますが、質疑は全て簡明に行っていただきたい。

自己の意見は遠慮願うということになっておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

それでは、質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 借上料が１、２、３ページ、８ページがありますが、これまで

も申し上げてきましたが、もし事故があったときの対応がこれでいいのかどうかと思い

ます。それで私は道路取り除き作業委託料とかですね、そういう形で支出すべきではな

いかというふうに思います。これはたぶん何とか土木建設さんが重機を持っておられる

のでお願いしますよという形で土砂取り除きとかそういう作業をお願いされるというふ

うに思います。その場合は、同じ名前を使って委託料にすれば、委託契約が発生して作

業される業者さんにも、もし事故があったときの迷惑にはならないのではないかという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。 

それから、これ又、自分の意見やったですかね。それから、意見ば言わんば質問はで

きませんので。 

○議長（山本政人君） 今、発言中でありますが、自分の意見も出るときには最小限。 

○８番（浜口雅英君） １１ページに委託料があります。それから１２ページに設計委

託料があります。これは何件なんでしょうか。件数を教えてください。以上です。 
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○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 以前も、同じようなご質問がございましたけども、重

機の借り上げ料の考え方でございますが、今現在、議員もご承知のように、町のほうで

は崩土等の取り除きの際に、重機の借り上げというようなことで、重機とオペレーター

込みで借り上げをいたしまして、土砂等の取り除きに従事をいただいているところでご

ざいます。 

そういう中で、建設業者の方におかれましては、法的にそういう事故等がおきた場合

に対応できるように保険等に加入する義務がございます。町が従来発注をしております

工事をされる際と同様にですね、その作業を町がお願いをした業者さんにおかれては、

なるべく事故が起きないように、当然のことでございますけども、そういう中で作業を

していただく義務がございますので、この重機の借り上げに関しましてはですね、予算

項目の中で、他の自治体でも同じような取り組みがなされておりますので問題はないと

いうふうに理解をいたしております。 

それから業務委託におきます件数のご質問でございましたが、河川等の土木施設の件

数でございますけども、道路が１３本、それから河川９本、計２２本を災害復旧事業と

して査定申請する予定でございます。 

以上でございます。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） １１ページの委託料の件数についてお答えいたしま

す。調査委託料１,０１０万円は、６月の定例会後にご報告いたしました苓北天草線の

地滑りの委託料１件分でございます。それと、査定設計委託料につきましては、林道災

害の５ヶ所分でございます。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 苓北天草線は都呂々地区の広域基幹林道のことですかね。それ

と、借り上げ料については当然、業者さんの中ではですね、保険にかたられて作業があ

ったときには従事されてる方も対応を当然考えておられると思います。ただ、今回この

ような形では借り上げ依頼がどういう形で依頼されているのか。電話１本で何とか線の

どこどこに行って増えていますので、取り除いてください、精算は借り上げ料で精算し

ますので請求書を出してくださいということで、口頭で話してあるのか。それとも、借

り上げからの契約等とか、ちょっと面倒ですけども、そういう書類的なものの取り扱い

はされているのかどうか。よその自治体はそうなんだということですけども、それはそ

れとして苓北町ではどう考えているのか。あと１回教えてください。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 只今、議員のほうからご指摘があっておりますよう
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に、土砂の取り除き等につきましては、ある意味、そこで生活をされていらっしゃる住

民の方等もいらっしゃいますので、緊急を要する場合が多いわけでございますが、ご案

内のように電話で依頼をして、口頭での依頼と承諾という形の中で、町と業者さんの間

でですね、書類的にはありませんけども、そこで受託をされたということでの依頼に対

する承諾がなされている、事業を実施されているという中でそういう契約が成立をして

いるというような判断でございます。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） １１ページの調査委託料は、広域林道の苓北天草線の

都呂々地区でございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 借上料の件についてですが、口頭ということです。やはりそう

いう一種の契約に値するというふうに思いますので、よその自治体じゃなくて情報行政

機関である県とか国の指示を１回仰いでもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今、ご指摘の部分もですね、確かにあろうかと思いま

すので、今後更に検討をさせていただきます。ありがとうございます。 

○８番（浜口雅英君） 終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。山下君。 

○１０番（山下時義君） １０番、山下です。 

 都呂々のですね、広域林道の調査委託料ですが、現在、調査がなされておると思いま

すが、災害が発生してから約半年になります。住民の方はですね、非常に困っていらっ

しゃるわけですよ。どういうことで工事が進められるのか、大変不安に思っておられま

すので、今後どういう工事をなされて、どのくらいの期間がかかるのかですね、お知ら

せ願いたい。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 広域林道の地滑りの災害についてですが、動きがあり

ましたのが４月１５日地震後のパトロールですね。それから、１ヶ月後に大きな活動、

それで現在も活動をしている。滑っている状況でございます。路体部分も崩落しかけて

おります。ただ、下には、下流には都呂々川の上流、本流がございます。その方向とは

別に、避けて東向きに滑ってる状況で、崩落して本流をせき止めるっていうような状況

は、心配は今のところはない模様でございます。ただ、今、動いている状況ですので、

今後その滑りが止まってから災害査定に移ることになります。その査定までの過程とし

て、その状況を把握するための今回の調査設計の委託料でございます。この件につきま
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しては、県を通じて林野庁にも状況については、ご報告をいたしているところでござい

ます。今後の工事につきましては、その滑りが止まらないとどうしてもできないという

ことで、長引いた事例からいけば半年から１年という長い期間をかけた地滑りの査定と

いうのも事例がございます。 

 以上でございます。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。山下君。 

○１０番（山下時義君） 自然のことですからですね、地滑りが止まらんと設計もでき

ませんし、工事もできないかと思いますが、なるだけですね、調査を早くしていただい

て、早く工事に取り掛かっていただくように努力してください。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） それでは他にございませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） １１ページの災害復旧です。林道の関係ですが、調査費が１,

０１０万円とかなり高額な金でございます。どういった調査をなされるのでしょうか。 

それと、ここの地域は、地滑りとか急傾斜地とかそういった指定は何も受けてないと

ころでしょうか。というのが、地滑りとか急傾斜等を指定してあれば、当然町が負担せ

んでも県あたりの事業でできる可能性があるところありますね。そういったところを使

っていただければ、例えば極端に申しますと、ここに１,２６０万円上げてあります一

般単独費は要らないと、県とか何かなればですね。そういったことも考えられますの

で、そこら辺はどうかなと、お尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 調査委託料の内容についてですが、ボーリング調査を

３本、大きなものですけども、ひずみ計の設置ですね。どれだけ期間に動いてるかとい

うようなひずみ計の設置。それと、地滑り面までの発動する、動くですね、あいなかに

まず、水が作用しているということで水位計の設置ですね。大きなものはこの３つでご

ざいます。それと、確かに高額なわけですけども、これにつきましては、それとです

ね。地滑りの指定ですけども、これは全くございません。 

今後のですね、高額な査定設計費でございますが、地震もあっております。豪雨もあ

っております。それで激甚化、あるいは地震ですね。地震の激甚化、豪雨の激甚化、そ

れになるべく、なるべくっちゅうかもうかけていただくように、今後国ともですね、査

定を通じてお願いしてまいりたいと考えております。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。これから討論を行いますが、討論はあり

ませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

承認第１１号を採決します。本案は承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、承認第１１号、専決処分の

承認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第４３号 苓北町税条例等の一部を改正する条例について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第５、議案第４３号、苓北町税条例等の一部を改正

する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 議案第４３号、苓北町税条例等の一部を改正する条例

について。 

苓北町税条例等の一部を別紙のとおり改正することとする。 

平成２８年９月７日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由。地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）、地方

税法施行令等の一部を改正する等の政令（平成２８年政令第１３３号）、地方税法施行

規則等の一部を改正する省令（平成２８年総務省令第３８号）及び地方税法施行規則の

一部を改正する等の省令（平成２８年総務省令第３９号）、所得税法等の一部を改正す

る法律（平成２８年法律第１５号）が改正されたことに伴い、苓北町税条例等の一部を

改正する必要があるためでございます。 

苓北町税条例等の一部を改正する条例（案）の内容について、説明いたします。 

次のページをお願いいたします。 

平成２８年苓北町条例第 号 

苓北町税条例等の一部を改正する条例（案） 

第１条、苓北町税条例（昭和４０年苓北町条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

改正内容につきましては、新旧対照表により説明しますので、新旧対照表の１ページ

をお開きください。 

対照表の右の欄が改正前、左の欄が改正後で、棒線の部分が今回改正されたものでご

ざいます。 

今回の主な改正事項は、期限後に納入した納入金にかかる延滞金額の計算の基礎にな

る期間の見直し、地方法人課税の偏在是正に伴う法人町民税、法人税割の引き下げ、自

動車による環境負荷の低減を図るため、環境性能の優れた自動車の普及等を促進する税
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制上の仕組みが必要であることから、軽自動車税における環境性能に応じて税率が決定

される環境性能割の導入、現行の軽自動車税を種別割に改正すること等によります条文

の整理、医療費控除の特例の創設、日本と台湾における租税条約に相当する二重課税回

避のための枠組みの構築など、地方税法等の一部を改正する等の法律、所得税法等の一

部を改正する法律が改正されたのに伴い、苓北町税条例の一部を改正するものでござい

ます。 

今回の改正の条文の整備、条項等の変更につきましては説明を省略させていただき、

主な改正事項につきまして説明をいたします。 

１ページをお願いいたします。 

第１８条の３についてでございます。地方税法第２０条の１０に規定する納税証明書

の交付につきまして、天災その他やむを得ない理由で、軽自動車税を滞納している場合

について、軽自動車税納税証明書の備考欄にその旨が記載されるもので、軽自動車税か

ら種別割へ名称が改正されたことに伴う条文の整備でございます。 

同じく、新旧対照表１ページの１９条についてでございます。期限後の税金又は納入

金についての延滞金についての特例について。軽自動車税の環境性能割が新たに設けら

れたことに伴い追加されたものです。 

２ページをお願いいたします。 

第３４条の４でございます。法人住民税は税収が法人の立地に左右され、所得が大き

い法人が立地する市町村への偏在度が高く、年度間の税収が大きい等のことから、地方

法人課税の偏在是正のため、法人住民税の一部を国税化し、その税収を地方交付税の原

資とするもので、９.７パーセントから６パーセント引き下げられるものです。 

２ページの第４３条の普通徴収にかかる個人の町民税の賦課額の変更又は決定及びこ

れらにかかる延滞金の徴収の改正についてでございます。修正申告書の提出又は納付す

べき税額を増加させる更正があった場合において、その修正申告又は増額更正にかかる

個人の町民税について、期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ、当該

期限申告書又は期限後申告書の提出により納付するべき税額を減少させる更正があった

あとに、増額更正があった場合、当初、納付した税額に達するまでの部分について、延

滞金の計算から一定の期間を控除して延滞金の計算を行う特例でございます。 

続きまして、４ページをお願いいたします。第４８条の法人の町民税の申告納付にか

かる改正についてでございます。修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更

正があった場合において、その修正申告又は増額更正にかかる法人の町民税について、

期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ当該期限後申告書又は当該期限

後、申告書の提出により、納付すべき税額を減少させる更正があったあとに増額更正が

あった場合、当初納付した税額に達するまでの部分について延滞金の計算から一定の期
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間を控除して延滞金の計算を行う特例でございます。 

５ページから６ページにつきましては、法人の町民税にかかる不足税額の納付手続き

の改正についてでございます。改正の内容につきましては、４８条と同様でございま

す。 

７ページをお願いいたします。第８０条の改正についてでございます。自動車による

環境負荷の低減を図るためには、環境性能の優れた自動車の普及等を促進する税制上の

仕組みが必要であるとされ、環境性能に応じて税率が決定される環境性能割を自動車税

及び軽自動車税に設けることになりました。又、併せまして、現行の軽自動車税を種別

割に名称を変更する改正が行われました。 

第８１条につきましては、軽自動車税のみなし課税に関する改正です。自動車をロー

ン等で購入する場合、売主が販売代金が完済されるまで軽自動車等を担保とするもの

で、代金が完済後に所有権を変更するものですが、軽自動車税の賦課課税につきまして

は、買主を軽自動車税等の所有者とみなして課税するものでございます。 

８ページをお願いいたします。同条第３項では、販売業者等が販売のため、その運行

以外の目的で取得した場合、車両番号の指定を受けた場合に、販売業者を軽自動車の取

扱者とみなして環境性能割を課税するものでございます。 

第８１条の２につきましては、日本赤十字社が所有する非課税の範囲、第８１条の３

は環境性能割の課税標準についての規定でございます。 

第８１条の４につきましては、環境性能割の税率の規定です。この税率は、三輪以上

の軽自動車税に対しまして、平成３２年度燃費基準、平成２７年の燃費基準も一部も

ち、燃費基準達成度に応じて決定されるものです。 

９ページをお願いいたします。第８１条の５は、環境性能割の徴収の方法は、申告納

付によることとされております。 

第８１条の６は、環境性能割の申告納付としまして、環境性能割の納税義務者は三輪

以上の軽自動車の区分に応じ、課税標準額環境性能割額及びその他必要な事項を記載し

た申告書を車両番号の指定した日、自動車検査証の記載事項に変更のあった場合は１５

日以内に提出しなければなりません。 

１０ページをお願いします。第８１条の７は、環境性能割の不申告に関する過料の額

及び納期限について規定したものです。 

第８１条の８は、公益のため直接専用する場合の環境性能割の減免について、規定し

たものです。 

第８２条は、現行の軽自動車税を種別割に名称変更する等の規定の整備でございま

す。 

１１ページをお願いいたします。１１ページの第８３条から１４ページ第９１条まで
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の改正は、現行の軽自動車税を種別割に名称変更する等によります規定の整備でござい

ます。 

１５ページをお願いいたします。附則第６条の改正は、現行の医療費控除の特例とし

て、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を勧める観点から、健康の保持増進

及び疾病の予防への取り組みとして、一定の取り組み、この一定の取り組みと言います

のは、特定健診、予防接種、人間ドック、がん検診等のうち、納税義務者本人がいずれ

か１つ受けていることを指しております。行っている個人が平成２９年１月１日から平

成３３年１２月３１日までの間にスイッチＯＴＣ医薬品、これは指導を受けた医薬品及

び一般医薬品のうち医療用から転用された医薬品のことを言います、を年間１万２,０

００円を超えて支払った場合には、その購入費用のうち１０万円を限度に１万２,００

０円を超える額を所得控除するものです。なお、この適用につきましては、現在の１０

万以上の医療費控除を受ける場合には、とのどちらか１つということで、重複して受け

ることができなくなっております。 

第１５条の２につきましては、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例として、環

境性能割の徴収につきましては、当分の間、県が自動車税の賦課徴収によって行うもの

でございます。附則第１５条の３は減免の特例としまして、当分の間、県が実施する。

附則第１５条の４は、申告納付の特例。第１５条の５は、環境性能割に変わる徴収取り

扱い費用として５パーセントを町が県へ交付するものです。 

１６ページをお願いいたします。附則第１５条の６は、環境性能割の特例として、営

業用の三輪以上の軽自動車等に対する税率の特例です。 

１６ページから１８条までの附則第１６条の改正は、軽自動車税の種別割のクリーン

化特例の期間の１年延長及び環境性能割の導入に伴い、現行の軽自動車税を種別割に名

称変更するとの規定の整備でございます。 

１８ページをお願いいたします。附則第２０条の２の１８ページから２０ページまで

の改正についてでございます。これまで外国人居住者等の所得に対する課税につきまし

ては、二重課税の回避を図るため、日本国が締結した租税条約により国内法の整備がな

されており、利子及び配当所得については、所得税住民税等については、税務署へ申告

することにより非課税とされております。一方、日本と台湾においては、民間の取り組

みとして結ばれておりました所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止

のための広域財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取り決めに規定された内容を日

本国内で実施するための国内法の整備が平成２８年度税制改正により行われ、日本国と

締結した国際条約ではありませんが、租税条約に相当する枠組みが構築されたものでご

ざいます。 

２１ページをお願いいたします。附則第２０条の３につきましては、２１ページから
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２４ページまでは２０条の２に条例が新設されたことによりまして、現行の条約適用利

子等及び条約適用配当にかかる個人の町民税の課税の特例の条文が２０条の３に条番号

が改正されたものでございます。 

２４ページをお願いいたします。第２条、苓北町税条例等の一部を改正する条例。平

成２６年苓北町条例第３８号の一部を次のように改正する。附則第６条の改正につきま

しては、法律の改正によりまして、現行の軽自動車税を種別割に名称変更する等の規定

の整備でございます。 

２６ページをお願いいたします。第３条、苓北町税条例等の一部を改正する条例。平

成２７年苓北町条例第１６号の一部を次のように改正する。附則第５条の改正は、苓北

町税条例第１９条の改正に伴う所有の規定の整備等でございます。 

恐れ入りますけれども、条例の本文の１５ページをお願いいたします。附則第１条

で、それぞれの規定の施行期日を定めております。第２条で町民税に関する経過措置

を、第３条で軽自動車税に関する経過措置を規定しております。 

この条例の改正は、原則として平成２９年１月１日改正でございますが、法人税の税

率改正、軽自動車税環境性能割、種別割に関する改正事項につきましては平成２９年４

月１日から、特定一般用医薬品等購入品に関する医療費控除等の特例につきましては平

成３０年１月１日から適用されるものでございます。 

以上が、苓北町税条例等の一部を改正する条例（案）の内容でございます。よろしく

ご審議のほどお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。質疑はありませんか。松本君。 

 質疑を行うときにはページ数を言って。 

○１番（松本良人君） ページ数はちょっと書き損ねた。全体的にですね、今、説明

で、すみません、私、あまりよくわかりませんでした。わかりませんでした。見てもわ

かりませんでした。余分に見たんですけども。大まかに言って、軽自動車税は上がると

いうことなんですか。下がるということなんですか。所得税は上がるということなんで

すか。下がるということなんですか。いろいろありまして。 

ちょっと待ってください。３回でしょ。軽自動車ですね。いや、その前にですね、こ

の法律がもし我々の町民に、苓北町の町民に不利益であるということが出た場合は、必

ず変えないかんとですかね。いろいろ地方自治法が変わったから変えますということで

ございますが、地方自治法がだっても苓北町の税条例は変えんとよかというようなこと

もあるとでしょうかね。 

それから、軽自動車に関してはほとんど今苓北町の方、山間部の方、あるいは結構お

年寄りの方が足代わりに使っておられます。そして、あまり大都会の法人とか何かとい

うように、もう１日に何十ｋｍ、何百ｋｍって走りません。そういった形でほんの１日
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にですね、１０ｋｍから２０ｋｍぐらいしか走らん。２０ｋｍ走っても多かほうですけ

ども。そういった形の持ってる方々のにも同じように全国通して税金を掛けるのかです

ね。そうした場合になれば、国民は平等でなからんばいかんから、やはりそこら辺のイ

ンフラの整備も国が率先して、自治法で決めるのならば、率先してやらんばいかんとじ

ゃなかろうかなと思います。 

○議長（山本政人君） 松本君。質疑中でありますが、何を聞くのかですね、それを重

点的に簡潔に。 

○１番（松本良人君） 関連をしておりますので、そこまで説明をしなければわからな

いと思いますので、もしよかったら言わしてください。 

要するに、国は同じレベルで国民を見なければいかんわけですので、当然、へんぴな

ところまでの対応はしなければいかん。ところがこういった形で税金は上げますよと

か、年金の少ない方々が軽トラックを持っとって、例えば環境税がどうかわかりません

けれども、年数、年式の新しいのに、新しい年式のほうは安くしますよと、クリーン税

ということで、環境汚染をしないからということで掛けるのはどうかと思いますが、そ

こら辺をお願いをいたしたいと思います。 

それから、環境税の関係でございます、これも。農業用の機械に田植え機とか何かま

で軽自動車を掛けてあります。そこら辺の年式とか何か全くわからんとがあるわけです

が、これも１年に１回か２回ぐらい小規模の農家は半日ぐらいしか使わらんとにもやは

り環境税ということで１年中使う分と同じような感じで掛けるのかどうか。 

それから、私の今の説明の中で、法人税というのがかなり優遇されているように思わ

れます。今の本当に法人税を優遇して、なぜ弱者の方が足代わりとして使っておられる

軽自動車等が高くなるのか。そこら辺の説明をお願いします。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 只今、松本議員のほうから質問ありましたが、まず環

境性能割につきましては、この税金自体は地方税法の改正で国会で税法の改正がありま

したところです。あとは、それを町が条例で決めるわけでございますけれども、環境性

能割につきましては、まず、これは三輪による軽自動車税を取得したことに対しまし

て、今度は新たに規定されるものでございます。今まで自動車取得税という形で取得さ

れておったものが、今度、環境性能割というふうな形で名前が変わったものでございま

す。この目的は、消費税が８パーセントから１０パーセントに上がることによります、

その分によります自動車取得税の廃止というような方向でございます。その代わりに、

今度は３輪以上の軽自動車につきましては、環境性能割という形でそれに代わるものと

して財源が組まれるものでございますけれども、ただ、これは皆さんご存知のように、

消費税の８パーセントが１０パーセントの改正につきましてが、今度は延期という形で



 

－92－

内閣のほうから発表されておりますし、今回のこの環境性能割の条例につきましては、

今回こういう形で条例化はしますけれども、今度又改正によりまして、この環境性能割

の期限を延期するという形で、又、今後国のほうから条例改正がまいりますので、その

ときに又、条例の延期という形での改正をお願いするということになると思います。 

それで、まず、又、軽自動車税につきましては、種別割というふうに名前が変わるだ

けでございます。環境性能割と、今まで軽自動車税だけで町のほうはあったわけです

が、今後、先ほど申しました軽自動車税が種別割というのに名前が変わりまして、それ

と今度併せて先ほど、自動車取得税のかわりに環境性能割というような形がくるわけで

すけれども、これも又、先ほど、話しましたように先延ばしになりますけども、軽自動

車税については種別割という形で名称が変わったということでございまして、税金の金

額につきましては今までと同じ金額でございます。 

へんぴなところにつきまして、又、ほとんど乗らないという形でも税金は掛かるのか

ということでございますけれども、これは地方税法で決まっておりますし、この税金を

使いまして、苓北町の道路でありますとか、河川でありますとか、そういうふうな基盤

整備を行ってるというようなことでございますので、そういった面から考えますと軽自

動車税につきましては、条件、それから、そんないろいろな方、条件におっしゃられる

ことはわかりますけども、それはもう統一して税金として納めていただくということに

なるわけです。 

それと、小型特殊自動車、田植え機とか、いろいろそういうようなことにつきまして

は、前回申し上げましたように、まず、小型特殊自動車、農耕作業自動車等、まず、税

法自体で、それを持っている、所有していることについて税金が課税するようになって

おります。ですから、それは、まず、それを年に１回か２回しか使わなくても、それを

所有しておることに対して、地方税法によって課税をできるということになっておりま

して、あとは条例で課税するということになっておりますので、ご理解をお願いしたい

と思います。 

それと、法人税につきましてでございますけれども、法人町民税はご存知のように法

人税によりまして、ここに記載しておりましたように、法人町民税として現行９.７パ

ーセント、今回、今度、改正で６パーセントになるわけですけども。すみません。この

法人税につきまして、ちょっともう１回質問の趣旨をお知らせいただけますか。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） どっかのページで、すみません、全体的なこと言ったもんです

から、ページ数は忘れたんですけども、法人税のほうが車の関係が、法人税と別々な形

で税率が定められとっとじゃあったじゃなかですかね。どっかのページ。それには、ち

ょっと普通の方法と法人税のほうがちょっと率がですね、法人税のほうが低いところが
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あったもんですから尋ねたっですが、今おっしゃっとったように、課税する金額、ある

いは税金は一緒ですよと、税は一緒ですよ、ただ、呼び名が変わっただけですよという

ことになれば、別に問題はありません。なんかいっぱい説明ば受けましたので、ちょっ

とすみません、私、頭のほうがですね、混乱して、分析ができんだったですが。２６の

２のところにですね、３４条の４、１００分の９.７とするというのが、今回１００分

の６とするいうような形で下がっておりますので、法人税が下がるのかなというような

感じを受けました。そこら辺でお尋ねをいたしました。要するに、環境税とか何かっち

ゅうのは、要するに、極端なこと申しますが、取得税の代わりに環境税に変わったとい

うことですね。それを言ってもらえば、別にいっぱい説明せんでもよかったんじゃなか

ろうかなと思います。 

それだけでいいです、さっき聞かれたトラクターの云々というのはですね。もう変わ

らんとならですね。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 再度、確認させていただきます。 

まず、先ほど申し上げましたように、消費税が８パーセントから１０パーセントに上

がるという前提ですね、自動車取得税が改正されるということでございました。ただ、

今回、８パーセントから１０パーセントに消費税が据え置きになるのが、まだ先延ばし

になったということで、今申し上げましたように自動車取得税につきましては、まだ引

き続きあるものと思います。この環境税につきましては、消費税が１０パーセント上が

った時点で、又、環境性能割という形で、いずれですね、徴収というようなことで出て

くるということ、今ちょっとお話できることはそこまででございます。 

そして、法人税につきましては、あくまでも基準となりますのは法人税でございま

す。ですから、法人税の額によります１００分の９.７が今度、１００分の６に変わる

ということで、あくまでも法人税が基準になるということはご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 私が言うのは、極端なことで１００円に９円７０銭税金がかか

っとっとが、今回の条例で１００円に６円しかかからんとじゃなかろうかと。片一方で

はどうも上がるような感じやったもんですから、片一方は上がっとって法人税が下がる

というのはどういうことかというようなこと。そして、これが根本的には、基本的に

は、こういった形がですね、全体的にでも見えてくるような感じがいたしました。環境

税にしてもですね、もう４月、来年ぐらいから即、かかっとじゃなかろうかなと。た

だ、これは通してあれば、いずれかの時点で適正に実行してよかということですかね。 

そういうことでですね、何か消費税を上げないから、今の税務課長の説明では、消費
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税が先送りになったから、その分ほんならこの際、軽自動車で引っかけて税ばとろうと

いうような考え方が国にあるのかどうかですね。そこら辺、何か黒幕で覆われたところ

でいろんなされるような感じがいたしますけれども、そこら辺いかがなものですか。 

それと、冒頭にも申しましたが、これは絶対町で変えないかんのかということも、自

治法の改正があったから、地方税は右へ倣えで変えなんのかなというのを申し上げまし

たけど、そこら辺、私、もう一回、聞き逃しかもしれませんが、教えていただきたい。 

○議長（山本政人君） 松本君の質問はもうこれで終わりです。したがって、税務課

長、納得されるように簡明に説明をしてください。 

○税務住民課長（益田大介君） 法人税につきましては、あくまでも法人税が基本でご

ざいます。ですから、国の法人税の税率が変わりましたらば、それに応じた税率を町と

しましては法人町民税として税率を採用いたします。 

それと、軽自動車税につきましては、もちろん地方税法で定められております。それ

は、あと、条例であとはそれを賦課するということになっておりますので、それはもう

必ず税上、町のほうでこれは課税をしなければならないとなっております。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４３号を採決します。本案は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号、苓北町税条例の一部を改正する条例については、原案の

とおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第４４号 苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第６、議案第４４号、苓北町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 議案第４４号、苓北町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例について。 
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苓北町国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正することとする。 

平成２８年９月７日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由。所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）が改正され

たことに伴い、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する必要があるため。 

苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）の内容について、説明させて

いただきます。 

次のページをお願いいたします。 

平成２８年苓北町条例第 号 

苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）。 

苓北町国民健康保険税条例（昭和４０年苓北町条例第３５号）の一部を次のように改

正する。 

改正内容につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の１ペ

ージをお開きください。対照表の右の欄が改正前、左の欄が改正後で、棒線の部分が今

回改正されたものでございます。今回の主な改正事項は、所得税法等の一部を改正され

たのに伴い、日本と台湾における租税条約に相当する二重課税回避のための枠組みの構

築が図られ、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 

今回の改正後の条文整備、条項等の変更等につきましては、説明を省略させていただ

き、主な改正事項について説明いたします。 

１ページをお願いいたします。附則第１０項、特例適用利子等にかかる国民健康保険

税の課税の特例及び附則第１１項、特例適用配当等にかかる国民健康保険税の課税の特

例についてでございます。 

これまで外国人居住者等の所得に対する課税につきましては、二重課税の回避を図る

ため、日本国が締結した租税条約の規定がある場合、利子及び配当等につきましては、

所得税、住民税等につきましては非課税とするとされております。しかし、国民健康保

険税につきましては、課税の特例として税額を算定する場合及び軽減の判定をする際の

所得に、条約適用利子及び条約適用配当等がある場合、これらの額を加えるという特例

がございます。 

一方、日本と台湾においては租税条約の取り組みがなく、民間取り組みとして結ばれ

ておりました所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための広域財

団法人交流協会と日本亜東関係協会、台湾側との間の民間の取り決めに規定された内容

を日本国内で実施されておりましたが、国内法の整備が平成２８年度税制改正により行

われまして、租税条約に相当する枠組みが構築されまして、特例適用利子等、特例適用

配当等の条例が新設されました。 

しかし、国民健康保険税所得割の算定にあたりましては、課税の特例として、税額を



 

－96－

算定する場合、及び軽減の判定をする際の所得につきましては、条約適用利子及び条約

適用配当等がある場合と同様に、これらの額を加えるという特例が追加されたもので

す。なお、現行の附則第１０項の条約適用利子等にかかる国民健康保険の課税の特例は

第１２項に、第１１項の条約適用等にかかる国民健康保険税の課税の特例につきまして

は第１３項として改正されます。 

恐れ入りますが、条例本文の２ページをお願いいたします。附則第１条で、この条例

の施行期日を平成２９年１月１日と定めております。第２条で、適用区分を規定してい

ます。 

以上が、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）の内容でございま

す。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４４号を採決します。本件は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

ては、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第４５号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正

する条例について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第７、議案第４５号、財産の交換、譲与、無償貸付

等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 議案第４５号、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条

例の一部を改正する条例について。 

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を別紙のとおり改正することとす

る。 

平成２８年９月７日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由でございますが、公有財産の有効活用をさらに進めていくため、普通財産の
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無償貸付又は減額貸付の規定を加える等の必要があるためでございます。 

次のページをお開き願います。 

平成２８年苓北町条例 

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（昭和３９年苓北町条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

第４条、第２号中「貸し付け」を「貸付け」に改め、同条第３号中「仮置き場」を

「仮置場」に改め、同条に次の１号を加える。第４号、前各号に掲げるもののほか、町

有財産の有効活用に資するため、特に必要があると認めるとき。附則、この条例は、公

布の日から施行する。 

補足説明をさせていただきます。提案理由にございますように、町が所有する財産の

有効活用をさらに進めていくため、用途を限らずに貸付けが可能な普通財産について使

用目的に応じて、減額貸付等の規定を加えるものでございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） これは単に送り仮名のやり替えということなんでしょうか、と

いうことが１つです。 

それから、次のページに新旧対照表があります。第４条の本文では、その送り仮名の

修正は、これ単に資料のミスプリントかどうかわかりませんが、修正はなされておりま

せん。１号、２号、３号、４号に入った分については修正されていますが、これはどう

いうことなんでしょうか 

以上、２点です。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） まず、第４条第２号中の「貸し付け」を「貸付け」に改め

る。同じく、同条第３号中「仮置き場」を「仮置場」に改めるという部分につきまして

は、法制執務の用語の取り扱いで漢字に改めるということになっておりますので、今回

の改正に合わせて修正、改正をするものでございます。 

次に、その改正分につきましては、新旧対照表でも「貸付け」というところと、それ

から「仮置場」のところに下線をですね、引いておるかと思いますので、併せて改正す

るものでございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ２回目じゃなくて１回目の込みで認めてもらいたいんですが、

総務課長は私の質問ば聞いとらっさんのじゃないですか。 

第４条、ちょっと読んでみます。旧が、「第４条、普通財産は、次の各号のいずれか
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に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる」で

すね。次、新のほうです「第４条、普通財産は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付ける」ということになっていますが、

これは資料のミスプリントなのか。それとも本条文は修正しないけども、各号は修正す

るのかということです。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 申し訳ございません。第４条の表題の貸し付けるというの

は動詞でございますので、動詞と名詞の違いでですね、法制執務の用語の使い方が違い

ます。そういったところで、一番上の第４条の条項につきましては、そのまま「貸し付

ける」ということで送り仮名がふってあるということでございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） あと１回ゆっくり説明してください。どうもわからんですね。

同じ字で同じ表現されて、大体、用語の取り扱いもということですが、学校でも修正を

受けるというならばですね、小学校、中学校、これ小学校の国語の内容だというふうに

思いますが、そういう形になっているのか。 

さっきから、（１）から（３）、１号から３号の１号の貸付けと本文の貸し付けがどう

違うのか。先ほど、動詞がどうだとかこうだと言われましたが、もうちょっとゆっくり

説明してください。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 法制執務の場合の用語の取り扱いとして、名詞の場合に、

その呼び名をですね、送り仮名をつけてもつけなくても、その呼び名自体が変わらない

という場合は、平仮名を省略することができます。そういったところで「貸付け」それ

から「仮置場」については、それぞれ「し」という字と「仮置き」の「き」という字を

省いてもよいというようなことになっております。 

それから、第４条の本文の「貸し付けることができる」ということで「貸し付ける」

ということ自体が、これは動詞になっておりますので、動詞につきましては、そのまま

「し」と「付ける」ということで平仮名をつけるということで、法制執務の用語の使い

方で定まっているところでございます。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） 今、浜口さんが３回目で切れましたので、引き続き、私が質問

をします。 

条文でですね、４条の中に、同じ送り仮名が別々に使われているということはおかし

くはありませんか。おかしくありませんか。 

もう１点。この４ですが、特に必要があるときということでございますが、内規等な
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んかはおおよそどういったことがありますかと、たぶんいろいろな関係でこういった形

はもう通常いいんじゃなかろうかと。内規が通常使われて、いろいろやるわけですけれ

ども。というのが、これをですね、仮にいろいろ拡大解釈がどこまでできるかというよ

うなやっぱり我々も見とかないかんわけですが、内規をあれば示していただきたい。 

○議長（山本政人君） 答弁あります。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 先ほどの言葉の使い方につきましては、先ほどもちょっと

申しましたけども、動詞の場合と名詞の場合の使い方で、法制執務の場合は、用語の字

句の使い方、送り仮名の使い方が違うということでございます。 

それから、内規につきましてですけども、今回の条例改正を受けまして、昨日全員協

議会で説明をいたしましたけども、当事者の方と協議をしながら進めていくことになり

ますが、それの時点でですね、いろいろ必要な部分が出てきます。その点につきまして

は、普通財産の貸付けに関する事務処理要領を定めてですね、進めていきたいというこ

とで考えておりますけども、現在のところまだ素案の段階しかできておりません。 

以上でございます。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。松本君。 

○１番（松本良人君） 同じこつば、浜口さんと私、もう３回か４回か聞くで、動詞の

助動詞のっていうてですね。同じですね、ページの中に同じ段階のときに２通りの使い

方があって、わざわざ変更してあっとですよ。わざわざ。なんでわざわざ変更する必要

があるかというのを浜口議員さん説明さったですが、その上のほうは変更してなかとい

うことが我々もおかしいんですよ。これ全国、小学校５年生ぐらいまでにはわからんで

すよね。これ一緒が当たり前じゃなかかって。私たちはそこを聞くわけですよ。なんで

同じページの中に、あるいは同じ条文の中に送り仮名ついたっとつかんとが２つあるか

と。そして、わざわざ変える必要なからんば全体ば変えるぐらい要らんとじゃなかろう

かというのが、私と浜口議員の疑問点でございますので、その疑問点を教えてくださ

い。 

あるいは間違っとったか。いや、それは私たちが間違いです。あるいはこの際ここで

抜きましょう。同じ揃えましょうというようなことはできませんか。 

○議長（山本政人君） 今、「貸し付け」の「し」をつけるかつけないかでなっており

ますが、これは名詞と動詞の差だと、こういうことで説明がありました。これはこのと

おりだというふうに解釈をいたします。それでよろしいですね。 

他にありませんか。 

［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論がありますので、まず、本件に反対者の発言を許します。 

ここで議長からお願いがあります。討論を行われる場合には、最初に反対か賛成かは
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っきり明言をされて、それから討論を行ってください。 

まず、本件に反対者の発言を許します。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 本件に反対の立場で意見を申し上げます。 

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例について反対をし

ます。理由は第４条、普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償

又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。この送り仮名はそのままになっ

て、以下２号の貸付けは送り仮名が変更されています。町の説明では、動詞にかかる分

と名詞にかかる分でこういう違いが出てきたんだということですが、これは町民の皆さ

んに、あるいは町外の方にそういう希望があったときには、この条例が適用されるわけ

です。そういう場合にですね、苓北町の条例は送り仮名が間違うとるなと、そういう印

象を与えかねません。いちいち動詞につながった「貸し付け」、名詞につながった「貸

付け」という説明をしなければならないというふうに思います。そういった意味で、こ

れは下のもし２号の「貸付け」が正しいということであれば、これに合わせて同じ条例

の案文の中でですね、同じ送り仮名、同じ意味、動詞と名詞はあるそうです。違いがあ

るそうですけども、そういう難しい問題じゃなくて、見た感じではやはり同じ送り仮名

にしたほうがわかりやすいというふうに思います。そういう意味で私は反対します。 

○議長（山本政人君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、本件に反対者の発言を許します。松本君。 

○１番（松本良人君） 今、浜口議員のおっしゃっとったとおりでございます。１つは

ですね。 

○議長（山本政人君） 先にお願いをしましたけども、賛成か反対かを述べて討論を行

ってください。 

○１番（松本良人君） すみません。反対です。反対者の立場で答弁をさせていただき

ます。 

条文の２については、浜口議員と同じでございます。 

４ですが、やはりある程度、こういったことでこういったことをしますよというよう

なことがあってから、私はこういったことを条文の訂正なんかを出してたほうがいいん

じゃなかろうかと。まだ遅くはありませんので、やっぱり内規等をいくらかの案をつく

って、こういったことで特に必要あると認めるとこがありますよというような。我々に

も納得いくようなことで提示をしていただきたい。この条文が入ってから、こんとかあ

っとですよとかいうようないろんなこと決めるのじゃなくてですね、そういったことで

私はこの条文については、この件についてもまだ形が決まってから再度提出を願いた

い。それで今回は反対します。 
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○議長（山本政人君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、本件に反対者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 他に討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４５号を採決します。本件は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議がありますので、起立によって採決をします。 

本件のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） 起立多数です。 

したがって、議案第４５号、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改

正する条例については、原案のとおり可決することに決定しました。 

ここで、１１時１５分まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） 休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第４６号 平成２８年度苓北町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（山本政人君） 日程第８、議案第４６号、平成２８年度苓北町一般会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 議案第４６号、平成２８年度苓北町一般会計補正予算（第３

号）（案）について、ご説明を申し上げます。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に３億９,６３６万４,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６億７３７万１,０００円とするものでございま

す。 

今回の補正予算は、国等からの交付金、負担金、補助金等の交付決定通知に基づくも

の、及び先の豪雨により発生した災害復旧費が主なものでございます。 



 

－102－ 

内容につきましては、企画政策課長から説明いたさせますので、よろしくご審議のほ

どをお願い申し上げます。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 議案第４６号、平成２８年度苓北町一般会計補正予算

（第３号）（案）の内容について、ご説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３億９,６３６万４,０００円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ５６億７３７万１,０００円とするものでございます。 

６ページをお願いします。第２表、地方債の補正でございます。１追加で、災害復旧

事業債、林道施設災害復旧事業で限度額７５０万円、公共土木施設災害復旧事業で限度

額７,９４０万円をそれぞれ追加するものです。２変更で、公共事業等債、特定農業用

管水路特別対策事業で３４０万円増額し、限度額を１,２９０万円に、漁村再生交付金

事業を１８０万円増額し４,６８０万円に、緊急防災・減災事業債を１００万円増額し

２億２,９７０万円に、臨時財政対策債は発行額の確定により４,１１０万２,０００円

減額し、限度額２億２,８８９万８,０００円に変更するものです。地域活性化事業債、

集落活性化事業債は交付税措置がないために一般財源から支出することとし、１,１６

０万円全額減額するものです。 

９ページをお願いします。歳入です。款１町税、項１町民税、目２法人、節１現年課

税分、所得割６００万円の減額です。 

１０ページをお願いします。項３軽自動車税、目１軽自動車税、節１現年課税分４０

０万円の減額です。 

１１ページをお願いします。款８地方特例交付金、項１地方特例交付金、目１地方特

例交付金は、減収補填特例交付金で、交付額確定により２４万９,０００円の増額で

す。 

１２ページをお願いします。款９地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税は、

普通交付税の交付確定によりまして、２億１８８万３,０００円の増額です。これは昨

年の国勢調査の結果、人口が減少した分を当初予算で減額して算定しておりましたが、

人口減の自治体に対しまして、国の算定方法が一部見直されたことにより増額となりま

した。 

１３ページをお願いします。款１１分担金及び負担金、項１負担金、目２総務費負担

金は、節１情報化推進事業費負担金で、苓北町有線テレビジョン放送施設加入負担金で

３２万４,０００円の増額です。 

１４ページをお願いします。款１３国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負

担金、節１社会福祉費負担金は、障害者自立支援給付費国庫負担金１,５７８万円の増

額。目３災害復旧費国庫負担金は、節１公共土木施設災害復旧費国庫負担金１億６,０
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１７万６,０００円の増額です。 

１５ページをお願いします。項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金、節１社会保

障・税番号制度システム整備費補助金は、補助金額の決定により７９万９,０００円の

増額。節４地方創生加速化交付金は、補助金の決定により水産資源発掘創生事業費７６

９万２,０００円の増額です。目２民生費国庫補助金、節２児童福祉費補助金は、保育

所等における業務効率化推進事業補助金６７万５,０００円の増額です。目４教育費国

庫補助金、節３社会教育費補助金は、集落活性化推進事業費補助金決定により５５９万

４,０００円の減額です。 

１６ページをお願いします。款１４県支出金、項１県負担金、目１民生費県負担金、

節１社会福祉費負担金は、障害者自立支援給付費県負担金７８９万円の増額です。 

１７ページをお願いします。項２県補助金、目１総務費県補助金、節１総務費補助

金、地域少子化対策重点推進交付金は、結婚相談事業補助金不採択により１６１万２,

０００円の減額。地域づくり夢チャレンジ推進補助金は、天草長崎航路を利用した交流

促進事業２５０万円の増額です。目２民生費県補助金、節１社会福祉費補助金は、地域

介護福祉空間整備等施設整備補助金６０万円の増額。目３衛生費県補助金、節２環境衛

生費補助金は、海岸漂着物地域対策推進事業補助金２００万円の増額。目４農林水産業

費県補助金、節１農業委員会補助金は、農地中間管理機構集積支援事業補助金２７万

３,０００円の増額。節２農業費補助金は、多面的機能支払推進交付金、農業用河川工

作物等応急対策事業補助金、中山間地域等担い手収益力向上支援事業補助金、団体営農

村地域防災減災事業補助金、合わせて６８０万円の増額。節４水産業費補助金は、農山

漁村地域整備交付金２００万円の増額です。目７災害復旧費県補助金、節１農林水産施

設等災害復旧費補助金は、林道施設災害復旧補助金１,２６０万円を新たに計上しまし

た。 

１８ページをお願いします。款１５財産収入、項１財産運用収入、目２利子及び配当

金は、九州電力株式配当金１５万円を新たに計上しました。 

１９ページをお願いします。款１７繰入金、項１特別会計繰入金は、それぞれ特別会

計の事業確定により、目１介護保険特別会計繰入金３０７万２,０００円の増額、目３

宅地造成事業特別会計繰入金４５万５,０００円の増額です。 

２０ページをお願いします。項２基金繰入金、目１財政調整基金繰入金は、財政調整

基金取崩し１,０３０万円の減額。目２減債基金繰入金は、減債基金取崩し５,０００万

円全額減。目４苓北ふるさとづくり応援基金繰入金は、３２万円の増額です。 

２１ページをお願いします。款１８繰越金、項１繰越金、目１繰越金は、２７年度決

算額確定により１,３７２万７,０００円の増額です。 

２２ページをお願いします。款１９諸収入、項３貸付金元利収入、目１貸付金元利収
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入は、奨学金償還金８４万円の増額です。 

２３ページをお願いします。項４受託事業収入、目１農林水産業費受託事業収入は、

農地中間管理機構特例事業受託収入７,０００円の増額です。 

２４ページをお願いします。項５雑入、目１雑入は、スポーツ振興くじ助成金の決定

が主なもので、合わせて９４４万３,０００円の減額です。目２過年度収入、節４貸付

金元利収入過年度収入は、奨学金返還金過年度収入２１０万３,０００円の増額です。 

２５ページをお願いします。款２０町債、項１町債、目２農林水産業債、節１農業債

は、特定農業用管水路等特別対策事業分３４０万円の増額、節２水産業債は、漁村再生

交付金事業分１８０万円の増額です。目４消防債、節１緊急防災・減災事業債は、広域

連合消防庁舎事業分１００万円の増額。目５教育費、節２社会教育債は、集落活性化推

進事業分１,１６０万円の減額。目６臨時財政対策債は、発行額の確定により４,１１０

万２,０００円の減額。目７災害復旧事業債、節１農林水産施設災害復旧事業債７５０

万円、節２公共土木施設災害復旧事業債７,９４０万円を新たに計上しました。 

２６ページをお願いします。歳出です。款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理

費、節３職員手当等、節４共済費は、４月の職員の異動に伴う人件費分でございます。

以後、人件費部分については説明を省略させていただきます。節８報償費は、ふるさと

づくり寄附謝礼品３２万円の増額、節２５積立金は、土地開発基金４５万５,０００円

の増額です。目４会計管理費は、人件費です。目５財産管理費、節１１需用費は、船客

待合所等の修繕料２５万円の増額。節１４使用料及び賃借料は、複合機のリース料３０

万８,０００円の減額です。目６企画費、節３職員手当等は、人件費、節８報償費は、

志岐氏サミット関係講師謝金２１万円の増額。次は、県の補助事業で行う天草苓北航路

を利用した交流促進事業、並びに志岐氏サミット経費で、節１１需用費４１万５,００

０円の増額。節２役務費４６万３,０００円の増額。 

２７ページ。節１３委託料は、空き家バンク機能追加のためのホームページ改修委託

料、県の補助事業で行う天草長崎航路を利用した交流促進事業として、富岡港に電気自

動車をおいて２次交通の実証実験を行う事業と、天草長崎航路確保維持計画作成に必要

な費用を計上し、委託料合わせて５６５万円の増額。節１４使用料及び賃借料は、天草

長崎航路を利用した交流促進事業費として、船舶借上料１８万円の増額です。目１０交

通安全対策費は、カーブミラーの修繕料１１２万円の増額、目１１地域間交流費、節９

旅費は、天草郷友会出席旅費９万円の増額。節１１需用費は、関西天草郷友会参加費

７,０００円の増額です。目１３電算システム管理費、節１３委託料は、電算システム

の保守委託料、番号制度にかかるシステム改修委託料、合わせて１６６万９,０００円

の増額です。目１４情報化推進費、節１３委託料は、イントラネットサーバー機器保守

点検委託料、苓北町地域情報通信基盤施設保守委託料、合わせて５６万円の増額。節１
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８備品購入費は、有線テレビ加入者増による機器購入費２４万円の増額です。 

２８ページをお願いします。目１５企業誘致対策費は、人件費です。 

２９ページをお願いします。項２町税費、目１税務総務費、節３職員手当等、節４共

済費は、人件費。節１３委託料は、レッドゾーンにかかる宅地の鑑定評価業務委託料１

００万円の増額です。目２賦課徴収費、節７賃金は、職員の育児休業にかかる賃金１８

万７,０００円の増額。節１３委託料は、軽自動車税検査情報提供委託料１万１,０００

円の増額です。 

３０ページをお願いします。項３戸籍住民基本台帳費は、人件費です。 

３１ページをお願いします。款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、節

２給料から節４共済費までは人件費、節８報償費は、民生委員・児童委員の退職者増に

より８万円の増額。節２３償還金利子及び割引料は、臨時福祉給付金事業確定のため、

返還金１９９万９,０００円の増額です。目４介護保険事業費、節１９負担金補助及び

交付金は、公的介護施設等整備費補助金６０万円の増額。目５後期高齢者医療費、節１

９負担金補助及び交付金は、老人医療給付費５,０００円の増額。目６障害福祉費、節

２０扶助費は、障害者自立支援介護給付費３,１５６万円の増額です。 

３２ページをお願いします。節２３償還金利子及び割引料は、福祉事業費の確定によ

り国、県への返還金４３１万１,０００円の増額です。 

３３ページをお願いします。項２児童福祉費、目１児童福祉総務費、節１９負担金補

助交付金は、保育所等における業務効率化推進事業補助金９０万円の増額です。 

３４ページをお願いします。款４衛生費、項１保健衛生費、目２予防費、節１３委託

料は、１０月から新たに定期接種となったＢ型肝炎の予防接種委託料５２万円の増額で

す。目４斎場費は、斎場外壁修繕料１,０００万円の増額です。目５健康増進事業費、

節１３委託料は、健康検診委託料で親子の生活習慣予防検診委託料８万１,０００円の

増額です。 

３５ページをお願いします。項２清掃費、目１清掃総務費は、人件費、目２塵芥処理

費は、海岸漂着物地域対策推進事業費で、節４共済費、節７賃金、節１１需用費、節１

３委託料、節１４使用料及び賃借料、合計で２６０万円の増額です。 

３６ページをお願いします。 

款５農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費は、財源区分の変更。目３農業振

興費は、多面的機能支払推進交付金事業費の減額で、節７賃金、節９旅費、節１１需用

費、節１２役務費、節１４使用料及び賃借料、それぞれの減額。節１９負担金補助及び

交付金は、中山間地域等担い手収益力向上支援事業補助金１２４万円の増額です。目５

農地費、節１１需用費は、三九郎堰の修繕料等で２００万円の増額。節１３委託料は、

河川工作物の測量設計委託料、ため池のハザードマップ作成委託料、合わせて４９０万
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円の増額です。節１９負担金補助及び交付金は、特定農業用管水路等特別対策事業負担

金、地域密着型の農業基盤整備事業負担金、合わせて７０５万円の増額です。 

３７ページをお願いします。目６農業経営基盤強化推進対策事業費、節１１需用費

は、消耗品７,０００円の増額。目７堆肥センター管理費、節１８備品購入費、２７万

４,０００円の増額です。 

３８ページをお願いします。項２林業費、目２林業費、節３職員手当等は人件費。節

１１修繕料６０万円の増額。節１３委託料は、林道災害用地の登記用分筆測量委託料

１,０５０万円の増額です。 

３９ページをお願いします。項３水産業費、目１水産業振興費、節２給料から節４共

済費までは人件費で、次からは、地方創生加速化交付金事業で実施する水産資源発掘創

生事業費で、節１１需用費３万円の増額。委託料８１７万２,０００円の増額。原材料

費１０万円の増額です。目３漁港建設費、節２給料、節４共済費は人件費で、次は、志

岐漁港臨港道路事業費で、節１３委託料は基準点の移設業務委託料４０万円の増額、節

１５工事請負費は、橋梁の下部工の工事費５００万円の増額です。 

４０ページをお願いします。款６商工費、項１商工費、目１商工総務費は、人件費で

す。目２商工業振興費、節１９負担金補助及び交付金は、苓北町小規模事業者支援補助

金１２０万円の増額です。目３観光費、節７賃金は、観光施設等清掃賃金９２万８,０

００円の増額。次からは、国立公園６０周年記念事業費で、節８報償費は、オルレ等参

加者記念品代２０万円の増額。節１１需用費は、食糧費、パンフレット等の印刷費で２

２万５,０００円の増額。節１３委託料は、参加者の送迎用のバス運行委託料１万４,０

００円の増額です。目５富岡城公園管理費、節１１需用費は、資料館の特別展開催のた

め、４３万２,０００円の増額です。 

４１ページをお願いします。款７土木費、項１土木管理費、目１土木総務費は、財源

区分の変更です。 

４２ページをお願いします。項２道路橋梁費、目１道路橋梁総務費は、人件費です。

目２道路維持費、節１１需用費は、行政通信で要望のあった箇所の修繕料５００万円の

増額。節１４使用料及び賃借料は、崩土取り除き等の重機借上料３００万円の増額で

す。目３道路新設改良費は、坂瀬川和田の多々羅線曲部改良の事業費で、節１５工事請

負費２８０万７,０００円の増額。節２２補償補填及び賠償金は、電柱移転補償費４６

万９,０００円の増額です。 

４３ページをお願いします。項３河川費、目１河川総務費は、河川の支障木伐採のた

めの費用で、節７賃金、臨時雇賃金３４万８,０００円の増額。節１４使用料及び賃借

料は、軽トラックリース料１５万円の増額です。 

４４ページをお願いします。項５住宅費、目１住宅管理費は、人件費です。 
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４５ページをお願いします。款８消防費、項１消防費、目１常備消防費、節１９負担

金補助及び交付金は、天草広域連合御所浦分署、新和分署の庁舎建設事業費の増により

まして、負担金１４８万４,０００円の増額です。目２非常備消防費は、財源区分の変

更。目４災害対策費は、地震、大雨等の警戒待機に伴う時間外勤務手当１００万円の増

額。節９旅費は、大津町等への職員派遣旅費６０万円の増額。節１１需用費は、和田地

区避難路の修繕料２３万９,０００円の増額。節１６原材料費は、上津深江広域避難地

等の植栽原材料費３１万円の増額。節２０扶助費は、熊本地震被災者宿泊助成金３０万

円の増額です。 

４６ページをお願いします。款９教育費、項１教育総務費、目２事務局費は、人件費

です。 

４７ページをお願いします。項２小学校費、目１学校管理費、節１１需用費は、志岐

小学校太陽光パワコン等の修繕料４３万５,０００円の増額。節１３委託料は、ＩＣＴ

教育支援業務委託料７５万６,０００円の増額です。 

４８ページをお願いします。項３中学校費、目１学校管理費は、中学校の高圧開閉器

の修繕料２０万円の増額です。 

４９ページをお願いします。項４社会教育費、目１社会教育総務費、節２給料から節

４共済費は、人件費です。節１９負担金補助及び交付金は、志岐小学校自主文化事業負

担金、天草文化協会会費、合わせて７万５,０００円の増額です。目２公民館費、節１

１需用費は、都呂々公民館引き込み開閉器修繕料１７万円の増額。節１９負担金補助及

び交付金は、西川内分館の土地借上料５,０００円の増額です。目３社会教育施設費、

節１１需用費は、総合センター外灯等の修繕料１４５万円の増額です。 

５０ページをお願いします。項５保健体育費、目１保健体育総務費、節１９負担金補

助及び交付金は、中止になった県民体育祭出場補助金１４６万２,０００円の減額で

す。目２学校給食費、節２給料から節４共済費は、人件費。節１１需用費は、給食調理

場の機器修繕料５８万７,０００円の増額です。 

５１ページをお願いします。款１０災害復旧費、項１農林水産業施設災害復旧費、目

２林道施設災害復旧費、節３職員手当等は、時間外勤務手当１０万円の増額、節９旅費

は、査定等の普通旅費３万円の増額、節１１需用費は消耗品費５万円の増額、節１５工

事請負費は、林道災害復旧工事費６件分２,１００万円の増額です。 

５２ページをお願いします。項２公共土木施設災害復旧費、目１河川等災害復旧費、

節１１需用費は、消耗品費２０万円の増額。節１５工事請負費、現年度分、道路１３

件、河川９件分で２億４,７００万円の増額。節１７公有財産購入費３００万円の増

額。節２２補償補填及び賠償金１００万円の増額です。 

５３ページをお願いします。款１１公債費、項１公債費、目１元金は、財源区分の変
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更です。 

以上で、平成２８年度苓北町一般会計補正予算（第３号）（案）の説明を終わりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行いますが、質疑の場合はページを言ってから質疑をお願いします。 

質疑はありませんか。髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） まず、１７ページです。団体営農村地域防災減災事業補助金４

５０万円の中身を教えていただきたいと思います。 

その次が、２４ページ、諸収入の雑入でございますけれども、スポーツ振興くじの助

成金が１,１１３万２,０００円と２６万７,０００円の減額となっております。これは

相手項目がおそらく社会教育施設費４９ページにあがっている、その他の財源１,１３

９万９,０００円だろうと思われますけれども、節の段において何ら変更がございませ

ん。たぶん天然芝でございますので、避難地のサッカー場に関わる関連だと思いますけ

れども、当然これだけ減額になれば、サッカー場の設備に伴う工事費と言いますか、そ

れが減額になるのが普通ではないかと思いますけども、この点の説明をお願いしたいと

思います。 

それから、最後が３４ページ、斎場に１,０００万円の修繕料が計上してございま

す。繰越明許で、斎場の何て言えばいいですかね、煙突の工事ですかね、火葬炉です

か、あれが、計上してございますけども、あのときも１,８００万円程度ですかね、金

額はちょっと今うろ覚えでわかりませんけれども、あのときも修繕料に組んでありまし

た。こういうふうに大きな金額になりますと、需用費で組むよりもやはり本来、工事費

に組むのが本当ではないかなと思いますけれども、その見解といいますか、需用費に組

まれた経緯をお知らせ願いたいと思います。 

以上の点、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） １７ページでございます。団体営農村地域防災減災事

業補助金でございます。これは３６ページにございます支出で、ハザードマップ作成委

託料、これにかかるものでございます。国の助成を受けまして、西川内第２ため池、折

山第１ため池のハザードマップの作成をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ２４ページの財源の変更でございますけども、これはおっ

しゃるとおりサッカー場芝生化の事業のスポーツ振興くじの減額でございます。当初、

申請では８割と備品の芝刈り機の３分の２の補助金の申請をしておりましたが、交付決
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定が芝生化事業においては６割、草刈り機においては５３.３パーセントと、金額にし

て１,１３９万９,０００円の減額となりました。当然、おっしゃる事業費を今度は縮小

せんばいかんということをおっしゃられましたけども、ある程度の確保ですね。面積の

サッカー場の確保をしなければならないので、それを縮小するということができずに、

当然向こうに問い合わせまして、小さくなった分は来年度も申請が可能かということを

尋ねたところ、もう１回きりの申請だということで、やむを得ず今回面積を確保するた

めに一般財源を使いまして、工事をさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 今回、修繕料として１,０００万円上げさせていただ

いた経緯につきましては、今回の修繕につきましては外壁の修理ということで、腐食部

分の補修とか現況に復するということで、これにつきましては修繕料で取り扱ってよろ

しいということでありましたので、修繕料で計上させていただきました。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 確かにですね、需用費でしたほうが安いかもしれませんけど

も、１,０００万円の根拠と言いますか、１,０００万円という金額を表すにはそれ相当

の設計と言いますか、それが必要だったろうと思いますけれども、その金額は全然上が

っておりません。どこかの業者の方の設計施工ならばわかるわけでございますけれど

も、一般的に考えるときに公共事業についてはやはりこの程度の金額ならば、何回も申

しますけども、工事請負費にあげてピシャッとしたところで、ピシャッとしたという言

葉は適切な用語ではないかもしれませんけども、今後そういったふうにしていただきた

いなと思っております。 

 それから、教育課長からサッカー場のことで今言われましたけども、私、今回、一般

質問でもいたしましたように、やはり交流人口のことも確かに大切ではございますけど

も、直近のいろんな諸政策に対することも考慮していただきながら、入ってくるお金が

減った場合には、それ相当に対応できるような計画と言いますか、それをしていただき

たいと思います。一般質問でも述べましたけれども、計画一旦見直しということもでき

るならですね、確かにそういった面積も必要だと思いますけれども、その点についても

どこか、金額ないならば、どこかを減らそうとか努力しようとか、そういったことにつ

いての再検討もお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） どっちが先します。教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 再度ですけども、この計画を立てるときにですね、ギリギ

リのサッカー場の面積を確保しましたもんですから、どこを削るということが一体的な
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もんですから、削るところがないということでもう検討は十分しましたけども、一般財

源で施工させていただきたいと、減額分はですね、というふうに思っております。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ４７ページの教育費、小学校費の中で、委託料でＩＣＴ教育支

援業務委託料が７５万６,０００円になっております。先ほど、説明の中で素通りされ

たので、その内訳について、中身について教えてください。 

それから、４３ページで、庁用車リース料１５万円が軽トラックということでした。

役場にも軽トラックがかなりありますが、この間、１５万円のリース料を払う間、他の

軽トラックは空かなかったのか。空くことができなかったのか。お尋ねします。 

それから、４２ページに、２２補償補填及び賠償金が４６万９,０００円あります。

これ電柱の移転ですが、これは、電柱は建てた人が、九電なりが移転についてはです

ね、経費はみるんではないかと思いますが、どうだったでしょうか。 

それから、７ページ、８ページも関連しますが、この中で７ページの町債、それから

８ページの公債費、これ町の財政運営はこれまで借入金と返済金では、借入金は返済金

をオーバーしないということが基本だった。入るを量りて出ずるを為すということが基

本だったというふうに話しておられました。でも、今日のこの第３回目の補正の段階

で、５,０００万円ぐらい借り入れが増えてくるというふうになってきますが、今後ど

うしていかれるのか。これはやっぱり後世に負担を残さない財政運営のためには、従来

の考えを押し通すと言いますか、それを変えないということが大事だというふうに思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ４７ページの委託料でございます。ＩＣＴ教育支援業務委

託料です。これは富岡小学校に対するＩＣＴへ支援員を派遣するための委託料でござい

まして、１８万９,０００円の４ヶ月分ということで計上させていただきました。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） ４２ページの電柱の移転補償の件でございますが、今

現在立っております電柱につきましては、九州電力が県道敷きに設置をいたしておりま

す。今回、町道多々羅線基点部の改良に伴いまして、移設後の行き先と言いますか、そ

こは町道敷きになってまいります。これが県道敷きから県道敷きという中で対応できれ

ばよかったんですが、どうしても道路幅員の中で町道敷きに移さざるをえない状況でご

ざいました。 

それから、この電柱を動かす理由でございますが、町が改良工事に伴いまして移設を

お願いすることになりますので、設置者である九州電力のほうで２分の１の負担をして
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くれとそういう約束事でございますので、この負担についてはやむを得ないというふう

に考えておりますが、当初の協議の段階よりは安くですね、ご相談ができたものという

ふうに理解をいたしております。 

続きまして、４３ページに計上しております河川の支障竹木の除却に伴いますところ

の軽トラックのリースでございますけれども、今、役場内に確かにご指摘のように軽自

動車等々がございますが、それぞれの部署で非常勤の職員の方等が草刈り、もしくは海

岸の漂着ごみの収集等々で利用されております。土木のほうでも、町道の維持作業等に

使っておりますので、この河川の支障竹木除却に伴うところの空きの車がなかったとい

うようなことでリースの１台分ですね、２ヶ月分という形で計上させていただいたとこ

ろでございます。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 起債の借り入れと返済の考え方については、先ほど、

浜口議員がおっしゃったとおり減らしていく方向でという基本方針は変わりません。今

回の補正につきましては、災害の対応の部分がほとんどでございますので、そういった

ことでやむを得ないということで計上をさせていただいております。 

○議長（山本政人君） いいですか。ほかにあったかな。課長覚えとらん。よろしいで

すね。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 町債の借り入れと返還金については、今おっしゃったような形

でですね、災害復旧でやむを得ないんだということであれば、やむを得ないのかもしれ

ませんが、ぜひこれは、先ほどちょっと触れましたが、後世に負担を残さないというこ

とは原則だろうというふうに思いますし、町長も当初予算のときには大抵予算の説明の

ときはそのことに触れておられますので、このことは引き続き、その考え方、及び行動

は継続してください。 

それから、４７ページ、ＩＣＴですが、富岡小学校が重点校に今なっとっとですか

ね。これ６月の一般質問のときにもちょっとお尋ねしましたけども、ぜひ全校に小学

校、中学校も含めて全校に広げられるように、お金も必要だというふうに思いますの

で、財政の状況もですね、掴みながら。その成果が大事だと思います。まちづくりは人

づくり。子どもたちの基礎学力の向上のために非常に有効だということが、山江村の新

しい教育長さんの発言でもありました。現場から直接、一番実感しておられることが、

この前、熊日新聞に載ったんだろうというふうに思いますので、ぜひその取り組みを強

化してください。 

それから、４３ページの軽トラックで、２ヶ月間ならばですね、そういうことでどう

しても車が空かなかったんだということだろうと理解はしますが、１年とか２年とかで
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あれば話は別ですが、２ヶ月ぐらいならばなんとか工夫をされるべきではなかったかと

いうふうに思います。 

以上です。あと１回答弁お願いします。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ＩＣＴの導入につきましては、富岡小学校、今年度も引き

続き検証してまいりまして、成果をはっきり検証しまして、その後、導入について、

又、検討を加えていくということでございます。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今、議員のほうから２ヶ月間という期間であるので、

融通させてでもすべきではないかというようなご意見をいただいたところでございます

が、どうしてもこの期間に集中させてですね、事業に取り組む必要がございますので、

今日は車がないので作業員の方に休んでくださいというわけにはいきませんので、やむ

を得ず、車を確保させていただいたというようなことでご理解をお願いしたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。 

○８番（浜口雅英君） あと１回。４７ページ。 

○議長（山本政人君） 今度が３回目かな。 

○８番（浜口雅英君） 今度が３回目。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ４７ページの教育費で、今、説明いただきましたが、富小を引

き続きということではなく、先ほどの質問の中で、全校に広げてほしいということを質

問しましたので、ぜひそういう形で取り組みをしてください。財源的にも厳しいという

話も聞きましたが、具体的に６００万円ぐらいだったですかね。そういうこともあっ

て、それはお金がないということであれば、他の事業を削ってでも一般財源を使って取

り組んでもらいたい。繰り返しになりますが、子どもたちの基礎学力を上げることが、

まちづくりにつながるということになってこようと思います。この事業は、これも繰り

返しですが、山江村の新教育長が効果があったんだと。学力テストかなんかで平均１０

点ぐらい上がったということも示しておられました。ぜひ、積極的な取り組みをお願い

します。 

 終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） かなり質問事項がありますので、答えていただく方はページ順
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番にずっと答えてください。これだけのページがありますので、あっちいきこっちいき

すればですね、私も何を言ったかわかりませんので。私も最初から順々にずっと説明し

ていきます。ある程度あっちこっち課長さん方変わると思いますが、そこら辺をです

ね、混乱しないようにひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。 

まず、９ページでございます。所得割の法人税がですね、６００万円減額となってお

りますけれども、その理由をお願いします。 

同じく軽自動車税、次の。当初予算の、組んどってなぜ減ったかと。まだ半年ぐらい

しかならんとですね。なぜかと。そこら辺をひとつよろしくお願いします。 

それから１５ページ、集落活性化推進事業補助。この内容、そして減った理由。減額

になった理由を教えていただきたい。５５９万４,０００円。 

１７ページですね。３の２００万円の海岸漂着物地域対策推進事業補助でございます

が、これはどういったものか教えていただきたいなと思っております。 

それから、同ページの目の４の農業補助でございますが、農業用河川工作物等応急対

策ということで１６０万円上がっておるわけですが、これについて説明をお願いをいた

したいと思います。 

それから、次ページ、１８ページです。九電の配当金の関係ですが、これは出資の状

況が、すみません、私、勉強不足ですので、もう１回、出資の状況とか配当の状況等を

詳しくご説明をお願いしたいと思います。 

それから、２４ページ、雑入のスポーツ振興宝くじ助成金。これは前にも髙戸議員の

ほうからご説明がございますけれども、この件については支出のほうで、歳出のほうで

どこにあるのか。それと１,０００万円ぐらい減っとって、どういった財源の対応をな

されるのか。財源の対応までですね。それから、できれば今後の見通しも併せてお願い

をいたしたいと。 

それから、２６ページ、総務管理費の５財産管理費のうちの使用料及び賃借料、１４

ですね。総合リース料ということで、３０万８,０００円減額になっております。これ

は当初の見込み、契約とかなんかはなかったのか。年度始めです。途中でなぜこういっ

たことで見直しがあったのか。 

それから、企画費です、次の６ですね。報償費の講師謝金が２１万円出ておりますけ

れども、これはどういった講演会かなんかだと思いますが、そこら辺も教えていただき

たい。 

次ページ、２７ページです。委託料でございます、総務費のですね。先ほど、ホーム

ページの改修委託料として２３万円。これ空き家バンクの云々のとき聞きましたけれど

も、ホームページの改修で２３万円はどういった形で要るのかなと。例えば、私たちが

ホームページを立ち上げますのでということで、業者さんにお願いしても７万円ぐらい
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です。新しくつくってもですね、立ち上げてもそういった業者さんがおいでですが、２

３万円となるとこれはあるところに載せるだけだと思いますので、そこら辺ちょっと高

額かなというような認識を持っておりますので、そこら辺の内容をですね、計算の内

容。 

それから、次の業務委託料が５４２万円出ております。これも委託と思いますけれど

も。これも年度当初の予算でわからんだったのか。かなり大きな額でございますので、

半年過ぎて、今出てくる理由をお願いいたしたいと思います。 

それから、次のですね、１０の交通安全対策費、１１２万円。これはカーブミラーの

云々等ということでありましたけれども、この前、交通安全対策委員会の中で、私も申

し上げましたが、白線、停止線、あるいは白線等がいっぱい消えております。そこら辺

もこれに入っているのかどうか。補正で対応するというようなことをちょこっと聞きま

したが、そこら辺をお願いいたしたい。 

それから、次の電算委託料もです。これは、当初契約と今の契約の状況。今後、これ

だけ増えますというのが途中で出てくるのか。どういった契約になっているのか。そこ

ら辺。 

次の情報、イントラもです。なぜ委託料が途中で上がったり下がったりするのかどう

か。 

それから、２９ページの２のですね、２、２、１３のこれも委託料ですが、軽自動車

検査情報提供委託料と。これはどういうものか教えていただきたい。 

それから、斎場費のですね。３４ページです。４、１、４の１１、これも先ほど、髙

戸議員さんから出ましたけれども、１,０００万円というのは私も高いと思います。こ

の１,０００万円という修繕料の根拠を教えていただきたい。これは髙戸さんのときな

かったですね。根拠はなかったですね。根拠を教えていただきたい。 

３６ページ、５、１、３の１９負担金でですね、中山間地域等担い手収益力向上支援

事業補助が１２４万円。これはどういったものかと実績がどういった、現にどういった

ものかと。実績はどんなことが出てくるのかということを教えていただきたい。 

それから、次の５のですね、５、１、５のこれもやっぱり委託料で、１３ハザードマ

ップ、先ほど、池の云々ので聞きましたけれども、ハザードマップ、先ほど、語学のと

り方でいろいろ問題になりましたけれども、私も横文字が苦手でございます。このハザ

ードマップというのはどういう意味なのか教えていただきたい。 

それから、漁港建設費の３９ページ、５、３、３の１５、５００万円が出ておりま

す。これちょっと説明があったような気がするわけですが、私が聞き漏らしかもしれま

せんので、この場所あたりを教えていただきたいと思います。 

それから、４２ページ。７、２、２のですね、これもさっき話が出とったかなと思い
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ますが、１１と１４、修繕料と重機借上の分でございますが、この辺はですね、たぶん

災害によっての応急的なもんだろうと思いますが、他市町を歩いてみますと、かなり赤

杭が打ってあります。ここは案外、応急的なことで片付けてしまってあって、災害の採

択の申請が少ないんじゃなかろうかなと思っております。これは河川費を含めたところ

でお願いですが、できるだけそっちのほうの補助、災害復旧事業等にのせた申請をして

いただいて、それからこぼれた分についていろいろこういった維持的なもの使えばいい

んじゃなかろうかなと思うとるところでございますが、そこら辺。 

それと、これに関連してですね、私、赤仁田川にこの前、周って見せていただいたん

ですけれども、まだ災害関連とかですね、一定債とかっていう制度はあるのかどうか。

もしあったら、そういった災害の、河川とかバラッと崩れたときはそういったほうの採

択方法もあろうと思いますが、そこら辺の対応はどうなのかということを教えていただ

きたいと思います。 

それから、これも先ほど出ました、同じ４２ページの道路新設改良費の中の電柱の移

転関係に絡んででございますが、今後こういった移転補償とかなんかがいっぱいあると

するならば、いろんな形でやっぱり町に負担がかかってくっとじゃなかろうかなと思い

ます。電柱の新設等においては、相当やっぱり気を遣わにゃいかんとじゃなかろうかと

思いますが、今後の対応について教えていただければなと思います。例えば、今後はな

るだけ町道敷きとか公有地には建てさせんというようなことでですね、そういったこと

があるのかないのか。 

それから、４９ページ。９、４、２の需用費ですね、１７万円組んでございます。実

はこれは、この前、先ほど、私、耳がちょっと調子悪かもんですから聞き漏らしたかも

しれませんが、都呂々公民館云々とありましたけれども、敬老会をするということであ

ったとき、ある区長さんから音響設備が悪いと。もう実際アンプが壊れとるということ

であって、これの改修かどうか。あるいはもし違うとならば、これはどうなったのかと

いうことをお願いいたしたいと思います。 

それから、５１ページの１０、１の２の１５、２,１００万円。これは先ほど、説明

があったかなと思うとと、これについては、めずらしく委託料がありませんが、査定設

計のとかなんかで出たやつを活用して、もう町でやっておられるのかですね。これ１０

について全てです。建設課関係も今回は実施の場合には、昔上がっとったような感じが

するわけですが、委託料が全然入っておりません。次のページにしてもですね、そこら

辺がですね、頑張っておられるのかなということをお聞きしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（山本政人君） 今、松本君のほうから盛り沢山に質問が出ました。これは時間

も経過をいたしておりますので、ここで昼食のため１時半まで休憩をいたします。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時１７分 

再開 午後１時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

午前中に質問をいただいておりました松本君の質問。これページごとに回答していた

だきたいと思いますので、各課長は漏れのないようによろしく回答ください。 

それでは、まず９ページからまいります。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 松本議員からの法人町民税の６００万円の減額につき

まして、質問がありました件でございます。この件につきましては、平成２８年度の予

算編成をしますときに、九州電力関係の法人町民税が今年２８年の１月に出されまし

た、第３四半期の決算見込みで利益が見込めるというようなことがありました。それを

見込んで現在までの過去の実績から約１,０００万円の増を見たところですけれども、

電力関係の関連事業含めまして当初１,０００万円見込んでおりましたので、約４００

万円ということで、この実績によりまして６００万円減額をしたところです。 

続きまして、１０ページの軽自動車税の減額の４００万円でございます。これにつき

ましては、本年度から１３年を超えた軽自動車につきましては、一般の軽自動車税より

も重く税金を課するということで、乗用車であれば通常７,２００円ですけれども、こ

れが１万２,９００円に、１３年を超えた軽自動車の乗用車につきましては増額をされ

ました。それと、貨物自動車につきましては通常４,０００円のところが、１３年を超

えた軽トラック等につきましては６,０００円ということで、２,０００円増えたわけで

す。この新年度予算を組むときにあたりまして、１３年を超える軽自動車の台数が一体

どれぐらいあるかということが、私にとって町のほうで台帳を見ても把握できませんで

した。と言いますのが、システムに入ります、いつ購入をしたかというようなことが私

たちのほうでは入れるようになっておりませんで、その関係でその台数がわからなかっ

たということで、当初乗用車につきましては、約５０パーセントが１３年超えるだろう

ということで予算を組んでおったわけですけども、実際に今年４月１日課税段階で軽自

動車協会のほうから正式な内訳が送ってきたわけですが、それによりまして課税したと

ころ約２０パーセントということに実績がなりました。それから、軽トラックにつきま

しても当初５０パーセント組んでおったんですが、これが４０パーセントという形で。

この関係で乗用車の分の減額が６５０台の５,７００円分の３７０万円と、それから軽

貨物の１６０台の２,０００円で３２万円ということで、約４００万円の減額になった

次第です。このことで今の時点で４００万円減額ということで、補正をさせていただい
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たところです。 

○議長（山本政人君） 次、１５ページ。教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） １５ページの４教育国庫補助金の集落活性化推進事業補助

金でございますが、これは旧坂瀬川中学校の改修事業にあてるものでございまして、減

額の理由は当初５０パーセントで申請しておりましたが、申請数が多いということで国

の配分により２８.３パーセント、７３０万２,０００円に減額されまして、内示がきま

して、その差額５５９万４,０００円を減額するものでございます。 

○議長（山本政人君） 次に、１７ページ。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 目３の海岸漂着物地域対策推進事業補助金でございま

すけども、これは海岸に漂着するごみ、それから漂流物、堆積物等の回収処理にかかる

事業、それからそのごみの発生抑制にかかるための事業につきまして、国からの補助が

あるわけでございますけども、一応その分を計上しております。歳出につきましては、

３５ページの塵芥処理費に計上しておりますけども、２名分の賃金、それからごみ袋

代、回収したごみの処理委託料、軽トラックの借上料等に使用をしております。それか

ら、この分につきましては、平成２７年度の繰り越しの部分で１年間分計上をしていた

わけでございますけども、補助金の割り当てが３分の２しか内示がございませんでした

ので、残り３分の１につきまして、平成２８年度の予算として改めて２００万円を計上

させていただいたものでございます。 

○議長（山本政人君） この１７ページでは、他にありますか。農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） １７ページの農業用河川工作物等応急対策事業補助金

でございます。これは渕の上堰、中ノ田堰を補修撤去いたします。この工事は来年度で

すが、本年度は業務委託として国の補助金、県の補助金をいただくわけですけども、当

初国が５５、県が１パーセントでございました。県の補助金の増額がございまして、１

パーセントが３３パーセントまで増額いたしました。その分の増額分が１６０万円でご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 次に１８ページ。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 九州電力の株式配当金でございますが、平成２４年の

９月に九州電力の株を３万株購入しております。今まで九州電力が赤字ということで、

株式配当がなかったわけですが、今年の株主総会で１株あたり５円の配当が承認されま

して、３万株の５円分ということで１５万円計上させていただいております。 

○議長（山本政人君） 次に２４ページ。教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ２４ページのスポーツ振興くじ助成金の減額でございます

が、これ４９ページの財源区分の変更に示してありますとおり、一般財源で対応させて
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いただくということで減額分は一般財源で対応させていただきます。４９ページの３に

ですね、社会教育設備費の中のその他の欄に減額、１,１３９万９,０００円ということ

で、それを一般財源に振り替えるということでございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 次に２６ページ。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） ５の財産管理費、１４の使用料及び賃借料の複合機のリー

ス料でございます。これは各出張所の複合機３台を本年４月１日で契約の更新を行いま

した。今年度から長期継続契約の中で見積り入札を行った結果、安価で入札をされたと

いうことで減額となっております。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 企画費の講師謝金２１万円でございますが、１０月に

開催いたします志岐氏サミットのコンサートの講演の謝金として２１万円を増額してお

ります。 

○議長（山本政人君） 次に２７ページ。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 町ホームページ改修委託料でございますが、構築設計

料、デザイン制作料、システム制作料含めまして、２３万円でございます。参考までに

天草市が今年３月からサイトを開いておりますが、１８０万円の費用がかかっておると

いうことでございます。 

それから、次の業務委託料でございますけども、当初の説明でいたしましたが、県の

補助事業で行う天草長崎航路を利用した交流促進事業として、富岡港に電気自動車を置

いて、２次交通の実証実験を行う事業の委託料、これが２９７万円です。 

あと、天草長崎航路の確保維持計画の策定に必要な委託料が２４５万円、合わせて５

４２万円でございます。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） １０の交通安全対策費の１１需用費の修繕料でございま

す。この修繕料につきましては、カーブミラー２面分の５基、１面分の５基分を計上し

ております。この点につきましては、行政通信あるいは交通安全協会の点検に基づく修

繕分でございまして、８月時点までにこちらのほうに申し出があった分だけを計上して

おりまして、先ほど、松本議員が言われた白線に伴う分はこれには含まれておりませ

ん。今回、秋の全国交通安全運動の中で交通安全の施設点検を、交通安全協会の各支部

ごとに又、点検をしていただくようにしておりますので、その結果を受けて、次回の議

会の中で又、補正の対応をお願いしたいと思っております。 

それから、１３電算システム管理費の中の電算システム保守委託料でございます。こ

れは昨年１０月に導入をいたしました番号制度関連ネットワーク番号連携サーバーの保

守分でございますけれども、１年間はですね、無料ということで当初計上しておりませ



 

－119－ 

んでしたけれども、２８年の９月でですね、その保守分が切れるということで、今年度

１０月から２９年３月分までの６ヶ月分を新たに追加させていただくための補正でござ

います。 

それから、１４の情報化推進費、イントラネットサーバー機器の保守点検委託料でご

ざいますけれども、これにつきましてはイントラネットサーバーの強靭化対策を本年度

実施するようにしておりますけれども、諸般の事情によりまして県との補助金の申請等

がずれ込みまして、これが３月末に完了する見込みでございますので、本年１１月から

来年３月までの５ヶ月分をですね、追加して保守の委託料を計上させていただいている

ところでございます。 

○議長（山本政人君） ２７ページは、ほかにありませんね。 

次、２９ページ。税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） ２の２の２の賦課徴収費の軽自動車検査情報提供委託

料の増でございます。これは当初予算では年間４,６２０台の情報提供を予定しており

ましたけれども、実績見込みによりまして５,４８０台に増えました。この増えた分に

つきまして、８６０台の１件あたり１１.２円の消費税を含めまして１万９２７円、１

万１,０００円の増でございます。 

○議長（山本政人君） 次に、３４ページ。税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 斎場費の１,０００万の増でございます。この増の工

事の内容につきましては、斎場の外壁の改修工事ということでございます。工事の内容

につきましては、ひび割れの補修、これにつきましては約２８０ヶ所。ひび割れの程度

が０.３ｍｍ未満のところを１３６ヶ所、０.３ｍｍ以上の箇所が１２８ヶ所。それと格

子部が１６ヶ所ということで２８０ヶ所でございます。それと鉄筋の腐食補修というこ

とで、これにつきましては１１３ヶ所でございます。この補修を行いまして、樹脂等の

モルタル補修を行いました後に塗装を行います。先ほど、髙戸議員に申しておりません

で申し訳なかったんですけども、今回のこの修繕につきましては、平成２７年度の繰り

越しの委託料が５０万円予算化していただきましたが、その中で、この設計委託を行い

まして、その結果を受けまして、今回１,０００万円の補正をお願いするものです。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） ３６ページの負担金補助及び交付金の中山間地域等担

い手収益力向上支援事業補助金でございます。これはＴＰＰ対策事業の補助金でござい

ます。農家に交付するもので中間管理機構におきまして、そこを通じ農地を借り入れて

経営の規模拡大、それと収益力の高い作物に転換をいたしまして、収益を向上させると

いうものでございます。１０ａ当たり５万円の補助金ということで、農家の２経営体が

対象になっております。その分の国からの補助金の１２４万円でございます。 
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続きまして、農地費の委託料のハザードマップ作成委託料４６０万円でございます。

これは西川内第２、折山第１ため池のハザードマップを作成するというものでございま

す。前回６月にもいろいろ地震に対して、ダムあるいはため池で崩壊した場合はどうな

るかという、そういったご質問もございましたが、この２つのため池は町河川の本流の

上流の最上部に位置するものでございます。従いまして、崩壊した場合にはどうしても

下流域に影響が大きいということもございまして、その崩壊した場合の農家、あるいは

農地、そして宅地の影響範囲ですね、それらを検証するためにハザードマップを作成す

るものでございます。 

続きまして、３９ページの漁港建設費の５００万円の工事請負費でございます。これ

は、三会川河口に第１号橋を建設する追加工事の５００万円でございます。これは橋脚

を建設するにあたりまして、基礎工事をする工事追加の５００万円でございます。 

以上でございます。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。４２ページ。 

○土木管理課長（山口仁人君） ４２ページの道路改良費に計上してあります需用費の

修繕料についてでございますが、これにつきましては、行政通信等で上がってきており

ます事故への対応の予算ということで５００万円の計上でございます。 

同じく１４の使用料及び賃借料の重機借上料でございますが、これにつきましても、

道路の側溝等に溜まっております土砂等の撤去等に対応するための予算計上でございま

す。 

続きまして、新設改良費に計上してございます電柱移転補償費に対する考え方でござ

いますが、これにつきましては本来町道から町道にという形での移転の場合には、九電

ないしＮＴＴさんのほうで対応していただく等の取り決めがございますので、その運用

についての変わりはないというふうに考えております。今後も従来どおり必要な箇所に

ついてですね、やむを得ない場合、含めまして町道敷きに電柱等の建て込みについては

許可を出していく予定でございます。 

次に、河川の災害等々も含めた中で災害関連ですね、こういうのが今もあるのかとい

うようなお尋ねがございました。災害関連の工事等につきましては、一般的には災害復

旧事業と河川改良事業を絡めた中での対応というような事業でございますけども、採択

の要件といたしましては、事業費、市町村では１,８００万円以上というようなこと

で、連続して被災をしているような河川、その場合、特に用地等々も必要になってまい

りますので、改良等の予定がなされていた場所等でですね、災害が起きた場合にはそう

いう事業の利用も可能かというふうには考えられますが、今回の河川の場合も点在して

おります、被災箇所がですね。そういう中で、これらの災害関連での採択というのは難

しいというふうに考えているところでございます。 
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あと、ちょっとページが飛びますが、５２ページの公共土木、それから同じく林務の

ほうでございました、災害復旧の工事に絡んで委託費の計上がないのではないかという

ご指摘でございましたが、先に審議をいただきました専決の補正予算におきまして、そ

れぞれ委託費は予算を計上をいたしているところでございます。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 次、４９ページ。教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ４９ページの公民館費の需用費、修繕費でございますが、

これは都呂々公民館の引き込み開閉器盤の修繕でございまして、お尋ねの放送設備では

ございません。現在、放送設備はですね、大変古うございますが、一応使用には耐える

ということです。しかしながらですね、住民の方から大変使いづらいというふうな声も

聞きますので、更新が必要かどうか検討したいと思います。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 次、５１ページ。農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 先ほど、土木課長が説明したとおり、委託料につきま

しては専決の予算でご承認いただきまして、それで業務の発注は現在、実施してるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） すみません、先ほど、工事の発注に関しましてです

ね、災害の申請箇所が少ないのではないかと。極力、災害復旧で採択されるように申請

をすべきではないかというようなご指摘をいただいたところでございますが、この河

川、それから道路等の災害復旧につきましては、私が役場に入りました４０年ほど前ま

ではですね、３０万円というのが採択の基準でございました。それが４０万円に上が

り、今現在は６０万円以上が災害の申請要件というようなことになっております。そう

いう中で小規模なものについてはですね、なかなかやっぱり災害での採択が難しいとい

うようなこともございまして、そういう部分につきましてはですね、申請額が当然上が

るか上がらないかというところはある程度、幅を持った中で申請を上げている状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 議長が把握している分では以上ですが、答弁漏れはありません

か。ないですね。松本君、以上で第１回目の答弁です。松本君。 

○１番（松本良人君） ２４ページ。スポーツ振興くじ助成金ですかね、この分が減額

になっているということで、４９ページに上げてあるということですが、これは、これ

が入ってきて事業をするのでしょう。その事業についての変更とかなんかっちゅうのは
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ないわけですかね。そこら辺、やはりこれがひも付きの財源であったら、そこら辺、予

算の区分なんかっていうのははっきりしていただかんことには、今の４９ページの社会

教育施設費の中で減額してあるということで、そのあたり確かに減額をしておりますけ

れども、これは工事費かなんかっていうのは全然予算化してなかったですかね。私、全

然、ここら辺がわからずにですね、前の予算書を見てにゃこんじゃったですが、そこら

辺の説明を１点お願いします。 

それから２６ページ。企画費の中で、講師謝金ということで２１万円組んであります

けれども、これは年度当初にこういった計画があると。そして、予算を決めますという

のが当然１年間の分の予算はこれですよということで組んで、イベントなんかも当然そ

ういった組み立ての中でいろんな形を整えていって、予算を整えていくというのが当然

でございますけれども、飛び込みで入ったのですか、当初予算には漏れておったのです

か。それとも、後でこういったことが入ったのですか。その点をお願いします。 

２７ページのホームページの改修委託料ですが、これ改修でしょ、新設じゃないんで

しょ。新たにホームページを立ち上げるのに１００云々であって、これは苓北町のある

ところに空き家情報とかなんか入るということでしょ。そういったことであれば、当然

我々が業者さんに個人的にホームページを立ち上げますからということで頼む場合は、

７万円から１０万円程度でいいですよということでございますが、こっちの場合はある

ところの苓北町のホームページの中に空き家情報を入れるということになれば、天草市

云々じゃなくてちょっと違うとじゃなかろうかなと思います。ここら辺を。 

それから、２７ページの１０です。この予算は確かに１１０何基かあって、交通安全

協会から上がってきた分を補修しますよということでございますが、町の交通安全を町

内の交通に危ないということを総務課自体、あるいは苓北町自体が確認しながら、「こ

こは危ないよ。白線を引きましょう。」という、そういったことはないんですか。全

部、安全協会とか何々協会から「ここばしてくだせえ、ここばしてくだせえ。」ていっ

て上がってきた分だけ予算化して白線するのですかね。それはちょっとおかしいんじゃ

なかかと思います。やはり我々は町のために働くわけですので、そんな何々協会から上

がってきて言うてきたもんだけしかしませんよというのは、住民サービスじゃないんじ

ゃなかろうかなと思います。この前も白線がいっぱい消えとる。確かに全部消えとりま

すよ。ほとんど。そこら辺、全然対応はないんだということで申し上げましたけれど

も、そこら辺は見て危険箇所なんか押さえていただきましたか。そこら辺も１つお願い

します。 

それから、同じページの１３、１４ですね。これはかなり１６０万円とかですね、５

６万円とかっちゅうぐらいで、途中で上がっとっですけど、ここら辺は当然、当初予算

のときいくらかできとらんなんとじゃなかろうかなと。委託費あたりが妙にですね、全
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体的に補正でボッボボッボボッボあがってきておるわけでございますが、年間、おおよ

そ、例えば１１月の云々がありましたけれども、どっかで１１月にもう切れますよと

か。１年間は無料ですよとか。もうそれ無料だから、その次を続くっとならば当初予算

に当然、残された分だけはあげとかんばならんしなもんじゃなかですかね。そこら辺を

説明をもう１回お願いします。 

それから、２９ページ。委託料の件ですね。これは先ほど、車の台数が上がったから

ということで増額したということでございます。片一方の軽自動車税は４００万円減額

になっとっとですね。そこら辺の兼ね合いどうかもう１回ちょっと。片一方は減額、ど

うも車が少のうなったから減額なりましたよと。税金が減額になりましたと、だったと

思いますけれども、私から聞くとですね、１０万円ぐらいのどうせ見越してかけるので

すからですね、そこら辺をひとつよろしく。 

３９ページの漁港建設費は、今回あとで契約が出ておりますその件ですかね。そこら

辺を。三会川の下流の橋梁の分ですかね。そこら辺をもう１回教えてください。 

それからですね、４０ページ。これ私が見落としとっただろうと思います。観光費の

ですな、賃金。観光施設清掃委託が９２万８,０００円。これ増額と思いますが、これ

も当初予算ではなかったのかどうかですね。それと、５番目の公園整備管理費で修繕料

として４３万２,０００円上がっております。これも私見落としたのかもしれませんの

で、これは何の修繕料か教えていただきたい。 

４９ページ。公民館の関係でございます。機材は修繕料の関係でございますけれど

も、機材はまだきちっとしているということでございますが、何年も使うてなかったっ

ですよ、この機材はですね。そしてたぶんここにおいでの方々の担当課あたりが、あそ

こで会議をする場合、この機械は使わずにですね、細かハンディのやつを使うてほとん

どそれを利用してあると。要するにこの機械は使いにくかったっですよ。調整をです

ね、老人会のほうで業者さんを頼んで、これお金はたぶん払うとらんと思うとですが、

お手伝いの形、そして動くごてなして、そして現在は何人かしか使いきらん、調整しき

らんとですよ。ということは、もう本来ならば普通には壊れとるということですね。ぜ

ひですね、敬老会とかそういったところでも指摘がございましたので、やっぱり公の施

設でございますので、どなたでも借りられるような状況にしていてほしい。そう思いま

す。 

それから、最後に、建設課の方で、全体的にですね、要するに災害対策が少なかじゃ

なかろうかなということで、それに満たないというようなご指摘がございましたけれど

も、小災害とかなんかのいうようなシステムもありますけれども、そういったことも考

慮に入れたところの問題でしょうかね。要するに、公共土木で外れた分については起債

の対応を１００パーセントするということで、そういったことをできれば補助事業の採
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択をしてもらうようにお願いしたいと思います。これはお願いだけでよかです。回答い

りません。これありませんので。 

以上でございます。 

○議長（山本政人君） それでは、ページごとにいきます。 

２４ページ。教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ２４ページの事業費でございますけども、当初予算で設計

委託料５７８万６,０００円、工事費４,９８３万６,０００円。備品購入費２４８万４,

０００円。合計５,８１０万６,０００円を計上させていただきまして、委託料と工事費

の補助金の申請で８割、備品で３分の２ということで申請をしておりましたが、内示額

が委託料工事費の分で６０パーセント、備品の分で５３.３パーセントになりました。

ということでございます。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 次、２６ページ。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 講師謝金ですけども、これは志岐氏サミットの分です

が、当初、志岐氏サミット歴史講演会とシンポジウムという内容で当初予算を組んでお

りました。事業内容を検討しました結果、歴史講座と熊本市に志岐由理子さんっていう

声楽家がいらっしゃいます。この方にコンサートをお願いしようということになりまし

たので、その分を増額させていただいております。 

○議長（山本政人君） 次。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） ２７ページの町ホームページ改修委託料でございま

す。これは町のホームページの中に、新た空き家バンクのコーナーといいますか、構築

する部分でございまして、その構築の設計料、デザイン料、システム制作料ということ

で計上させていただいておるところでございます。 

○議長（山本政人君） 議長がページを言いますから、そのときに手を挙げて。 

次、２７ページ。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） １０の交通安全対策費でございます。修繕の対応につきま

しては、当然、総務課のほうも巡回に回りますけれども、各行政区からの行政通信によ

る要望、それから町の交通指導員からの施設点検の結果の報告、それから町のほうから

お願いをしております交通安全協会各支部からの施設点検の報告に基づきまして、順次

修繕を行っております。今後の対応につきましても、先ほども申しましたように、こう

いった町からお願いをしまして、交通指導員、交通安全協会の皆さまによります交通安

全施設点検、それから行政通信の結果を基に、交通安全施設の点検、整備、補修等を行

ってまいります。 

それから、１３の電算システム管理費の電算システム保守委託料でございます。これ
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は昨年１０月に番号制度の関連ネットワーク番号連携サーバーの保守、このサーバーを

つけました。このサーバーの保守点検委託料につきましては、１年間無料ということで

本来であれば本年９月までが無料期間ということになっておりましたけれども、当初予

算のほうでこちらが計上を漏らしておりましたので、本年１０月から来年３月までの６

ヶ月までの保守委託料が不足となりますので、その分を追加させていただくご提案でご

ざいます。 

それから、１４の情報化推進費のイントラネットサーバー機器保守点検委託料。これ

につきましても、本来であれば本年１０月までに情報化強靭化事業ということで、イン

トラネットサーバーの機器の更新を行う予定にしておりましたけども、補助金の申請で

ありますとか、県との調整に少し時間がかかりまして、これが少し遅れる見込みでござ

います。そういったことで本年１１月から来年３月までの５ヶ月分につきまして、遠隔

及び巡回保守の延長をさせていただくということで、５ヶ月分の追加のために今回提案

を申し上げているところでございます。 

○議長（山本政人君） 次に、２９ページ。税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 軽自動車の検査情報処理提供委託料でございます。今

までは軽自動車の新規取得、移転、転入、転出、抹消、変更等の情報につきまして、情

報提供をして委託料を払っておったわけですけども、２８年度からこの１３年の重量

化、経過する車とそういうようないろいろな関係もございまして、継続検査分の検査情

報も２８年度から情報として、こちらのほうに提供いただく。その分につきましての委

託料は今回補正をさせていただく分でございます。 

○議長（山本政人君） 次に、３９ページ。農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 工事請負費ですけども、今回国の補助金の追加配分が

ございましたので、今回工事請負費を計上するものでございます。三会川河口の１号橋

の下部工の一連の工事に工事請負費を施工するようにしております。 

○議長（山本政人君） 次に、４０ページ。商工観光課長。 

○商工観光課長（尾脇宣宏君） 観光施設等の清掃賃金の件でございますけれども、平

成２７年度の決算額を見ますと、２１７万７,９００円ということで決算が出ておりま

す。それに対しまして、今年度の当初予算は１３９万２,０００円ということで、抑え

て計上してありますので、どうしても草刈りを今まで実施してきた中で、年度途中で予

算が切れることが想定をされますので、今回補正をさせていただいております。 

又、修繕料で４３万２,０００円計上しておりますが、これにつきましては、なんと

言いますか、修繕ではなくてですね、国立公園６０周年記念事業を今回苓北町で記念式

典、それと関連事業ということで展示会等を展示しようと予定しておるわけですけれど

も、今年度、関連事業をする中で、国立公園の指定に寄与された画家の龍清六さんの絵
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画、それから墨絵、そちらのほうを展示する予定にしております。それにつきまして

は、どうしても管理が空調であるとか、あとは警備の管理が必要となってまいりますの

で歴史資料館で開催することとし、今入っていただきますと、左側入ってすぐガラスケ

ース、壁面にありますが、そこには既に掲示されている分がございます。そういったこ

とで展示をする際に下の掲示してある分を隠すと言いますか、修理する必要がございま

すので、その分の経費を４３万２,０００円ということで、内部調査費ということで計

上をしております。 

○議長（山本政人君） 次、４９ページ。教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 先ほども申しましたけども、更新も含めてですね、検討さ

せていただきたいと思います。以上です。 

○議長（山本政人君） 以上が答弁であります。松本君。 

○１番（松本良人君） ２４ページのスポーツ振興くじの助成金の関係でございますけ

れども、これは今年かいくらかの工事費の中にこの分は入っとらんとですかね。これは

入っとらんとですか。入っとらんとですかね。入っとっとなら、そこら辺の工事を前に

出して云々ということはできんわけですかね。そうせんば私たちは減ったばってんか減

りっぱなしということで、なに関連して社会教育かてわからん。ふつうは工事費の中に

浮き上がってくっとじゃなかろうかと思います。そうした場合は完全にその分が１,０

００万円減って、一般会計が１,０００万円増えとったかなとか。あるいは起債が１,０

００万円増えますねと、工事費がそのままですねという感じがわかると思いますけど、

そこら辺はなかったのかどうかですね。 

それから２６ページの例の講師謝金の関係。コンサートをするとにも講師謝金ですか

ね、科目が。それでよかか、悪かかをお尋ねをしたいと思います。 

それから、２７ページの電算システム関係とか情報推進、目の１３、１４の関係で

す。私は、こういった計画であっとっとだが、当初はそういったことは予測できなかっ

たかなと、当然１１月まで契約があれば、その後の分を計上しなければいかんのじゃな

かろうか。どっかでちょっと１点はですね。漏らしたということで、１３の分ですね。

漏らしたということで。そういったことを言ってもらえればよかっですよ。当初、これ

は漏らしておりましたと。すみませんでしたと。私はそれでいいと思いますけれども、

そこら辺がどうかなと。当初から計上してあったのか。あるいは単純な計上漏れかとい

うことです。 

それから、同じページの１０ですね、なんか行政通信で出てきたのを云々とか、ある

いはあっちこっちから出てきてお願いできたのを対応していきますとかっていう、私は

そういった形で行政そのものをやるのは間違いじゃなかかと思うとですよ。職員がたま

には出向いて、ここは交差点だが相当横断歩道消えてわからんばい、停止線がなかばい
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って、あるいは中央線が消えとっとって、そういったことはしてなかっかなと。私は対

策委員会のときも警察にも怒ったような感じで言うたんですけども、当然ですね、行政

通信、区長に責任をなすりつけじゃなかですか。そこら辺はですね、本当にそれが苓北

町のあり方かどうか。そこら辺をもう１点、最後ですので聞きます。 

それからですね、先ほど聞き忘れとったと思うとですが、ここ飛ばしておりますが、

３４ページ、斎場の修繕料。これはひび割れとかコーキングとかですね、鉄筋が見えと

るとか。あるいは繰り越しで当初、設計はしていただいたというようなことでございま

すが、それを修繕料であげて修繕して、あと３年したら漏ったばいというのはあり得る

内容なんですよ。少しでも金がいってもやはり工事請負費とか設計ができておったな

ら、工事請負とかあるいは見積入札にするとか、正規な請負契約の中でやるのが当然だ

と思いますけれども、そこら辺、最後でございますので真剣に答えてください。私はこ

れで最後で言われませんのですね。そこら辺をよろしくお願いします。 

それから、３６ページの３、１９の担い手云々のですね、説明受けたとですが、これ

対象者はおいでですかね。それとＴＰＰ関係で前年のですかね、マイナスになったこと

があっですね、いろいろ対象外になったとかいうことでですね。１,４００万円ぐらい

だったと思いますけれども、そういったことはあるのかないのかですね。せっかく計上

してありますけれども、対象者数とどういったことおおよそ、代表で、例えばこういっ

たことをやる方が何名ぐらいおいでですよということを教えていただければ。５０万円

云々のところで答えましたのでですね、そこら辺を教えていただきたいと思います。 

それから、４０ページ。目の５、これは修繕料と書いてあったがどうか云々と出まし

たけれども、これはあそこで間違っとったやろ、私もわかりません。何あげてよかかで

すね。ただ、修繕料の中でですね、今富岡城関係の駐車場あたりには全くもうどこにと

めてよかっじゃろわからんごて白線なんか消えてしもうとっとですよ。あそこ、福祉セ

ンターの前あたり。やはり富岡城がこっちから見れば、相当かっこよかっですよ。ばっ

てん、下のほうに行ってみて、駐車場に停めようとしても白線は消え、どうのこうのが

消えということで全く観光のイメージはないように感じます。ぜひですね、これ修繕料

は足らんと思いますが、できればどうか工面でもする、あるいはどがんかしてですね、

もう１回ですね、そこら辺、細部にわたって、要するに何て言えばよかですかね、顔ば

っかきれいに塗ったっじゃったっちゃ、着物がほころびとけば見る影もなかという感じ

がいたしますので、そこら辺ぜひ調査していただいて、やっぱりそこら辺からきれいに

していただきたい。そう思います。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 最後の質問でした。したがって、答弁者も納得がいかれるよう

にできるだけ努力をして答弁をしてください。 
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２４ページ。教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） あくまでも財源区分の変更でございまして、補助金が減っ

たからということでございますので、委託料と、支出の分はですね、当初、変更はして

おりませんので、ここには出てこんということでご理解いただければと思います。 

○議長（山本政人君） 次、２６ページ。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） コンサートの謝金は講師謝金でいいのかということで

すけども、講師謝金に該当します。 

○議長（山本政人君） 次、２７ページ。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 交通安全の施設の点検につきましては、当然、町の職員も

順次点検等に回っております。ただ、どうしても台風でありますとか、そういう災害等

があった場合には、なかなかそういった点検の漏れ等も出てまいります。その中で各区

の区長さん方がですね、率先して回っていただいておりまして、それをもとに行政通信

を出していただいております。その他、どうしても職員だけでは不足する場合がござい

ますので、町のほうから交通指導員さん、交通安全の強化委員さんにお願いしまして、

各施設、各地区ごとにですね、点検をしていただいておりまして、できるだけ漏れがな

いような形で修繕を行いたいということで現在体制をとっているところでございます。 

それから、電算システム管理費のシステム保守委託料、これにつきましては、当初の

ですね、計上の段階で半月分が漏れておりましたので、今回改めて半月分について追加

をさせていただくということでございます。 

それから、１４の情報化推進費のイントラネットサーバーの保守点検委託料、これに

つきましては、当初は本年１０月までにイントラネットの更新を済ませる予定でござい

ましたけれども、諸般の事情により遅れておりますので、このため本年１１月から来年

３月まで保守委託料の延長が必要になりましたので、今回この５ヶ月分について補正の

提案をしているところでございます。 

○議長（山本政人君） 次、３４ページ。税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 今回の補修にあたりましては、今回の調査測量の前

に、コンクリート崩土物の専門家の方に見ていただきました。本体自体には問題はない

ということを受けまして、それでは外壁につきまして、コンクリートの構造物が中性か

ら酸性になる前に壁面の補修が必要であるということで、現在の状況を把握いたしまし

て、その中で中性化を保つために外壁の補修、それから塗装を今回工事に上げさせてい

ただいたところです。このような中で本体の構造に影響がないというような、こういう

ことを踏まえまして、修繕料の中で予算を計上させていただきました。 

○議長（山本政人君） 次に、３６ページ。農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） ＴＰＰ対策の中山間地域等担い手収益力向上支援対策
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事業補助金でございます。対象者は２つの経営体がございます。農家が１、それと農業

法人が１。この２つの経営体に交付いたします。前回同じくＴＰＰ事業で経営体育成支

援事業の補助については配分がございませんでした。特に、農機具の買い替えですね。

今回の分につきましては、現在のところ、ほぼ間違いなく交付ができるように考えてお

ります。 

○議長（山本政人君） ４０ページ。商工観光課長。 

○商工観光課長（尾脇宣宏君） 松本議員のほうからご指摘いただきましたのは、関連

した駐車場の白線が消えているということで、そこら辺も調査して対応するようにとい

うご意見だったと思います。 

その中で代表して、川本商店前の城山公園駐車場のことをおっしゃったと思いますの

で、あそこは町の管理なのか、県の管理なのかわかりませんが、一応確認をしてです

ね、県が管理ならば県のほうに要望します。その他に関連しまして、駐車場とか海水浴

場の駐車場、あと白岩崎の駐車場とか観光施設の駐車場等もございますので、再度点検

を行いまして必要があればですね、予算をいただいて整備を行っていきたいと思いま

す。 

以上です。 

○議長（山本政人君） これで終わりたいと思います。他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４６号を採決します。本件は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４６号、平成２８年度苓北町一般会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第４７号 平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第９、議案第４７号、平成２８年度苓北町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 議案第４７号、平成２８年度苓北町国民健康保険特別
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会計補正予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９１７万３,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１２億３,２２０万４,０００円とするものでございます。 

今回の補正は、主な理由といたしまして、国の平成２８年度国民健康制度関係業務準

備事業補助金の交付決定による国庫補助金、平成２７年度決算に伴う繰越金と平成２７

年度事業確定に伴う国等への返還金や追加交付等が生じたものでございます。 

補正予算の中身について、ご説明いたしますので６ページをお開きください。 

まず、歳入ですが、款４国庫支出金、項２国庫補助金、目１国民健康保険制度補助金

１１８万８,０００円の増額補正は、平成３０年度からの熊本県への保険者移行につき

まして、平成２９年度から納付金算定システムにより、県と納付金の算定のデータ等の

やりとりを行うわけでございますが、その準備のため本年度、納付金算定システムを導

入するための国庫補助金でございます。 

次に、７ページをお開きください。款５療養給付費交付金、項１療養給付費交付金、

目１療養給付費交付金８７５万１,０００円の増額補正は、退職者医療療養給付費等、

事業実績報告により交付金の不足が生じたため追加交付がされるものでございます。 

次に、８ページをお開きください。款１１繰入金、項２基金繰入金、目１財政調整基

金繰入金７７４万１,０００円の減額補正は、平成２７年度決算により繰越金の増額で

財源が生じたもので減額ございます。 

９ページをお願いいたします。款１２繰越金、項１繰越金、目１その他の繰越金、６

９７万５,０００円の増額は、前年度決算による剰余金から条例に基づく積立金１,３０

０万円を控除した額でございます。 

続きまして、歳出の補正の説明をいたします。 

１０ページをお願いいたします。款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費１１

８万８,０００円の増額は、先ほど、歳入、国庫支出金でご説明いたしました国民健康

保険制度補助金として、平成２９年度から熊本県と納付金の算定を行うため、本年度納

付金算定システムを導入するためのシステム改修委託料でございます。 

次に、１１ページをお開きください。款２保険給付費は、財源内訳変更のための補正

でございます。 

１２ページをお願いいたします。款１１諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目３

償還金７９８万５,０００円の増額は、平成２７年度実績に伴い、療養給付費等負担金

の国への返還金でございます。 

以上が、平成２８年度９月補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 
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質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４７号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） したがって、議案第４７号、平成２８年度苓北町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第４８号 平成２８年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１

号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１０、議案第４８号、平成２８年度苓北町介護保

険特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） 議案第４８号、平成２８年度苓北町介護保険特別会計

補正予算（第１号）（案）について、ご説明をいたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,８８２万２,０００円を

追加し、歳入歳出それぞれ８億９,６０８万２,０００円とするものでございます。 

今回の補正の主な理由は、前年度決算に伴う繰越金と実績報告による国・県及び支払

基金の負担金交付金の確定によるものでございます。 

それでは、補正予算の中身についてご説明をいたしますので、６ページをお願いいた

します。 

歳入です。款７繰入金、項２基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰入金ですが、財

源不足により４７６万７,０００円の基金を取り崩すものでございます。 

７ページをお願いいたします。款８繰越金ですが、前年度決算により、１,３９５万

９,０００円の増額補正でございます。 

８ページをお願いいたします。款９諸収入、項３雑入、目４過年度収入ですが、精算

により支払基金から２７年度分介護給付費負担金９万６,０００円交付による増額でご

ざいます。 

９ページをお願いいたします。歳出です。款２保険給付費は、財源内訳の変更でござ

います。 
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１０ページをお願いいたします。款６諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１第

１号被保険者保険料還付金は、１５万円の増額です。目２償還金１,５６０万円の増額

は、前年度精算により国、県及び支払基金に対して、負担金及び交付金を返還するもの

でございます。 

１１ページをお願いいたします。項２繰出金、目１一般会計繰出金でございますが、

前年度実績により、３０７万２,０００円増額し、一般会計へ戻すものでございます。 

以上が、平成２８年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１号）の内容でございま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

質疑を行います。質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ７ページですが、繰越金は２７年度の決算に基づいた繰越金の

額なんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） ２７年度に基づいた繰越金でございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） これ２７年度の決算書の額と合っていますかね。何ページです

かね。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） 決算書の２５０ページをお願いいたします。この中

に、すみません、申し遅れました。介護給付費準備基金繰入金、これに１,４００万円

を繰り入れた残りの残額が前年度繰越金に入れるものでございまして、前年度の歳入歳

出の差し引き残額そのままを繰り入れるものではございません。その説明がちょっと不

足をしておりました。失礼いたします。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） とすれば、決算書の２,７９６万６５２円がいきてくるわけで

すかね。これと、法律にもとづく１,４００万円との差額がここにきとるわけですか

ね。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） 失礼しました。補正でございまして、名目計上が１,

０００円ございますので、これを足して補正額が１,３９５万９,０００円を足して、

１,３９６万円。これは、６５２円は当然、切り捨ててある計算でございます。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４８号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４８号、平成２８年

度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第４９号 平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１１、議案第４９号、平成２８年度苓北町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 議案第４９号、平成２８年度苓北町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１３８万９,０００円を

追加し、歳入歳出それぞれ１億１,１３２万円とするものでございます。 

今回の補正の主な理由は、平成２７年度決算に伴い、繰越金等の確定によるものでご

ざいます。 

補正予算の中身についてご説明いたしますので、６ページをお開きください。まず、

歳入ですが、款１後期高齢者医療保険料、項１後期高齢者医療保険料、目２普通徴収保

険料９,０００円の増額は、２７年度で保険料の滞納が生じたため、滞納繰越分を計上

いたしました。 

７ページをお願いいたします。款４繰越金、項１繰越金、目１繰越金１３８万円の増

額は、２７年度の決算による増額でございます。 

続きまして、歳出補正の説明をいたしますので、８ページをお願いいたします。款２

後期高齢者医療広域連合納付金ですが、２７年度分保険料の精算がございますので、滞

納保険料と前年度繰越分をあてて、１３８万９,０００円の増額とするものでございま

す。 

以上が、平成２８年度９月補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 
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これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４９号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４９号、平成２８年

度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第５０号 平成２８年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１２、議案第５０号、平成２８年度苓北町水道特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５０号、平成２８年度苓北町水道特別会計補正

予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１２９万２,０００円を

減額し、歳入歳出それぞれ２億５,０９６万７,０００円とするものでございます。 

内容は、前年度繰越金の確定に伴うものが主なものでございます。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款４繰入金、項２、目１、節１

基金繰入金で、繰越金収入により基金取崩しが不要になったため８００万円の減額でご

ざいます。 

７ページをお願いいたします。款５、項１、目１、節１繰越金は、前年度繰越金の確

定により６７０万８,０００円の増額でございます。 

歳出につきましては、８ページをお願いいたします。款１水道費、項１水道管理費、

目１一般管理費、節２給料、節３職員手当、節４共済費は、職員の人事異動に伴う減額

でございます。１１需用費は、漏水修理等に伴う修繕料で、６０万８,０００円の増額

です。 

９ページをお願いいたします。款２公債費、項１公債費、目１元金は、財源区分の変

更でございます。 

以上で、平成２８年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号）（案）の説明を終わり



 

－135－ 

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） すみません。８ページ。修繕料ですが、６０万８,０００円の

増額になっております。これに類似してですね、次の下水道にしても、それから次の特

排にしてもですね、同じところで修繕料としてあがっておりますが、これ端数整理かな

んか、そういった形でされたっですかね。それとも、修繕を確実にしなければならない

から上げたということでしょうか。 

○議長（山本政人君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） これにつきましては、歳入のほうに変更がございまし

て、それを通常ですと、予備費等にもっていくのが正当かと思いますけれども、修繕料

につきまして、特に１番変動が多い歳出項目でございますので、一応修繕料のほうにと

りあえず計上させていただきまして、その予算の進行状況見ながら、又、最終的にです

ね、補正等お願いすることもあるかもしれませんけども、一応そういう形で全ての会

計、今回繰越金の収入があった分につきまして、そういう処理で計上させていただいて

おります。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） これは次の下水道にしても、農水にしても同じという形です

ね。はい、わかりました。ありがとうございました。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５０号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５０号、平成２８年

度苓北町水道特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決することに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第５１号 平成２８年度苓北町下水道特別会計補正予算（第１号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１３、議案第５１号、平成２８年度苓北町下水道
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特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５１号、平成２８年度苓北町下水道特別会計補

正予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１２５万１,０００円を追

加し、歳入歳出それぞれ３億５,２６９万４,０００円とするものです。 

内容は、前年度繰越金の確定に伴うものが主なものでございます。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款５、項１、目１、節１繰越金

は、前年度決算に伴う繰越金の確定により、１２５万１,０００円の増額です。歳入歳

出差引額から、繰越明許費に１３２万７,０００円を差し引きました残額を計上してお

ります。 

歳出につきましては、７ページをお願いいたします。款１公共下水道事業費、項１下

水道管理費、目１一般管理費で、節２給料、節３職員手当、節４共済費は、職員の人事

異動に伴う増減でございます。節１１需用費は、新築に伴う公共桝の追加等による修繕

料１６５万１,０００円の増額です。 

以上で、平成２８年度苓北町下水道特別会計補正予算（第１号）（案）の説明を終わ

ります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。 

討論を行います。討論もありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、討論なしと認めます。 

議案第５１号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５１号、平成２８年

度苓北町下水道特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決することに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第５２号 平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１４、議案第５２号、平成２８年度苓北町農業集
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落排水特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５２号、平成２８年度苓北町農業集落排水特別

会計補正予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３８万９,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１,７８１万円とするものです。 

内容は、前年度繰越金の確定に伴うものが主なものでございます。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款４、項１、目１、節１繰越金

は、前年度繰越金の確定により３８万９,０００円の増額です。 

歳出につきましては、７ページをお願いいたします。款１農業集落排水事業費、項１

農業集落排水管理費、目１一般管理費で、節１１需用費はマンホールポンプの修繕料と

して３８万９,０００円の増額でございます。 

以上で、平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）（案）の説明

を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、討論なしと認めます。 

議案第５２号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５２号、平成２８年

度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決する

ことに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第５３号 平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

補正予算（第１号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１５、議案第５３号、平成２８年度苓北町特定地

域生活排水処理事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５３号、平成２８年度苓北町特定地域生活排水

処理事業特別会計補正予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 
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今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８８万４,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ４,９８２万９,０００円とするものです。 

主な内容は、前年度繰越金の確定に伴うものです。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款３県支出金、項１県補助金、

目１特定地域生活排水処理事業費補助金、節１特定地域生活排水処理事業費補助金は、

平成２６年度事業費の確定により計上したものでございます。熊本県浄化槽市町村推進

事業交付金は、起債の償還にあてるため、前年度事業費の６.５パーセントを補助する

もので、確定により発生の増額でございます。 

７ページをお願いいたします。款５、項１、目１、節１繰越金は、前年度繰越金の確

定に伴い８７万６,０００円の増額でございます。 

歳出につきましては、８ページをお願いいたします。 

款１特定地域生活排水処理事業費、項１特定地域生活排水処理管理費、目１一般管理

費、節１１需用費は、ブロアーなどの修理費の増に伴う修繕料で８８万４,０００円の

増額でございます。 

９ページをお願いいたします。款２公債費、項１公債費、目１元金は、財源区分の変

更でございます。 

以上で、平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第１号）

（案）の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、討論なしと認めます。 

議案第５３号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５３号、平成２８年

度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第１号）については、原案のと

おり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第５４号 平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算（第

２号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１６、議案第５４号、平成２８年度苓北町宅地造

成事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 
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提案理由の説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 議案第５４号、平成２８年度苓北町宅地造成事業特別

会計補正予算（第２号）（案）について、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、歳入歳出それぞれ７７万８,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ８

０２万７,０００円とするものでございます。 

内容につきましては、決算に伴う前年度繰越金の確定と宅地販売実績に伴いまして補

正をするものでございます。 

歳入の６ページをご覧いただきたいというふうに思います。今年度に入りまして、富

岡八区にございますニュー轟団地の２番、３番の計２筆が販売をいたしました。それに

伴いまして、販売実績４５万５,０００円を増額するものでございます。 

７ページをお開きください。繰越金でございます。前年度繰越金の３２万４,０００

円でございましたが、名目計上の分を除きまして３２万３,０００円の増額とするもの

でございます。 

８ページをお願いいたします。歳出でございます。一般会計への繰出金といたしまし

て、販売金額の増額分４５万５,０００円を増額するものでございます。 

９ページをお願いいたします。予備費につきましては、補正前の額が１０万円でござ

いましたけども、繰越金３２万３,０００円を増額するものでございます。 

以上で、平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算（第２号）の説明を終わ

ります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

質疑はありませんか。錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） ６ページの八区の轟団地が２区画売れたということですけ

ど、これは浜団地の買い戻しがあったからこの金額になったんですか。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 浜団地の分とは全く関係はございませんで、今回、富

岡のニュー轟の２番、３番の土地につきましては、九州電力のほうに出入りされておら

れる協力企業さんがですね、事務所を建てたいということで購入された分でございま

す。以上です。 

○議長（山本政人君） 錦戸君。マイクを上げて。 

○１１番（錦戸俊春君） そうすると面積はいくらで、単価的にいくらなんですか。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今回販売をいたしました富岡ニュー轟の土地につきま

しては、それぞれ１９０㎡と１８７㎡でございまして、金額といたしましては、平米で

いくと１万６,０００円ぐらいにたぶんなるというふうに理解をいたしているところで
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ございます。 

 当初予算の段階では、大体平均的な宅地の販売、これは財ノ尾も含めてでございます

けども、大体三百五、六十万円が上津深江等々含めたところでの、大体平均的な分でご

ざいまして、その２筆分を当初計画しておりました。今回売れた分との差額ということ

の中で、たまたま轟の場合は幾分高かった関係上、差額分のみをですね、当初予算に加

えたところの差額のみを実績という形の中で、今回増額をさせていただいたということ

でございます。あくまでも当初の段階では、予定でしか上げておりません。大体２筆ぐ

らい売れるだろうということで、３５０万ぐらいの２筆で当初予算を計上して、平均的

な価格の中で７０８万３,０００円という２筆分を計上しておったわけで、今回実際に

売れました土地が販売価格として７５３万８,０００円ですね、そういう金額になった

もんですから、差額を実際の実績に合わせて計上させていただいたということです。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） あと、この宅地会計が抱えている未買収地は、あとどのくらい

ありますかね。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今、現在販売がまだできていない土地がどれだけある

かということでお尋ねでございますが、昨年の当初の段階では、折山、それからニュー

轟、都呂々の浜団地、財ノ尾とそれぞれあったわけですが、折山も２７年度中に売れて

おります。轟も２８年度に入りまして売れましたので、今現在残っております分が都

呂々、浜で１筆ですね、町のほうに引き取ってほしいということで、買い戻した分の筆

も含めまして、浜団地が２筆、財ノ尾があと残り８筆ということで、計１０筆でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 都呂々の浜団地の途中に山側に杉の大木が植わっている、あそ

こもまだ売れてない土地だというふうに思います。あれは、昨日もちょっとレッドゾー

ンとかイエローゾーンとかっちゅう話が出ましたが、あの大木を切り倒すことによって

その土地を買おうかと思わす人の安心感は高まると思います。あの大きな木があれば、

例えば、家を建てようと思ったときにもなんかあったときに家になんがかかってくる。

そういう可能性があるので、あれは伐採してしまってから再度ＰＲしたらどうかと思い

ますが、いかがですか。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） まず、土砂災害の指定の段階におきましてですね、木

が立っている、立っていないということよりは、あくまでも宅地から見ました背後の土
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地が高さ的に５ｍ以上、それと傾斜度が３０度以上というところの土地がある場合は、

そういうレッドゾーン等の指定がなされておるわけでございますが、今ご指摘がありま

した林地につきましては民地でございます。そこにつきまして、仮に買収ができたとい

たしますと、単なる木の伐採、もしくは私は高さ５ｍというのをですね、５ｍ以内にな

るように切り下げるような対応、もしくは下に構造物をつくるというようなことをしな

いと、ここにある土地は売ることはできないと。そういう意味合いで今回買い戻してお

りますので、今後、又、検討をしていきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） レッドゾーン、イエローゾーンの話もですが、現地を見た場合

にですね、あの大木がすぐ裏にあるということは、非常に恐怖感を持たれるんではない

かというふうに思いますので、再度、現場を見ていただいて適切な方法でできるだけ早

く、その土地を処分すべきだろうというふうに考えますので対応をよろしくお願いいた

します。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、討論なしと認めます。 

議案第５４号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） したがって、議案第５４号、平成２８年度苓北町宅地造成事業

特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決することに決定しました。 

 ここで休憩をいたしますが、３時２０分まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時０３分 

再開 午後３時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第５５号 請負契約〔志岐漁港臨港道路１号橋下部工工事（その

１）〕の締結について 

○議長（山本政人君） 日程第１７、議案第５５号、請負契約〔志岐漁港臨港道路１号
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橋下部工工事（その１）〕の締結についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 議案第５５号、請負契約〔志岐漁港臨港道路１号橋下

部工工事（その１）〕の締結について。 

 本町は下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

平成２８年９月７日提出、苓北町長、田嶋章二。 

記、１、工事名、志岐漁港臨港道路１号橋下部工工事（その１）。２、契約の方法、

指名競争入札。３、契約金額、６,２７４万８,０００円。４、契約の相手方、熊本県天

草郡苓北町志岐３０番地、株式会社横山建設、代表取締役、横山森茂。 

提案理由、地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を経る必要があるため

でございます。 

工事の内容について、ご説明いたします。今回の工事は志岐漁港臨港道路の一部区間

になります三会川河口に新たに架けます１号橋の下部工の工事でございます。町道東目

線、又、富岡港港湾施設でもあります防潮堤に接続するための橋台を建設するものでご

ざいます。工事関係の図面を添付しておりますので、それにより説明いたします。 

次のページをお開きください。１号橋全体一般図により、全体の工事概要を説明いた

します。桃色の部分が今回の工事部分です。左下の平面図をご覧ください。左のほうが

町道東目線側でございます。桃色の部分がＡ１の橋台となります。その右側が三会川橋

河口部分で平面図の上側が海側、右側が紺屋町側でございます。左上の側面図をご覧く

ださい。町道東目線の道路部分に施行するＡ１の橋台は鋼矢板で施行部分を仕切りま

す。直径１.５ｍの場所打ち杭５本を深さ１５ｍ打ち込みまして、その上に橋台をつく

るものでございます。杭工事は円筒型の鋼製の筒を回転をかけて押し込みながら、筒の

中の土砂をハンマーグラブにて掘削排除するオールケーシング工法でございます。これ

は志岐川２号橋の下部工と同じ工法でございます。５本の杭の上に一般図の右側中程に

Ａ１橋台と着色した正面図ではございますが、長さ、これは幅ですけども、１８ｍの橋

台を設置いたします。 

次のページをお開きください。仮設工平面図でございます。今回の工事は町道東目線

の路体部分となる防潮堤の構造物に施工いたします。このため道路の通行に支障が生じ

ます。長期間にわたる全面通行止めを回避し、片側相互通行を確保するために４２ｍ区

間に仮設道路の設置をいたします。平面図の上のほうの赤い部分が、その部分でござい

ます。 

もう１つの仮設工として、今後予定いたします橋脚の設置工事や上部工の架設、この

架設は架け渡す工事でございますが、資材の搬入やクレーンの機器など作業機械の据え
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付け場所を確保するために必要となります。工事用の進入路を設置いたします。平面図

の下の赤い部分でございます。河川部分にボックスカルバートを長さ１０ｍの２列に配

列いたしまして、河川の流れを確保して、工事用の道路と作業機械の据え付けのスペー

スを兼ねた進入路を設置いたします。 

次のページをお開きください。Ａ１橋台構造一般図により、橋台の構造を説明いたし

ます。１号橋全体一般図でご説明いたしました橋台部分の構造図でございます。Ａ１の

橋台は、町道東目線とＴ字交差することから、上部工の標準部の幅６.１ｍから徐々に

広くなり、角木を設けた幅の１８ｍの橋台になっております。今回の橋台により取り壊

した防潮堤は復旧することといたします。架設道路の進入道路につきましては、今後ク

レーン作業による上部工を架設、これは架け渡す工事でございますが、架設するまでの

それまでの期間活用する予定で現在は考えております。 

なお、工事契約の工期は平成２９年３月１０日までを予定しております。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） まず、図面の１番目で平面図が示されています。その中で河川

の中央は、三会川って矢印に入っているこれなんでしょうか。それとも、上の側面図か

らすると、ちょうど間をＡ１とＰ１の間に河川の中央が入っているようにも見えます

が、下の平面図ではちょうどＰ１橋脚があたるような感じがしますが、どちらですか。

と言いますのは、先の坂瀬川地区における集中豪雨の折に、反省として小路橋等々の橋

脚に竹木が引っかかって周辺の浸水を招いたということもありますので、どういうこと

でしょうか。 

それから、同じくこの側面図の中で川床から橋下までの空間はどういうところまで想

定してあるのか。と言いますのは、現在の三会橋、三会川では、ちょっとした大雨でも

三会川の上流側、特に左側ですかね、下流を向いて左側の部分には水がすぐ溜まりま

す。そういうものも考慮してあるのかどうか。 

それから、平面図で、仮設工平面図でも構いませんが、橋から東目線に取り付けてあ

りますが、この擦り付け部分を見てあります。これは直角につけてありますが、ここは

何ｔの貨物車まで、このカーブを通れるのかお尋ねします。と言いますのは、町は志岐

漁港をメインとしたマグロの養殖を計画されています。当然、坂瀬川海岸、坂瀬川の

沖、志岐の沖でマグロの養殖があれば、頻繁に、この道は、臨港道路はそういう貨物車

が通行するということになります。そのときに回れない、カーブを回り切れないときは

手戻りになります。そういうところも考慮してあるのかお尋ねします。 

以上です。 
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○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） まず、１番目の中央にかかる部分がＰ１、河川の状況

でございますが、図面の上部を見ていただきたいと思います。失礼しました。１号橋の

全体一般図の側面図をご覧いただきたいと思います。河川がＡ１とＰ１、この部分が一

番深い部分がございます。従いまして、この部分を開けた状態でＰ１の橋脚を建設す

る。そして、Ａ１の橋台を東目線のほうに設置いたしまして、一番河川の河床の低い部

分を残すように計画をいたしております。 

そして、川底から橋の下まで高さを考慮してあるかということでございます。この部

分につきましては、三会川の河口部分でございます。従いまして、川の影響とともに海

水の影響がもっとも影響する部分でございます。波の影響、そして潮の満ち引き、それ

が一番影響が大きいと考えますので、ハイハイウォーターの４.５８、これから上に１.

０２ｍ余裕を持ちまして、波の波力の影響ない範囲を計画いたしまして、桁下がプラス

５.６になるように設計をいたしております。 

次に、擦り付け部分でございます。Ｔ字交差をするように計画し、そして隅切りをつ

けております。この隅切りにつきましては、大型のダンプトラックより大きい大型バ

ス、これは９ｍでございますが、これをもとにこの隅切りを半径６ｍにいたしまして、

車道幅員が５ｍから徐々に広がりまして、１８ｍですね、そこまで広げるように隅切り

を計画いたしております。 

ｔ数につきましては、トレーラーの台車に何を載せるかということにもなってくるか

と思いますが、この橋自体は２５ｔの活荷重で設計をいたしております。２５ｔ荷重で

ございます。従いまして、通行の１番大きい車両といたしましては、全長９ｍの大型の

バスは通れるように設計をいたしているところでございます。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） まず、橋下の高さですが、これは側面図から見ると、今、課長

がおっしゃった４.５プラス１.いくらですか、ちゅうのはどの部分になっとっですか

ね。４.５８はこの太線の部分だとわかりますが、それから上に１ｍというのは点々に

太線になっているその場所なんでしょうか。 

それから、三会川の河口周辺の住宅浸水、民地浸水には、当然今課長おっしゃるよう

に、河川の水と海の高潮が両方あいまって、重なってそういう被害が起こっている、こ

れまでの状況だろうと思います。ちなみに降雨量、時間当たりでも日でも構いません

が、時間当たりになってくるのかと思いますが、は何ミリを想定されているのか、想定

されていないのか。 

それから、トレーラーの話も出ましたが、これはバス９ｍの旋回能力と言いますか、

はバスのほうが優れとるんではないかというふうに思います、全体の長さからしてです
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ね。荷重は２５ｔという話ですが、本当にそういうマグロ養殖が盛んになった時期にト

ラックが通らんごてなったというふうなことはないんでしょうね。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 想定の雨量というご質問がございました。今回この箇

所につきましては、想定の雨量はいたしておりません。潮位の動きということで、この

桁の高さの決定をいたしております。 

もう１件、マグロの基地ができればどうしても通られないんじゃないかというような

ご意見でございます。今回は、アクセスいたします町道東目線、これも同じような幅員

でございます。町道の以降にアクセスする、その町道の幅員も勘案いたしまして、この

隅切りの規模といたしております。どうしても大きなトレーラーの搬入が必要な場合と

いうのは、釜側のほうから搬入する、それかトレーラーの分量を分散いたしまして搬入

する。そういったふうで対応するように考えております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 今、私もそういう思いを秘めておられるのではないかと思いま

した。というのは、釜側に抜ける道ですね。それから、釜から入ってくる。安田屋のス

タンドからですね。それをメインにすれば、志岐川を横断した橋。要するに、志岐漁港

から紺屋町、それから東目線の工事は無駄になるわけです。明神山海岸と紺屋町海岸は

防波堤として、地域の住民の皆さんに対する高潮対策としてはありがたい工事だと思い

ますが、橋はいらないということになります。それで、マグロの志岐漁港から釜のほう

をメインと考えればいいわけですよ。ですね。 

それから、川床の高さは、これはさっきの当初質問しましたように、坂瀬川における

豪雨による民地への浸水は考慮して、一応頭の隅には入った中でこういう取り組みをさ

れたのかということです。それから、そこら辺は、降雨量は想定していないということ

で、最近の天候状況ではですね、なかなか厳しい面もありますが、再度コンサルさんと

詳細な部分をですね、打ち合わせをされて、もし設計変更が必要だということになって

くればですね、早めにその取り組みをしてもらいたい。川床から橋桁までの高さ。それ

から大型車両の進入等々含めてですね、あと１回コンサルさんと打ち合わせをされて、

もし設計変更が必要ということになれば、早い段階で取り組みをするべきだと思いま

す。 

それから、今課長の話に場合によっては、釜海岸の出入口を使うんだということです

が、そういう発言はやっぱされるべきではない。あくまでも、東目線のこの道を重要視

しているんですという話をせんと、昨日でしたか、課長さんと町長さんの考えは違うや

んかという質問をしました。そういうことにならないように、考え方は一致してこの事
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業に取り組むべきだと。あくまでも私たちの税金でこの事業がなされているということ

は理解してほしいというふうに思います。 

終わります。 

○議長（山本政人君） 答弁ありますか。農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 今回の臨港道路につきましては、道路構造令をもと

に、２５ｔ荷重、地域の防災上の位置付け、そして利用状況から特に重要な道というこ

とで、道路構造令のですね、三種の第５級、市町村では重要な道路という位置付けで設

計をいたしております。物流道路に限らず、防災上の避難についても利用してまいりた

いと思いますので、その点ご理解をお願いいたしたいと思います。 

それと、川底の高さ、大型車両の通行トレーラーを含めてですが、これはコンサルと

再度確認をいたして工事を進めたいと考えております。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） １点だけお尋ねをいたします。この平面図を見ると、私、素人

なんでよくわからないんですけども、ここは歩行者用専用ゾーンというのはつくってあ

るんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 今、現在できております志岐川の２号橋でございます

が、そこの部分につきましても欄干と車道の間にですね、白線を設けまして歩行者の通

行の確保を予定いたしておるところでございます。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 今、先ほどからもしマグロの拠点となった場合、大型車両等が

通行を頻繁にする可能性があるわけですけども、先ほど言われましたけど、重要な道路

として位置付けをされているということですので、地域住民の交通安全等十分配慮され

たほうが、当然いいというのがわかっているんですけども、白線だけで大型車両等の通

行の際、道路の幅と人や自転車の通行、その辺を勘案したときに十分な安全対策はなさ

れているのかというのを思うんですけども、その辺はどうなんでしょうかね。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） この道路幅員につきましては、先ほども申し上げまし

たが、道路構造令で４ｍの幅ということで構造令によって規定されております。それに

５０ｃｍ、５０ｃｍの両端を加えたところで５ｍということで設計がなされておりま

す。計画の交通量も、防災上としても重要な道路と位置付けておりまして、通行量に関

してはですね、どうしても現在のところ１日に５００台ということで計画をなされてお

ります。それに基づきまして、幅員が設計されております。それ以上になりますと、今

度は設計が過大であるというような形もとられますので、その辺は議員のご指摘の安全
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対策につきましては、白線のみならずですね、どういったことができるか、今後も考え

てまいりたいと思います。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） その辺は今、言われましたように白線のみならず、例えば縁石

を設置する車幅があるのか。その辺も十分安全対策に考慮された上で実行していただき

たいと思います。 

 終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） この図面とですね、いろいろな諸々のことを申しますと、３回

の質問では相当上手に答えていただかんと駄目なようでございます。できれば建設経済

委員会あたりで、もう１回見直すというようなことをやっていただければなと思いま

す。 

まず１つ、前の委員会とかなんかの折に、橋はお金がかかるからとりあえず。 

○議長（山本政人君） 松本君。発言、気になりますがね、質疑をお願いしますよ。 

○１番（松本良人君） なんで私んとにばっかこう言われるとですかね。 

ここの平面図をいただきますと、赤の線、２９年度にまだ明神山側がちょっと残っと

ると。その前に会議あたりで、できれば橋には金がかかるから陸上のほうから、金がか

からんところから取り付け等をやっていただいて、供用を早くしていただいて金のかか

るところの橋をつくっていただけませんかというようなお願いも再三申し上げたと思い

ますけれども、それがなされてないのはどういうことかということを１点お聞きをいた

したいと思います。 

それから、２点目。道路の設計自体１つの案で取り組まれたか。あるいはこういった

橋とかなんかっちゅうのは、何回かの何本かの設計をしてみて、そしてこれがいいんだ

なというようなことをやらないかんと思いますけれども、そこら辺ですね、検討された

かどうか。 

それから、今、再三ですね、浜口議員さん、あるいは野﨑議員さん、質疑があっとり

ますけれども、この図面を見てみますと、例えば紺屋町のほう見ますと、紺屋町の既設

のところからののぼり上がったところをどういったことで取り付けるかと。私は、それ

は相当無理じゃなかろうかと思います。例えば、あえて３７ｍ７０の橋桁を使わんで

も、もうちょっと短うにしてですね、明神山のほうをいくらか川のほうに出して、明神

山のほうに護岸である道路あたりをスムーズに擦り付けるような形はできんだったろう

かなと。それから、相当な橋桁が長くなれば長くほど金がかかりますよ。金がかかりま

す、構造計算上から。ここの新地のほうの側は果たして今の堤防の道路のぎりぎりまで

にもってきて、杭打ち工法をして、そこに橋台をつくらんばならんじゃったのか、理由
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が。そうじゃなくて、まだ１ｍぐらい前に出して、河川のほうに出しても川の流れはそ

こでまき堤をしてありますので、そこがスムーズなまっすぐなってれば、水の流れはあ

まり変わらんと思うとですよ。そうした場合は、橋桁の長さが１ｍ短くなりますと相当

な金が安くなる。そして、先ほど、重量の云々のがありましたけれども、そこら辺の重

量の云々のから取り付け部あたりは陸上になりますので、かなり金も安くなる。 

それから、先ほど、坂瀬川の小路川の例をとられまして、ひっかかったりなんかする

のがあっとじゃなかかと。真ん中の橋桁は大丈夫かというようなことがございましたけ

れども、私がダッと鉛筆入れてもらってみても、７、８ｍの道路の橋の長さは短くなれ

ば相当利便性がよくなるんじゃなかろうかと思いますので、当然真ん中の柱はいらんご

てなると。そうしたら浜口議員がおっしゃっとった橋の真ん中に橋脚はいらんとじゃな

かろうかと。そういったことが考えられるかなと思いましてですね。 

それと計画高等、いろいろご審議がなされておりますけれども、計画高がですね、地

盤高がですね、５ｍ３３ｃｍあっとに、計画髙が５ｍ５７ｃｍ。２０ｃｍぐらいしか上

がっとらんですね。その上に、たしかあそこら辺はパラペットがついとったじゃなかろ

うかと思うとですよ。パラペットまで水がくるか潮がくるかですよ。本当はそれ以上に

上げとかんば、そんな間にですね、橋桁の厚みがですね、１０ｃｍぐらい上がっとです

かね。１０ｃｍくっとですよ。それで計画高ですので、だいぶん河口の分は少なくなり

ますけれども、もうちょっと上げるべきじゃなかかと。そうした場合はもうちょっと出

したりどうかして、計画を見直さんばいかんとじゃなかろうかなというふうなことで、

この橋自体は全体的にもう１回ですね、考え見直す必要があっとじゃなかろうかと思い

ます。いろんなことであります。まだいっぱいあります。ちょっと見れば。そこら辺か

ら１つ。 

○議長（山本政人君） 何点か指摘がありましたが。農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） まず、１つ目のご質問でございます。金がかからない

道路のほうからしてみてはどうかというご質問でございます。先ほど、お配りいたしま

した一般計画平面図をご覧いただきたいと思います。真ん中ほどに志岐川の橋梁がござ

います。その右側の濃い緑の部分でございますが、浜ノ町側から釜建設海岸、そして町

道にアクセスするという図面でございます。この緑の部分については、平成２７年度か

ら供用を開始して、同時に海岸の工事も進めてきたわけですけども、それも完成いたし

ましたものですから供用開始しております。そして、２６、２７年度で真ん中ほどの志

岐川の上部工、下部工の橋の建設は済んでおります。一部４０ｍ区間の取り付け、橋に

踏み掛け板を置いて、取り付けをする部分でございますが、この部分の工事が残ってい

る状況でございます。そして、明神山海岸とございますが、４００ｍ。この部分につき

ましては未舗装でございますが、護岸道路、そして側溝の敷設まで道路は完成しており
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ます。あと残った部分がですね、今回の三会川の下部工、上部工、そして紺屋町海岸１

９５ｍというのがございますが、この区間でございます。この区間につきましては、大

部分が黒い部分と違いまして、現在の既設の護岸ですね、それと並行してきていた部分

違いまして、背後地に埋め立てを必要とする部分がございますので、この部分につきま

しては、背後地、陸側の家の方々はほこをつくっても、すぐ道に乗れないといいう状況

でもございます。でございますので、あと残っている１９５ｍの部分につきましては、

橋梁ができないとどうしても利便性が、効果が上がらないんじゃないかということで、

今回橋の工事から着工しております。 

続きまして、道路の設計を何回かしたのかとかていうご質問でございます。この件に

つきましては、基本的に国土交通省が出しております道路構造令、そして橋梁の仕法

書、そういった基準を基に設計をいたしております。法線の計画につきましては、何パ

ターンか計画をいたしまして、早期にとりかかるように最終的には埋め立て申請が必要

のない、範囲内での施工ということで計画をいたして平成２４年度から着工いたしてい

る状況でございます。技術的な部分につきましては、先ほど申しましたとおり、国土交

通省のいろいろな建設基準、これを基に設計をいたしております。 

最後に、川幅、橋梁が短く済むんではないか、安価に済むんではないかというご質問

ですけども、今回の橋梁につきましては、平面図１号橋の全体一般図の下の平面図にあ

りますとおり、河口がですね、河口幅がＡ１からＡ２の間である、影響がある、そして

大雨のとき、そして潮が高いとき、どうしても河口幅は安全上ですね、この幅が必要で

あるというふうに判断をいたしまして、このような設計というようになった経緯でござ

います。以上です。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） すみません。１つもわかりませんでした。私は、今日いただき

ました平面図から申しますと、臨港道路の取り付けとして４０ｍ、平成２９年度に施工

するようになっております。そして、平成２７年度に明神山のほうの４００ｍと全て志

岐の橋梁も４６ｍも完成するということになっておるんですね。これから、あとは２８

年、２９年度に富岡側はやりあげますということになっておりますけれども、こういっ

た状態であれば、なんで橋と浜ノ町側のほうをここの４０ｍを早くしていただければ、

こっちのほうから土砂でも運搬でも持ち運びでもなんでもできますし、もしですよ、災

害なんかあったときにはもうすぐこっから浜ノ町側ほうに逃げられるとですよ。ばって

んが、橋のところに４０ｍの空間がありますので使えない。それでなんでこういったこ

とをしていただけんだったかと。そして、できれば徐々に紺屋町側の海岸の道路をずっ

とぼちぼちしとって橋をかける。そうでなかときには、それが難しいならば、橋から架

けてもいいんじゃなかろうかと思いますけれども、ここの臨港道路として４０ｍ残した
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関係で、ここの区間は全く死んでしもっとっとですよ。いつ橋梁できるか。来年と思い

ますけれども、２９年度に施工ですからね。まずそこら辺の問題が１つもわかりませ

ん。 

それから道路構造令とかいうことで難しい話がきております。道路構造令なんかちゅ

うのは、橋の幅と桁の長さで構造令が決まってくるわけですよ。橋の長さとかですね、

高さとかなんかっちゅうのは全くなかっですよ。あるいはここの車が何ｔとおりますの

で、何台通りますのでどうのこうのしなさいというのが道路構造令なんですよ。そこら

辺、こういった場所でですね、そういった公的な話をポッとできますと、私たちも構造

令でのそりゃしょんなかなというようなことで解釈するようなと思いますけれども、私

の知る範囲ではそう思います。それで先ほどから、もう２回目ですのでね。なかなか難

しいんですけれども、この紺屋町ほうのですね、取り付け道路なんかっちゅうのは、全

く考えられていないのではなかろうかと。これを考えていてもらっとっとならば、紺屋

町川の橋桁もうちょっと前に出してですね、それ巻きつけてそしたらスムーズにすぐ橋

の手前に道路は上っていくわけですよ。そこら辺見てあっとかと。そうした場合は、こ

れだけ延長が短くなりますよというわけですよ。 

それから、こっちの富岡側のほうも道路幅員のギリギリまでですね、橋台持ってきて

おられますけれども、これは道路の高さをですね、既設の道路の高さと橋の高さの計画

高を揃えとるもんですから、当然ですね、その分のですね、水の流れる量は橋桁のしこ

少のうなっとですよ。これで見れば８０ｃｍ。今まで満杯してきおったのは８０ｃｍの

橋桁にひっかかって水が流れんごてなっとですよ。そして、前さんでも出してですね、

これまだ１面で、私図面でわかるかわかりませんけども、下の護岸に巻き付けてあると

ころがありますので、そこまで橋脚を出しても１ｍ２、３０はずれるんじゃなかろうか

と。１ｍ２、３０出ればですね、向こうの町道東目線ですかね、そちらをじわっと嵩上

げして、ちょっと改良を重ねてですね、そこに８０ｃｍぐらい上げろば、今の既設の堤

防高と同じぐらいな水の流れができるんじゃなかろうかなと。そういうことでございま

すので、もう１回ですね、そこら辺の回答全くありませんでしたので、ですね、そこら

辺を考慮してあるのかなかかと。それで私は、この設計自体を２、３例とって比較され

ましたかということでお尋ねしましたけれども、それに対する回答はございませんでし

た。私がこういった質問しますと議長が私の話を止められますけれども、私は町民代表

として、少しでも安くて効率のいい道路はこういったことでできますよというような形

のアドバイスをしよるわけですから、そこら辺わかっとってください。 

○議長（山本政人君） 今のことについて何かあります。答え。農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 川の橋の部分のご質問でございますが、この部分につ

きましては、少し出して高さを考えてはどうかというようなご質問でございます。この
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部分についても、設計の段階でいろいろ協議をいたしまして、それで三会川の流れに全

く支障がないように、そして、今の防潮堤に支障がないようにということで、この結果

を協議して、その結果で設計をした次第でございます。 

もう１つ、臨港道路の２号橋の取り付け４０ｍ部分につきましては、昨年度全て一応

やり終える予定ではおりました。若干、予算が不足して、その点につきましては、もう

私ども重々、この４０ｍ区間、早期に施工いたしまして、防災道路としての機能をただ

ちに使えるように発揮できるように考えてまいりたいと思います。２９年度以降の施工

ということでございますが、一応、今、現在、経済対策とかですね、補正予算とかそう

いったのを今、要望はしておりまして、この部分につきましては、確かに申されるとお

り早期完成して防災の機能を果たすということに今後も力を注いでまいりたいと考えて

おります。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） あまり私が意見を申しますとですね、この議会がですね、あん

まりスムーズにいかんということで話を止められますので、１点だけですね、申し上げ

ますけれども、私たちは少ない予算で１番いい施設をつくってもらいたいんですよ。そ

こら辺ですね、十分に考えていただいて、ここら辺もですね、これではですね、今のこ

ういを発揮せんですよ。防波堤が。これはもう満潮時と川が流れてきたときに、ゆうに

３０ｃｍぐらい開口部が少のうなっとですから。それは、もう設計しとらすしわかるで

しょ。地盤高がそれだけで、地盤高から橋台を差し引けば、そっだけ５０ｃｍっていう

のはそうなもんですよ。あっちの豪雨災害のときに橋、こんくらいぐらいなのがすれす

れに流れていきよる写真なんかいっぱいありますけれども、そこら辺相当心配するわけ

ですよ。この件についてはですね、お願いがあっとですが。建設経済委員会あたりでで

すね、もう１回取り上げていただいて、細部にわたってやっぱり十分にねるようなこと

がいいと思います。それから別にですね、この契約がですね、どうのこうのはありませ

ん。これ契約はしていただいても、あとは設計変更でですね、対応できると思いますの

で、そこら辺をですね、十分ですね、ご理解いただいてやっぱり私も含めてですけれど

も、町民にすばらしい橋ができたなと。すばらしい道ができたなと。あとあとまで、つ

くったけん、どうも水、もう大雨んときは紺屋町はさんで流れてきてから、どうもこう

もならんとぞと言われんようなことをぜひ作っていただきたい。金がようけかかっと言

わんとですよ。金の範囲内で私はできると思いますので、そこら辺をですね。検討して

いただきたいと思います。以上です。 

○議長（山本政人君） 答弁はよかですか。よかですね。 

○１番（松本良人君） 答弁要らんです。もう一緒やけん。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、ないようです。質疑なしと認めます。 

 これから討論を行いますが、討論はありませんか。浜口君。 

 討論がありますので、まず原案に反対者の発言を許します。 

○８番（浜口雅英君） 原案に反対の立場で意見を述べさせてもらいます。仮設工平面

図が一番わかりやすいと思いますが、現在の三会川から海沿いに出た道路、お宮の志岐

八幡宮の後ろに出る道路と新たに建設予定しておられる道路の接点と言いますか、交流

と言いますかが、この平面図から見えません。今回の議案はこの橋に関わる部分という

ことは十分理解しますが、やはり橋の部分であってもその道路に関わる部分の平面計画

は記載すべきだろうというふうに思います。特に、海岸工事についてはですね、泥を持

ってきて、そこを埋め立てて、さぁつながるんだということにはできないと思います。

護岸工事とか非常に割高といいますか、ちょっと言葉訂正します。非常に単価が高くな

ります。ということは、この中に今から図面を掲載しておくべきだというふうに思いま

す。ということで、契約に反対します。 

○議長（山本政人君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 他に討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） これで討論を終わります。 

議案第５５号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議がありますので、起立によって採決をします。 

原案のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） 起立多数です。 

したがって、議案第５５号、請負契約〔志岐漁港臨港道路１号橋下部工工事（その

１）〕の締結については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第５６号 請負契約〔苓北町町民総合センター大規模改修工事（そ

の２）〕の締結について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１８、議案第５６号、請負契約〔苓北町町民総合



 

－153－ 

センター大規模改修工事（その２）〕の締結についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 第５６号、請負契約〔苓北町町民総合センター大規模改修

工事（その２）〕の締結について。 

本町は下記のとおり、工事請負契約を締結するものとする。 

平成２８年９月７日提出、苓北町長、田嶋章二。 

記、１、工事名、苓北町町民総合センター大規模改修工事（その２）。２、契約の方

法、指名競争入札、３、契約の金額、９,２６６万４,０００円。４、契約の相手方、熊

本県天草郡苓北町志岐１２３番地の１、株式会社カネマツ、代表取締役、岩下忠。提案

理由、地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を経る必要があるためでござ

います。なお、工事概要等につきましては、昨日の全員協議会でご説明申し上げ、ご協

議いただいておりますことを申し添えます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 今、課長も申されましたように、昨日の協議会の中でいくつか

の問題提起と言いますか、注文と言いますかが出されています、各議員から、について

何か対応されていますか。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 昨日出していただきました主案件につきましては、可決後

にですね、協議したいと思っております。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） それは例えば、１階平面図のステージに出入りする出演者の控

室をこの周辺につくる。それから、トイレを和も希望があったので和も残すんだという

説明でしたけど、やはり今の、どういう方がそう言われたかわかりませんが、洋式が主

流だろうというふうに思います。 

 それから、２階の部分の畳敷については、結婚式もあるかないかはわかりにくいけど

も、畳よりも従来の絨毯がいいのではないかという話も出ましたが、そういうものが今

の課長の話の中には入っているんでしょうか。どうでしょうか。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 只今の３点でございますが、大会議室のステージですね、

控室ということでございますが、そこにつきましてはですね、両袖のところに階段がご
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ざいまして、ここのスペースがあるかどうかちょっと検討したいと思います。 

 それと、トイレの洋式化でございますが、やはりトイレに座るというですね、直に他

人の、そういう方もいらっしゃるということでお聞きしますので、やはり和も残したほ

うがいいんじゃないかと私は思っております。不特定多数の方がですね、町外からもお

見えになると思いますので、やはり様式でですね、直に他人が座ったところにひっつく

というのが、潔癖症と言いますか、そういうふうな方もいらっしゃるとお聞きしており

ますので。 

それと畳の件でございますが、赤い絨毯ですね、結婚式がですね、あるか、ないか今

のところずっとないんですけども、あった場合にですね、レンタルというふうなことで

対応したらどうかと昨日ですね、帰ってからちょっと協議をしているところでございま

す。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 私たちの提起通りにはなかなかなりにくい部分もあろうかと思

いますが、例えば、じゅうたんの取り組みですね、畳の敷きに絨毯、レンタルででもや

ろうかという、その行動に敬意を表します。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、ないようです。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５６号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５６号、請負契約〔苓北町町民総合センター大規模改修工事（そ

の２）〕の締結については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） ここで、認定第１号からの決算の認定に入ります前に、登本代

表監査委員にご出席を求めておりますので、ご着席をお願いいたします。倉田監査委員

も監査委員席へ着席をお願いいたします。どうぞお願いします。 

〔監査委員着席〕 

○議長（山本政人君） それでは、着席をいただきました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 認定第 １号 平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第２０ 認定第 ２号 平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２１ 認定第 ３号 平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２２ 認定第 ４号 平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２３ 認定第 ５号 平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第２４ 認定第 ６号 平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２５ 認定第 ７号 平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第２６ 認定第 ８号 平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第２７ 認定第 ９号 平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２８ 認定第１０号 平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

日程第２９ 認定第１１号 平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１９、認定第１号、平成２７年度苓北町一般会計

歳入歳出決算の認定についてから、日程第２９、認定第１１号、平成２７年度苓北町宅

地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの１１件を一括議題としたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

認定第１号から認定第１１号までを一括議題とします。 

まず、一般会計から順次、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 認定第１号、平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定

について、ご説明を申し上げます。 

 平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算は、地方自治法第２３３条第１項及び第２



 

－156－ 

項の規定による所定の手続きを終わりましたので、同条第３項の規定により、監査委員

の意見を付して、議会の認定をお願いするものでございます。一連の手続きは会計管理

者から平成２８年６月２８日付けで提出を受けました一般会計特別会計にかかる決算書

につきまして、平成２８年６月２８日付けで監査委員に審査をお願いいたしました。監

査委員におかれましては、平成２８年７月２５日から８月９日までの間、各費目ごとに

担当課の事情聴取をしていただきながら慎重に審査をしていただき、その結果につきま

して、平成２８年８月３０日付けで適正であるとの審査意見書をいただきました。膨大

な資料と長時間にわたり、審査をいただきました監査委員のご労苦に対しまして深く敬

意を表するものでございます。一般会計における決算の状況でございますが、歳入総額

５５億９,５９７万２９６円、歳出総額５４億４,０５０万３,５６３円で翌年度へ繰り

越すべき財源４,２１３万９,０００円を差し引きますと、実質収支額は１億１,３３２

万７,７３３円の黒字となりました。 

 なお、平成２７年度における主要施策の成果につきましては、別紙でお手元に配付を

しております。 

 決算の詳細につきましては、企画政策課長及び担当課長からご説明をいたさせますの

で、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 

又、認定第２号、平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認定か

ら、認定第１１号、平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてまでは、それぞれ担当課長から説明をいたさせますので、よろしくご認定のほどを

お願いを申し上げます。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算書の認定に

ついて、説明させていただきます。 

決算書の７ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。決算額は

歳入総額が５５億９,５９７万２９６円、歳出総額が５４億４,０５０万３,５６３円

で、歳入歳出差引額が１億５,５４６万６,７３３円です。そのうち翌年度へ繰り越すべ

き財源の繰越明許費繰越額４,２１３万９,０００円を差し引いた実質収支は、１億１,

３３２万７,７３３円となりました。この残余金の処理につきましては、地方自治法第

２３３条の２及び地方財政法第７条の規定により６,０００万円を財政調整基金に積み

立て、５,３３２万７,７３３円を平成２８年度への繰越金としました。 

詳細につきましては、歳入が決算書の１１ページから４７ページまで、歳出が４８ペ

ージから２００ページまでに掲載してあります。３３４ページから３４１ページに財産

に関する調書を添付しております。又、平成２７年度の主要施策成果説明書を別冊で配

布しております。 
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ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第２号、平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計

歳入歳出決算の認定について説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 認定第２号、平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳

入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２０３ページをお開きください。苓北町坂瀬川財産区特別会計の実質収支に

関する調書でございます。歳入総額１,７２６万８,０４５円、歳出総額４２万５,０５

６円、歳入歳出差引額１,６８４万２,９８９円。翌年度へ繰り越すべき財源はございま

せん。実質収支額は１,６８４万２,９８９円でございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第３号、平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会計

歳入歳出決算の認定について説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 認定第３号、平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会計歳

入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２１２ページをお開きください。苓北町都呂々財産区特別会計の実質収支に

関する調書でございます。歳入総額４,４９２万２８０円、歳出総額５８万４,６７６

円、歳入歳出差引額４,４３３万５,６０４円。翌年度へ繰り越すべき財源はございませ

ん。実質収支額は４,４３３万５,６０４円でございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第４号、平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定について説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 認定第４号、平成２７年度苓北町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算書の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２２３ページをお願いいたします。実質収支に関する調書ですが、１、歳入

総額１３億１,３９２万４,１０３円。２、歳出総額１２億９,３９４万７,６３０円。

３、歳入歳出差引額１,９９７万６,４７３円。４、翌年度へ繰り越すべき財源はござい

ません。５、実質収支額、１,９９７万６,４７３円です。６、実質収支額のうち、苓北

町国民健康保険財政調整基金条例第２条の規定による基金繰入額は１,３００万円とい

たしました。 

以上が、平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計の決算の状況でございます。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第５号、平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定について説明を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） 認定第５号、平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳
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入歳出決算の認定について、ご説明をいたします。 

決算書の２５０ページをお願いいたします。実質収支に関する調書ですが、１、歳入

総額８億８,４２１万３,５０７円。２、歳出総額８億５,６２５万２,８５５円。３、歳

入歳出差引額２,７９６万６５２円。４、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。

５、実質収支額２,７９６万６５２円。６、実質収支額のうち、苓北町介護給付費準備

基金条例第２条の規定による基金繰入額は１,４００万円といたしました。 

以上が、平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の状況でございます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第６号、平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定について説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 認定第６号、平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２７２ページをお願いいたします。実質収支に関する調書ですが、１、歳入

総額１億６２８万８,７４０円。２、歳出総額１億４９０万７,１８６円。３、歳入歳出

差引額１３８万１,５５４円。４、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。５、実

質収支額１３８万１,５５４円でございます。６、実質収支額のうち、地方自治法第２

３３条の２の規定による基金繰入額はありません。 

以上が、平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計決算の状況でございます。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第７号、平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳出

決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第７号、平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳

出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２８３ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳入総額２

億８,２５７万７,６６９円。歳出総額２億７,３８６万９,４５１円。歳入歳出差引額８

７０万８,２１８円。翌年度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支額８７０万８,

２１８円。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はご

ざいません。 

以上が、平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の状況であります。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第８号、平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入歳

出決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第８号、平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入

歳出決算の認定について、ご説明いたします。 
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決算書の２９６ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。歳入総額３億４,６２４万６,７９６円。歳出総額３億

４,３６６万６,９３８円。歳入歳出差引額２５７万９,８５８円。翌年度へ繰り越すべ

き財源１３２万７,０００円。実質収支額１２５万２,８５８円。実質収支額のうち、地

方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はございません。 

以上が、平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の状況であります。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第９号、平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計

歳入歳出決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第９号、平成２７年度苓北町農業集落排水特別会

計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の３０８ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。歳入総額１,７３６万６,６７１円。歳出総額１,６９３

万２,６６７円。歳入歳出差引額４３万４,００４円。翌年度へ繰り越すべき財源はござ

いません。実質収支額４３万４,００４円。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条

の２の規定による基金繰入額はございません。 

以上が、平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の状況であります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第１０号、平成２７年度苓北町特定地域生活排水処

理事業特別会計歳入歳出決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第１０号、平成２７年度苓北町特定地域生活排水

処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の３１８ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳入総額

４,７７７万７,６２８円。歳出総額４,６８９万７５８円。歳入歳出差引額８８万６,８

７０円。翌年度へ繰り越すべき一般財源はございません。実質収支額８８万６,８７０

円。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はございま

せん。 

以上が、平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の状況

であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第１１号、平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会

計歳入歳出決算の認定について説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 認定第１１号、平成２７年度苓北町宅地造成事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、ご説明申し上げます。 

決算書の３２８ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。歳入総
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額９０９万７,１０３円。歳出総額８７７万２,１７７円。歳入歳出差引額でございます

が、３２万４,９２６円。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支額３２

万４,９２６円。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入

額はございません。 

以上、説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

あと、これから質疑をいただくわけですが、もうそのまま続けていきますか。休みま

すか。どうしましょう。（「続けましょう。」と呼ぶ者あり）続けていきますか。はい。

それでは、会議時間は審議案件がまだ残っておりますので、あらかじめ会議時間を延長

したいと思います。 

それでは、これから質疑を許します。ただし、明日金曜日から決算特別審査特別委員

会において審議をお願いする予定でございますので、総括的な質問に限らせていただき

ます。質疑は各会計ごとに行います。なお、質疑については決算書のページを言ってか

ら質疑されますようお願いします。 

それでは、認定第１号、平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定に対する質

疑を許します。本案について質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第２号、平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。本案について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わり

ます。 

次に、認定第３号、平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わり

ます。 

次に、認定第４号、平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。ありませんか。質疑は。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計決算に対する質疑を終わります。 

次に、認定第５号、平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に対

する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わりま

す。 

次に、認定第６号、平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わ

ります。 

次に、認定第７号、平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に対する

質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第８号、平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定に対す

る質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第９号、平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わり

ます。 

次に、認定第１０号、平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入

歳出決算の認定に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 
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平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定に対する

質疑を終わります。 

次に、認定第１１号、平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わり

ます。 

以上で、質疑を終わります。 

お諮りします。認定第１号から認定第１１号について、議長と議選の監査委員を除く

１０名の議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第１号、平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算から、認定第１

１号、平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算までの１１件について

は、議長と議選の監査委員を除く議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに

付託して審査することに決定しました。 

決算審査特別委員会の日程は、９月９日金曜日、１２日月曜日、１３日火曜日のいず

れも午前９時３０分から、第１、第２委員会室で行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３０ 報告第７号 平成２７年度決算における健全化判断比率等について 

○議長（山本政人君） 日程第３０、報告第７号、平成２７年度決算における健全化判

断比率等についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 報告第７号、平成２７年度決算における健全化判断比

率等について。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定により、平成２７年度決算に

おける健全化判断比率の財政指標を別紙監査委員の意見をつけて議会に報告する。 

平成２８年９月７日、苓北町長、田嶋章二。 

それでは、仕様について説明させていただきますので、２ページをお願いします。 

健全化判断比率の状況ということで、①から④まで番号をつけております。 

まず、①の実質赤字比率で、一般会計の赤字比率ですが、赤字はございませんので数

値はあがってきません。 
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次に、②は連結実質赤字比率で、一般会計と特別会計を合算した赤字比率ですが、こ

れも同じく赤字はありませんので数値はあがってきません。 

次に、③の実質公債費比率は、一般会計特別会計広域連合まで含めた公債費比率で１

３.４パーセントになり、早期健全化基準値の２５パーセント以内となっております。 

次に、④の将来負担比率ですが、一般会計、特別会計、広域連合を含めた将来負担比

率で１４０.１パーセントでございます。早期健全化基準値の３５０パーセント以内と

なっております。 

３ページから５ページまでが、計算式等を用いた数値を示しております。又、決算審

査意見書の５１ページに今、申し上げました数値を監査委員さんに審査していただいた

意見書が出ております。（３）の是正改善を要する事項で、特に指摘する事項はないと

の意見をいただいております。 

以上で、平成２７年度決算における健全化判断比率等についての報告を終わります。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これで、報告第７号を終わります。 

監査委員の方におかれましては、大変ご苦労様でした。本日はこれでご退席いただい

て結構でございますが、明日９月９日金曜日からの決算審査特別委員会のご出席につき

ましても、どうぞよろしくお願いをいたします。ご苦労様でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３１ 報告第８号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報

告について 

○議長（山本政人君） 日程第３１、報告第８号、教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価報告書が提出されましたので、お手元に配付しております。朗読は

省略します。 

質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） これは２７年度における苓北町教育委員会の施策報告と評価と

いう題をうってあります。明日の２７年度決算の中で関連して質問していいかどうかお

尋ねします。 

○議長（山本政人君） 関連をして。 

○８番（浜口雅英君） 数値と言葉のすり合わせとか何とかが出てきますので。 

○議長（山本政人君） それでよろしいと思います。 

○８番（浜口雅英君） ありがとうございます。 
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○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） よろしいですか。質疑なしと認めます。 

これで、報告第８号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

お諮りします。９月９日から１３日にかけては決算審査特別委員会による審査及び週

休のため休会としたいと思います。ご異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、９月９日から９月１３日ま

での５日間については、休会とすることに決定しました。次の本会議は１４日水曜日午

前９時３０分から開催します。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。本日はこれで散会しま

す。どなた様も大変お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後４時５２分 



 

 

 

 

 

平成２８年９月１４日（水）  

（第３日目）  
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平成２８年第１０回苓北町議会定例会会議録（第３日目） 

 

 平成２８年第１０回苓北町議会定例会は、平成２８年９月１４日苓北町議会議場に招

集された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  松本 良人          ２番  廣田 幸英 

    ３番  髙戸 幸雄          ４番  松野 重幸 

    ５番  倉田 明           ６番  石田 みどり 

７番  野﨑 幸洋          ８番  浜口 雅英 

９番  田嶋 豊昭         １０番  山下 時義 

１１番  錦戸 俊春（副議長）    １２番  山本 政人（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  宮 﨑 裕 昭     書    記  野 田 寛 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  山 﨑 秀 典 

税務住民課長  益 田 大 介     企画政策課長  荒 木 広 之 

教 育 課 長  汐 﨑 正 喜     土木管理課長  山 口 仁 人 

農林水産課長  野 田 尚 之     商工観光課長  尾 脇 宣 宏 

水道環境課長  小 林 和 文     福祉保健課長  山 﨑 敬 一 

健康増進室長  坂 元 俊 司     会 計 課 長    立 山 清 剛 
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８．議事日程 

日程第 １ 認定第 １号 平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ２ 認定第 ２号 平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ３ 認定第 ３号 平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ４ 認定第 ４号 平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ５ 認定第 ５号 平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ６ 認定第 ６号 平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第 ７ 認定第 ７号 平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ８ 認定第 ８号 平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 ９ 認定第 ９号 平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１０ 認定第１０号 平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 認定第１１号 平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１２ 発議第 １号 平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財

政措置を求める意見書の提出について 

日程第１３ 閉会中の継続審査調査の件 

日程第１４ 議員派遣の件 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（山本政人君） 只今の出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、

只今から本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 １ 認定第 １号 平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第 ２ 認定第 ２号 平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ３ 認定第 ３号 平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ４ 認定第 ４号 平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ５ 認定第 ５号 平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 ６ 認定第 ６号 平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ７ 認定第 ７号 平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 ８ 認定第 ８号 平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ９ 認定第 ９号 平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１０ 認定第１０号 平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 認定第１１号 平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

○議長（山本政人君） 日程第１、認定第１号、平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出

決算の認定についてから、日程第１１、認定第１１号、平成２７年度苓北町宅地造成事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの１１件を一括議題としたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号から認定第１１号までを一括議題とします。 
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 本件は、決算審査特別委員会に審査を付託しておりました。報告書の提出がありまし

たので、その写しをお手元に配付いたしております。 

会議規則第４１条の規定により、決算審査特別委員長に審査結果の報告を求めます。田

嶋豊昭決算審査特別委員長。 

○決算審査特別委員長（田嶋豊昭君） 皆さん、おはようございます。 

 苓北町議会決算審査特別委員会審査結果報告書。 

 平成２８年第１０回苓北町議会定例会において、本委員会に付託された平成２７年度

苓北町一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の認定について、次のとおり審査の結果

を報告します。 

 １、審査年月日、平成２８年９月９日、９月１２日、９月１３日の３日間。審査場

所、第１、第２委員会室。委員の出席、田嶋豊昭委員長、野﨑幸洋副委員長、松本良人

委員、廣田幸英委員、髙戸幸雄委員、松野重幸委員、石田みどり委員、浜口雅英委員、

山下時義委員、錦戸俊春委員。委員の欠席、なし。委員外の出席、山本政人議長。監査

委員の出席、登本玄一代表監査委員、倉田明監査委員。執行部の出席、町長、副町長、

教育長、総務・企画政策・会計・土木管理・農林水産・商工観光・税務住民・福祉保

健・水道環境・教育の各課長及び健康増進室長。委員会の書記、宮﨑議会事務局長、錦

戸総務課長補佐、福田企画政策課長補佐。審査の過程、本委員会は、平成２７年度苓北

町一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書に基づき、監査委員及び執行部の出席を求

め、提出を求めた各資料を含めて慎重に審査いたしました。 

 １０、審査の結果、①認定第１号、平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定

について、②認定第２号、平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について、③認定第３号、平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の

認定について、④認定第４号、平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について、⑤認定第５号、平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について、⑥認定第６号、平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について、⑦認定第７号、平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認

定について、⑧認定第８号、平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、⑨認定第９号、平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定

について、⑩認定第１０号、平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、⑪認定第１１号、平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会

計歳入歳出決算の認定について。以上、１１件全て認定すべきものと決定いたしまし

た。１１、少数意見の留保、なし。 

 併せて、次の事項について執行部に対し要望することを決定いたしました。１、一般

会計、歳入について。町税の徴収については、引き続き努力されたい。歴史資料館の有
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効利用を検討されたい。町有地の適正管理・有効利用及び売却に努められたい。歳出で

す。企業誘致活動を積極的に推進されたい。鳥獣対策と併せて転用作物の検討を図るな

ど農地の荒廃防止に努められたい。物産館は周辺整備を含めて有効利用を図られたい。

ＩＣＴ教育についてはその効果を検証のうえ、取り組まれたい。 

 その他の要望事項。起債額と償還額とのバランスを考慮の上、健全な財政運営に努め

られたい。町職員の接遇改善に努力されたい。２、坂瀬川財産区特別会計、特記事項な

し。３、都呂々財産区特別会計、特記事項なし。４、国民健康保険特別会計、歳入につ

いて、国民健康保険税の徴収については、引き続き努力されたい。歳出について、健康

保持増進の取り組みを進められたい。５、介護保険特別会計、歳出について、健康保持

増進の取り組みを進められたい。６、後期高齢者医療特別会計、歳出について、健康保

持増進の取り組みを進められたい。７、水道特別会計、特記事項なし。８、下水道特別

会計、特記事項なし。９、農業集落排水特別会計、特記事項なし。１０、特定地域生活

排水処理事業特別会計、特記事項なし。１１、宅地造成事業特別会計、特記事項なし。

平成２８年９月１３日、苓北町議会決算審査特別委員会委員長、田嶋豊昭。苓北町議会

議長、山本政人様。 

 執行部に対する要望事項について、補足説明をいたします。 

一般会計の歳入について。町税等の滞納処理についてですが、納税者の不公平感払拭

のためにも、引き続き滞納処理に努力をお願いします。歴史資料館については、開館後

１年を経過しましたが、入場者が少ないようであります。多額の費用もつぎ込んであり

ます。展示内容や入館料なども検討されて有効な利活用を図っていただきたいというこ

とであります。町有地については、適正な管理を行い、利用計画を立てて有効利用を図

るとともに、利用計画のないものについては積極的に売却処分を行っていくべきだとい

う意見が出ました。 

歳出について。企業誘致は、税収の確保や雇用の拡大のために重要な取り組みであり

ます。積極的に推進していただきたいということであります。遊休農地の荒廃化がすす

んでいます。現在、最も大きな問題となっている有害鳥獣の対策とともに、新たな作物

の導入も検討され、農地の有効活用に、荒廃防止に努めていただきたいと思います。物

産館駐車場の緑地帯や周辺地も含めた整備を行い、大型バス等受け入れによる利用者の

増を期待するものであります。ＩＣＴ教育につきましては、富岡小で研究結果を十分検

証して、取り組みしていただきたいということであります。 

その他の要望事項。本年度は災害等の特殊事情により起債の残高が増加しましたが、

償還額よりも借入額が少ないという基本線は常に意識してバランスを考慮し、健全な財

政運営を図っていく必要があるということであります。職員の接遇については、あいさ

つ等については指摘を耳にします。住民相手の職場として基本的な事項でありますの
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で、職場全体で向上に努めていただきたいと思います。 

国民健康保険特別会計では、保険税の収入未済額が１,３００万円を超える大きな額

となっています。基金の残高も少なくなり、保険税の引き上げも検討されるほど国保会

計の運営も厳しくなっていますので、大変ではありますが、徴収の努力を求めるもので

あります。 

この他、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、各特別会計に共通してですが、

健康教育を含めた健康保持増進活動の取り組みが、医療費の軽減や保険料を増加させな

いということにもつながりますので、積極的な取り組みを期待しています。 

 以上で、報告終わります。３日間、本当に皆さんありがとうございました。 

○議長（山本政人君） 委員長の報告が終わりました。 

決算審査結果報告についての質疑を行います。 

質疑はありませんか。質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。討論ありますか。 

それでは、討論があります。よって、最初、反対の立場での討論をどうぞ。松本君。 

○１番（松本良人君） 反対の立場で意見を申し上げます。 

 ３月の一般質問において、１２月の定例議会に提案された拠点避難地域造成工事の変

更契約の提案について、議員として賛成したことに町民の皆さまにお詫びをし、町長に

対しても提案者の責任とその謝罪を求めて、併せてペナルティを受けなければならない

のではないかとの意見を申し上げました。 

その内容は、拠点地域造成工事の変更契約締結の主な理由として、調査により約５,

０００㎥の残土が発生したことにより、その残土を処理するために当初計画した海抜３

０メートルを０.４ｍ嵩上げし、海抜３０ｍ４０ｃｍにするという提案でした。説明で

は残土が出たことによる工事費の増減はないとのことでありましたが、２月２０日完成

した拠点避難所造成地を見に行きました。 

小雨の中、当初計画高より嵩上げされた広場は、周囲に張り巡らされた計画どおりに

施工されていると思われる排水溝の内側に無理やりにその約５,０００㎥の土が盛り込

まれ、異様という景観で、これが官公庁が手掛けた公共工事ということに全くほど遠い

ものでありました。 

この原因は、残土が約５,０００㎥発生した、その残土を盛土として現地処分したこ

とは先の議会の折、執行部から説明がありましたが、通常工事は計画高、法線を含む計

画面積を第１の設計基準として計画なされるものであります。この工事は当初海抜３０

ｍと設計され、盛土の不足分を補うために土砂の代わりにＡＣⅡを計上されておりま
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す。ところが、幾度となく変更がなされてきましたが、最終的に海抜３０ｍ４０ｃｍと

なり、その４０ｃｍの嵩上げ分は不要であったにも関わらず、残土を処理する目的でそ

れを黙認し、最終計画高３０ｍ４０ｃｍとして計画の更新が行われました。 

この工事には不足土が発生するということで、不足分の盛土の代わりにＡＣⅡが計上

され、既に１万８,０００㎥を超えるＡＣⅡが使用されております。単に考えれば、Ａ

ＣⅡの盛土分が約５,０００㎥不用であったということです。設計ミスか測量ミスかあ

るいは他の要因によるものかわかりませんが、不要なＡＣⅡ盛土をあたかも必要なよう

に処理され、多額な経費が使われています。ＡＣⅡ盛土と型枠のアデム擁壁の費用等

諸々、約数百万円が無駄に使われました。このように拠点避難地の造成工事において

は、数々の人為的ミス等により多額な無駄な金が投入されたことではと考えられます。

このことについては、国民の皆さまが一生懸命働かれた中から納められた税金であり、

この不要なＡＣⅡ盛土はまさに税金の無駄遣いであり、町民の方々に謝罪をし、そのペ

ナルティは受けなければならないと町長にその責任を求めましたが、これだけの残土が

出ることは、設計時点、施工時点では想定できなかったと。盛土が完了する間際でよう

やく確認ができたもので、無駄な支出まであるとまでは言えないということでした。こ

の答弁につきましては、一般質問の中で反論をさせていただきましたので、ここでは省

略させていただきますが、この工事で余った約５,０００㎥の土がまな板の上にすり身

が押し伸ばされたように引き伸ばされています。 

又、この工事にはもう１つ重大な問題があるように思います。盛土５,０００㎥は土

質によって係数は違ってきますが、平均的に１万１,０００ｔ、１０ｔ車１,１００台分

の土量だと認識をします。町長答弁の中で円弧すべりに対する安定計算も地震時の１.

０に対し１.０５３という最小の安全率の数値ということですので、最小の安全率の上

に、新たに加味されていない約５,０００㎥、１万１,０００ｔもの盛土が敷きならされ

た場合、すべりにより土砂崩壊を招く恐れがあるのではないかということでございま

す。当面、解決策として余ったので現場に引き伸ばしをして、その間、難を逃れるので

よいとして円弧すべりに対する安定計算までして安全を確認した工事に、このような対

応はいかがなものかと考えられます。 

私、素人で憶測ですが、再度調査をし、安心安全の避難地の確保が必要不可欠と思っ

ております。この土砂の取り除きが平成２８年度に行われるようでございますが、完了

までに大きな地震が発生しないことを願っておるところでございます。 

又、平成２８年度事業におきまして、７,０００㎥の廃土が発生し、処理する旨の説

明が町当局より行われました。ますますもって、この工事に疑問を持ちます。内容にお

いて、二転三転するこの工事にまずは反対をいたします。 

又、もう１件、この一般質問をした当日に、同じ質問の時間に、富岡復元基本計画に
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伴う町道内の大手門、追手門の工事についてお尋ねをいたしました。この工事につきま

しては、先の１２月の定例議会で、倉田議員からの一般質問の答弁の中で、富岡城復元

基本計画報告書の基本計画を基に事業を進めていくという説明がありました。この事業

について具体的計画の前に地元説明会で意見の集約が必要ではという質問があり、その

回答は交通安全対策等十分に配慮し、地元説明会を開催し、住民の理解とご協力をいた

だくように努めたい。又、２丁目の区民の方々にはご理解を得たとのことでありまし

た。 

現在、既に大手門の工事が進められております。富岡には３２４号の西海岸、臨港道

路として改修された東海岸の町道富岡港線、又、富岡の中央を縦断する富岡中央線の３

路線からなっており、この中央線は３路線の中でも最も住民の方々に身近な重要な路線

であります。通学路やバス路線としても欠かせない存在です。ここ大手門の工事箇所

は、町道富岡中央線の路線内に含まれ、緩やかなカーブとなっており、交通安全上、幅

員もかなり広く確保されて、多くの先人の方々のご努力やご協力により、交通安全と利

便性、又、災害時の避難がスムーズに行われると町民の熱い思いのもとに拡幅改良等も

重ねられ、安全安心の町の重要路線として利用されているところでもありますし、大手

門、追手門ともに今よりも通行しにくくなるような整備は問題です。曲がっている道路

はより通行しやすいものに直線に整備し、見通しが悪い道路はより見通しがよくなるよ

うに整備を行うものですので、多額の税金を投入して町民の方々が今よりも不便になっ

たり、危険になったりなる恐れのある事業はすべきでない。もし、そのような危険なこ

とが起こる恐れがある事業を実施する場合は、富岡２、３丁目地区だけの問題ではない

と思います。又、富岡地区だけの問題ではなく、苓北町全体の問題にもなると思います

ので、一般質問の中で全体的な計画を町民の皆さんに周知され、理解を求めてお願いも

いたしました。答弁で町民の理解を得るということでした。しかしながら、現在もまだ

理解を得るような行動もないようですし、警察やバス会社との話は持たれたということ

ですが、確実な結論にはいたっていないように思われます。この大事業が町民の方々の

理解を得ないまま進められた事業は、了承することは到底できません。 

以上、反対意見でございます。 

○議長（山本政人君） 次に、賛成者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、反対者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、賛成者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論をありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしを認めます。 

 これから採決を行います。採決は認定第１号から第１１号までをそれぞれ起立によっ

て行います。 

 認定第１号、平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決しま

す。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第１号、平成２７年度苓北町一般会計歳入歳出決算については、認

定することに決定しました。 

次に、認定第２号、平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第２号、平成２７年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算に

ついては、認定することに決定しました。 

次に、認定第３号、平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第３号、平成２７年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算に

ついては、認定することに決定しました。 

次に、認定第４号、平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第４号、平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算に

ついては、認定することに決定しました。 

次に、認定第５号、平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 



 

－176－ 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第５号、平成２７年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算につい

ては、認定することに決定しました。 

次に、認定第６号、平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第６号、平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

については、認定することに決定しました。 

次に、認定第７号、平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定についてを

採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第７号、平成２７年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算について

は、認定することに決定しました。 

次に、認定第８号、平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について

を採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第８号、平成２７年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算について

は、認定することに決定しました。 

次に、認定第９号、平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第９号、平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算に

ついては、認定することに決定しました。 

次に、認定第１０号、平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳
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出決算の認定についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第１０号、平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

次に、認定第１１号、平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第１１号、平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

については、認定することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 発議第１号 平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措

置を求める意見書の提出について 

○議長（山本政人君） 日程第１２、発議第１号、平成２８年熊本地震からの復旧・復

興に係る特別な財政措置を求める意見書の提出についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。山下時義君。 

○１０番（山下時義君） 発議第１号、平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特

別な財政措置を求める意見書の提出について、別紙のとおり意見書を提出する。 

 平成２８年９月１４日提出、提出者、苓北町議会議員、山下時義、賛成者、苓北町議

会議員、田嶋豊昭、賛成者、苓北町議会議員、野﨑幸洋。 

 平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措置を求める意見書（案）。

平成２８年４月１４日夜及び１６日未明に立て続けに２度の震度７を観測した「平成２

８年熊本地震」により、人口１００万を超える熊本都市圏と阿蘇地域を中心に、多数の

家屋の倒壊や大規模な土砂崩れなど県内の広い範囲にわたり極めて甚大な被害が発生

し、熊本県においては今も地震が発生している。 

地震発生の直後から国を始め、関係者の努力を得ながら県を上げて、全力で対応して

こられたが、今後の復旧・復興事業には膨大な経費が生じることとなり、自主財源に乏

しいと思われる本県や県内関係市町村は、危機的な状況に陥ることが懸念される。 

今後も必要となる復旧・復興に向けた対応を踏まえると、到底、現行の国庫補助制度

や地方財政制度の下では予算編成ができず、震災復興が行えない。又、各町村は県より

もさらに脆弱な財政基盤である。 
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今後、地方自治体が財政面で安心感を持って復旧・復興にしっかり取り組んでいくた

めには、国による財政支援の明確な担保と長期的な支援が必要である。 

 よって、国におかれては、新たな補助制度の創設や補助率のかさ上げなど財政措置及

び地方負担分を極小化するための特別交付税の別枠措置など、東日本大震災を踏まえた

財政負担などに係る特別な立法措置を講じられるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成２８年 月 日、熊本県天草郡苓北町議会、議長、山本政人。 

 衆議院議長、大島理森様、参議院議長、伊達忠一様、内閣総理大臣、安倍晋三様、財

務大臣、麻生太郎様、総務大臣、高市早苗様。 

 ここで、提案理由について説明させていただきます。 

 皆さん、ご承知のとおり、最大震度７を立て続けに２度観測した「平成２８年熊本地

震」により、県内の広い範囲に渡り、極めて甚大な被害が発生しております。今日のテ

レビのニュースによりますと、発生から本日でちょうど５ヶ月経過したそうでございま

すが、終わりなき地震が続いております。 

先程、読み上げました意見書のとおり、この大震災からの復旧・復興には膨大な経費

が必要であり、自主財源に乏しい県及び県内市町村は、危機的な状況に陥ることが懸念

されます。そこで、今後県内の自治体は財政面で安心感をもって復旧・復興に取り組ん

でいくためには、国による財政支援の明確な担保と長期的な支援が必要であることか

ら、県議会及び県下市町村議会一丸となって国へ要望していきたいというようなこと

で、熊本県議会から県町村議会議長会を通じて意見書の提出について、各町村議会へ依

頼があっております。そして、苓北町議会からも別紙の意見書の提出をするものであり

ます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから質疑を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

 発議第１号、平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措置を求める意

見書の提出についてを採決します。 

 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本政人君） はい、異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１号、平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措

置を求める意見書の提出について、原案のとおり可決することに決定しました。 

 お諮りします。只今、議決されました平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特

別な財政措置を求める意見書提出について、その条項、字句、数値、その他、整理を要

すものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、異議なしと認めます。 

 したがって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 閉会中の継続審査調査の件 

○議長（山本政人君） 日程第１３、閉会中の継続審査調査の件についてを議題としま

す。議会運営委員長、総務常任委員長、町民福祉常任委員長、建設経済常任委員長、議

会広報委員長、及び議会活性化等検討特別委員長から、会議規則第７５条の規定に基づ

き、閉会中の継続審査調査の申し出があっております。 

お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査調査とすることにご

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長からの申し出については、閉会中の継続審査調査とすることに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議員派遣の件 

○議長（山本政人君） 日程第１４、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、派遣するこ

とにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、派遣すること

に決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

これで本日の会議を閉じます。 



 

－180－ 

平成２８年第１０回苓北町議会定例会を閉会します。 

どなた様も大変お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時１５分 



 

－181－ 

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

苓北町議会議長 

 

 

署 名 議 員 

 

 

署 名 議 員 

 


	re01苓北町28年第10回9月定例会中１
	re02苓北町28年第10回9月定例会1号
	re03苓北町28年第10回9月定例会中２
	re04苓北町28年第10回9月定例会2号
	re05苓北町28年第10回9月定例会中３
	re06苓北町28年第10回9月定例会3号

